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はじめに

　2010年９月に開催された本学会第20回大会に

おいて、初代会長として記念挨拶するよう求め

られ、さらにその内容を本学会誌に寄稿するよ

う依頼されて、重ね重ね発言する機会を与えら

れたことを光栄に思っている。私個人にとって

も、2010年は、新設に参画した新潟医療福祉大

学大学院博士課程が３月に完成したので退職し、

４月から名誉教授になり、人生の大きな節目に

あたっている。私の生活史と本学会の歴史とは、

20年以上重なりあっている。

　私は、1954年に広島女子短期大学（現・広島

県立大学）に社会学・社会福祉学担当助手とし

て就職し原爆被爆者救援活動に参加して以来56

年間にわたってさまざまな形で医療福祉にかか

わり、1973年に東京都神経科学総合研究所に招

かれて神経難病患者を中心とする難治性疾患患

者・障害者の医療福祉援助に参加して以来37年

間にわたって医療ソーシャルワーカーと共同し

て医療ソーシャルワークの学問的基盤を確立し

医療ソーシャルワーカーを専門職化する活動に

参画してきた１）。この過程において、本学会の

結成と運営に参画してきたのである。

　この機会に、本学会の歴史を回顧し、今後の

課題について私見を述べたい。本学会結成当時

からの会員の方々には自己の体験をふりかえり、

新しい会員の方々には古い会員の体験を追体験

しながら、この短い文章を参考にして、本学会

の歴史と課題を考えてほしい。

１．本学会結成の契機－専門職化のための

学問的基盤の確立

　医療ソーシャルワーカーの専門職化を推進す

るためには、専門職団体としての日本医療社会

事業協会（以下、日本 MSW 協会と略す）が

効果的に活動しなければならないが、その一環

として活動理論を確立し学問的基盤を明確にす

ることが不可欠である。特に、学問的基盤を明

確にするには、社会福祉学研究者と実践的研究

を行っているソーシャルワーカーとの協力と共

同研究を促進し組織する学術団体としての学会

が不可欠である。このことは、医療ソーシャル

ワーカー資格制度化運動の歴史をふりかえれば

明らかである。

　私が医療ソーシャルワーカー資格制度化運動

に参画した当時から現在までの主要な事項をま

とめた年表を示したので、これを参照しながら

以下の文章を読んで頂きたい。

　私が医療ソーシャルワーカー資格制度化運動

に参画したのは、1970年代中期に日本 MSW

協会会長だった児島美都子氏から「協会結成以

来の課題を達成するため国会請願運動の準備を

進め請願項目を整理した段階だが、これからど

う運動を進めたらよいか意見がまとまらないの

［日本医療社会福祉学会20周年記念大会挨拶］

本学会結成20周年の回顧と展望

―日本医療社会事業協会と日本医療社会福祉学会の関係を中心に―

山　手　　　茂＊　　  　　　　

＊Shigeru Yamate：初代会長
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で、協力してほしい」と依頼された時からであ

る。医療福祉職制度化研究委員長に就任し、理

事会の審議を求めながら、図１のように請願項

目を体系化し、その根拠を理論化した。1978年

から翌年にかけて衆・参両院で審議され、衆院

で「財源保障」が採択されず、「医療福祉事業

の制度化」と「教育、研修体制」は両院で採択

された。参院では「財源保障」も採択された２）。

　この国会請願運動の経験から、ソーシャルア

クションをはじめソーシャルワークについて実

践的研究を推進すること、そのために大学・研

究所に所属する研究者と保健・医療・福祉現場

に所属するソーシャルワーカーが協力し共同研

究することが重要な課題であると確認された。

図１に示すように「当初の項目」を「体系化し

た項目」に変更したのは、協会結成当時から国

会請願開始時までの医療ソーシャルワーカーが

置かれた状況の変化に対応するためであった。

なぜこのように変更したかについて説明する紙

数がないので、変更を示す線を見ながらその理

由を考え、その意味を理解して頂きたい。

　専門職としての医療ソーシャルワーカーの基

年 政　策　動　向

1978・９ 衆参両院 社会労働委員会「医療福祉職制度化」請願を採択

（ただし衆院は「財源保障」項目のみ不採択）

1987 社会福祉士及び介護福祉士法制定

日本 SW協会、日本MSW協会、日本 PSW協会、３会長連名で

「社会福祉士に医療 SWを含めるよう」厚生大臣に要望

1988 日本 MSW 協会総会「３原則（学問的基盤は社会福祉、４年制大学卒業、専門性発揮の条

件整備）」を決定

1990 厚生省健康政策局「医療福祉士」資格を提案

日本MSW協会は反対運動

1997 精神保健福祉士法制定、衆参付帯決議

（「医療ソーシャルワーカーの資格制度のあり方について、速やかに検討を開始すること。

その際には、ソーシャルワーカー全般の資格制度のあり方をふまえること」衆院第４項、参

院第７項）

医療ソーシャルワーカー資格制度化に関する年表

図１　医療福祉職制度化請願項目の体系化

    ＜当初の項目＞           ＜体系化した項目＞ 

   ①必 置 制 Ⅰ. 医療福祉事業の制度化 

 法定認格資 )1( 格資用任②

 準基置配 )2( 準基務業③

 他のそ )3( 遇待④

   ⑤研 修 制 度 Ⅱ. 財源保障 

 )1( け付裏的済経⑥ 国家予算による助成 

 税免はたま数点酬報療診 )2(

 制体修研、育教 .Ⅲ

育教、究研の院学大、学大 )1(

 備整件条修研任現 )2(
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本的性格については、「所属機関によってでは

なく、専門的な業務内容によって判断されるべ

き」であり、「福祉職」で「疾病に関連する社

会的問題の解決の援助」を担当しているから、「４

年制大学における社会福祉教育」によって養成

されるべきである、としている。

　当時、請願署名を集め、請願集会に参加しな

がら、請願項目を変更した理由や請願内容を十

分には理解していない協会員が少なくなかった

ようである。それは、10年後に、「社会福祉士

か医療福祉士か」をめぐる協会内対立が生じた

主要な原因になったと思われる。

　1987年に社会福祉士法が制定されたが、医療

ソーシャルワーカーは含められなかったため、

日本 SW 協会・日本 MSW 協会・日本 PSW

協会３会長は連名で厚生大臣に「社会福祉士に

医療ソーシャルワーカーを含めるよう」要望し

た。翌1988年には、日本 MSW 協会は総会に

おいて、「学問的基盤は社会福祉」「４年制大学

卒業」「専門性発揮の条件整備」の「３原則」

を決定した。厚生省健康政策局は図２に示すよ

うな「医療福祉士」資格を提案したので、「社

会福祉士か医療福祉士か」を論争点として日本

MSW協会内外で対立が激化した。医療福祉士

賛成派は、当時の診療報酬制度を前提とし、診

療補助業務として点数加算・医療機関収入増加

を図り、それによってソーシャルワーカーの給

与や地位の改善を実現しようとし、協会内の反

主流派を形成していた。

　当時、日本 MSW 協会事務局を担当してい

た相原和子氏を中心に、有志が対策を話しあい、

「国際的なソーシャルワーカーの動向をふまえ

て、学問的基盤を確立するために医療ソーシャ

ルワーク専門学会を立ち上げよう」と合意し、

本学会結成準備を進めた。本学会は、結成当初

から日本 MSW 協会と密接な関係を保ってき

たが、最近は学会事務局が協会事務局と同居し、

役員間の交流も密接になっており、相互の協力

関係のいっそうの進展が期待される。

図２　社会福祉士と「医療福祉士」との関係

            福祉の分野 

レントゲン技師 

医療の補助 

医療福祉士 社会福祉士 

医行為 

出所：日本医療社会事業協会「資格制度化推進ニュース」No.５（1991．８．22）

２．学会と専門職団体との関係―精神保健

福祉士法制定時のソーシャルアクション

　社会福祉士法制定後に発足した本学会活動に

おいては、「ゼネリック・ソーシャルワーカー

としての社会福祉士とスペシフィック・ソー

シャルワーカーとしての医療ソーシャルワーカー

との関係」が重要な研究課題であったが、この

研究課題は1997年に精神保健福祉士法案が政府

提案として国会に提出されてから、いっそう重

要な課題になった。

　精神保健福祉士法案は、精神病院経営者団体

などの要請によって厚生省が検討会を設けて準

備を進め、日本社会福祉士会・日本 SW協会・

日本MSW協会などが反対したにもかかわらず、

強引に法案がまとめられ政府から国会に提案さ
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れた。「医療福祉士」賛成派は、「精神保健福祉

士」が実現すれば、次に自分たちの希望も実現

すると期待したようである。しかし、「社会福

祉士」「精神保健福祉士」「医療福祉士」の３資

格によって日本のソーシャルワーカーが分断さ

れ、タテワリの行政組織の下にそれぞれの専門

職団体が組み込まれてよいであろうか？

　このような状況にどう対応すべきか、有志が

集まって相談を重ねた。専門職団体はそれぞれ

厚生省の関係部局や与党の厚生族議員と密接な

関係を持っているため、政府提案・各党賛成（党

議拘束）を経た法案に反対することはできない

ので、日本医療社会福祉学会長の私に「ソーシャ

ルアクションの代表者になってほしい」という

要望が集まった。私は、当時社会福祉士国家試

験委員会副委員長だったので引き受けるのをた

めらったが、他に代表者になる人はいないので、

①「反対」ではなく「慎重審議を求める」、②「組

織」ではなく「ネットワーク」としてアクショ

ンを展開する、という方針に賛同した有志とと

もに、世論喚起や各党議員との懇談などの活動

を展開した３）。

　このソーシャルアクションの成果は、両院の

社会労働委員会の熱心な審議と「精神保健福祉

士法案に対する付帯決議」、なかでも「医療ソー

シャルワーカーの資格制度のあり方について、

速やかに検討を開始すること。その際には、ソー

シャルワーカー全般の資格制度のあり方をふま

えること」（衆院第４項、参院第７項）であろう。

これらに基づいて、社会福祉士の受験資格に医

療機関実務経験を加え、養成カリキュラムと実

習内容を見直す、などの改定が行われている４）。

　このように精神保健福祉士法案審議に際して

のソーシャルアクションは、本学会と専門職団

体の活動によって生まれた有志の連帯によって

成果をあげることができたといえるであろう。

この経験を活かして、社会福祉関係の諸学会と

諸専門職団体との協力・連携を強めながら、あ

らゆる分野の社会福祉活動を拡充し、福祉社会

の形成を推進すべきではないだろうか。

３．ゼネリック・ソーシャルワーカー（SW）と

スペシフィック・ソーシャルワーカー（SW）

　社会福祉士は、日本において初めて誕生した

ゼネリック・ソーシャルワーカーの国家資格で

ある。先進的な専門職である医師の資格は、医

学の進歩と医療の専門分化にともなって、医師

国家資格の上に高度な分野別専門医資格が次々

に設けられている。社会福祉においても、従来

からの児童、母子、高齢者、障害者等の分野だ

けではなく、保健・医療、介護、学校教育（い

じめ、不登校、学級崩壊等）や司法（犯罪・非

行予防、社会復帰支援等）の分野が重視される

ようになり、それぞれの分野に必要な専門的理

論・知識・技術を研究・教育・研修する学会と

専門職団体が結成され、スペシフィック・ソー

シャルワーカー（認定・専門社会福祉士）資格

の確立をめざす活動が推進されている。

　アメリカにおいては、20世紀前半にソーシャ

ルワーカーが活躍する分野が多様化し、分野別

SW団体が乱立したのに対応して、共通の基礎

資格を確立しその上に専門資格を認定するゼネ

リック SW とスペシフィック SW の体系化が

推進された。日本でゼネリック SW とスペシ

フィック SW の関係が検討され始めたのは、

社会福祉士法制定前後からであった。社会福祉

士と「医療福祉士」との関係、さらに「精神保

健福祉士」を加えた３資格の関係を検討するに

は、アメリカの経験を学ばなければならない。

　ところが、「医療福祉士」も「精神保健福祉士」

も、「社会福祉士」と別の国家資格とすべきだ

と主張する京極高宣氏は、図３を示してゼネリッ

ク SW とスペシフィック SW との関係を説明

している。知識の量と質の相違だけが決定要因

ではないし、短大レベルでスペシフィック SW

が養成できるとは考えられない。

　第17期日本学術会議会員で社会福祉・社会保

障研究連絡委員長だった仲村優一氏の指導によっ

てまとめられた報告書「社会サービスに関する

研究・教育の推進について」は、ゼネラル SW

と専門 SWとの関係を図４に示している。
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より高度な専門性をもつ 

シーニア・ソーシャルワーカー 

大学院 

レベル 

大 学 

レベル 

短 大 

レベル 

（共 通 科 目）

（専 門 科 目）

小               大
知識の量 

図３　ゼネリック・ソーシャルワーカーとスペシフィック・

ソーシャルワーカーの知識領域（概念図）

出典：京極高宣『新版日本の福祉士制度』中央法規出版，1998年，p.199．

社会福祉士 

（地域を基盤としたゼネラル・ソーシャルワーカー） 

（高度・専門分野別ソーシャルワーカー） ＜マネージャー研修＞

＜スーパーバイザー研修＞

＜実習指導者研修＞

＜中堅研修＞

（専門分野別）

＜大学院教育＞

（リカレント教育）

＜新任研修＞

（専門分野別）

＜採  用＞

＜国家試験＞

＜大学教育＞

図４　ゼネラル・ソーシャルワーカーの生涯研修体系

出典：「社会福祉・社会保障研究連絡委員会報告 社会サービスに関する研究・教育の推進について」

　　　日本学術会議第17期社会福祉・社会保障研究連絡委員会，2000年．
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　仲村優一氏は、日本に専門的ソーシャルワー

クを定着・普及する活動をライフ・ワークとさ

れ、1971年中央社会福祉審議会「社会福祉士法

制定試案」をまとめるために尽力されたが、社

会福祉学会や社会福祉関係団体のリーダーに反

対されたため、「社会福祉士法」は実現されなかっ

た。このような状況のなかで、日本 MSW 協

会は、「医療職と連携して働く SW には国家資

格が必要だ」と国会請願運動を開始したので、

私は制度化研究委員長に就任してすぐに仲村研

究室を訪問して協力を求めたところ「日本のソー

シャルワーカー資格制度化の突破口を開いてほ

しい」と快く支持署名の呼びかけ人を引き受け

て下さった。さらに、社会福祉士法案制定前後

にも医療 SW を含めるために尽力され、本学

会結成に際しても支援して頂いた。精神保健福

祉士法の慎重審議を求めるソーシャルアクショ

ンも暖かく見守って下さった。このような経過

があったので、図４の原案作成の役割を私に担

当するよう命じられた。

　ソーシャルワークの国際的動向に学びながら、

理論研究の成果を実践活動に活かし、実践活動

の成果を理論化する組織的活動を推進するため、

さらに社会福祉関係の諸学会と諸専門職団体の

連携・協力を推進するために、仲村優一氏から

受け継ぐべきことが多いと思われる。

おわりに

　短時間の20周年記念大会挨拶の内容を、この

学会誌論文としてまとめるにあたって、詳しく

説明して長すぎるのも、短くしようとして舌足

らずになるのも、どちらも独善的だと思い迷い

ながら、中途半端な文章を書いてしまった。本

学会誌に掲載される私の最後の論文としてお読

み頂きたい。

　本学会が日本 MSW 協会との協力関係の強

化を基本にしながら、福祉関係の諸学会・諸専

門職団体、さらに保健・医療関係の諸学会・諸

専門職団体との相互協力・連携のための活動を

推進されるよう期待しつつ、ペンを置く。

引用文献

１）山手茂「随想・私の実践・研究を振り返っ

て（76）個人的問題と社会的問題の関連」

『社会福祉研究』No.106，2009年10月．

２）児島美都子・皆川修一・山手茂編『患者に

福祉サービスを』法律文化社，1980年．

『医療と福祉』No.33（Vol.13-No.２），

1978年３月．（特集・資格制度討議資料第

２集）

３）21世紀の福祉専門職を考える会編『社会福

祉士をすべての保健・医療・福祉機関に！』

日本地域社会研究所，1997年．

４）山手茂『社会福祉専門職と社会サービス』

相川書房，2003年．

特に、第４章「社会福祉専門職研究の方法

と課題―京極高宣氏からの批判に答える」

のなかのⅢ「精神保健福祉士法をめぐる国

会審議」を参照されたい。
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はじめに～昨日の記念講演に触発されて～

　大塚と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。昨日から学会に参加させていただいて

いますが、実は昨日の奥川先生の実践をお聞き

して25年くらい前を思い出し、朝方眠れないと

いうか、過去のことがいっぱいよみがえってき

た朝を迎えました。

　先生からご紹介がありましたけれども、実は

25年ほど前、大学の４回生のときに兵庫医大で、

橘高先生、大谷先生、宮崎先生、小西先生と、

そうそうたるメンバーの方々の中で実習をさせ

ていただきました。これがすごく大きな財産に

なっています。そういう先輩を前にして、こう

いう場でお話をさせていただきますことを本当

に感謝していますし、非常に光栄なことだと思っ

ています。

　昨日、奥川先生が「最初に良いモデルにどれ

だけ出会えるかが大切である」とおっしゃって

いたと思うのですが、私が心療内科のソーシャ

ルワーカーとして２～３年目のときに、倉石先

生という方が、今は武庫川女子大にいらっしゃ

るのですが、その方から３年間みっちりスーパー

ビジョンを個別で受ける機会を得ました。その

ときを思い出してみると、患者さんの了解を得

て面接をテープに録らせていただき、毎回逐語

録に起こして、それを倉石先生に見ていただい

ていました。それが今でも財産です。倉石先生

は家族療法をされていたのですが、当時バリバ

リの家族療法家だったので、それを吸収させて

いただきました。私の一番初めのモデルだった

なということを思い出しています。ここにはソー

シャルワーカーとしてこれからの方もいらっしゃ

ると思うのですが、良いモデルにたくさん出会っ

ていただきたいなと願っています。

　それと奥川先生のことでもう１つあります。

渡部律子先生から、「気づきの事例検討会」（渡

部律子編，中央法規出版）の本をいただいたこ

とがありまして、それをもとにスクールソーシャ

ルワーカーの事例研究会をやっています。昨日

もご紹介ありましたけれども、奥川先生がやっ

ておられるモデルでやると、最近非常に事例検

討会が充実してきたという経験をしています。

そういう現任訓練の場をどう活かしていくのか

ということを考えさせられたなと思います。昨

日を振り返って触発されていろいろ思いました

ので、少しご紹介しました。

本日のテーマについて

　今日は「ソーシャルワークの実践知を理論へ

～ SSW の実践と研究から～」ということで、

これからお話をしていこうと思います。

　私は、週４日は現場に出て、１日だけ大学で

学生に教えているという状況で、研究者という

よりも実践家として仕事をしています。そうい

［教育講演］

ソーシャルワークの実践知を理論へ

～ SSWの実践と研究から～

大　塚　美和子＊　　  　　　　

＊Miwako Otsuka：大阪府教育委員会スクールソーシャルワーカー
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う意味で、現場で使えるモデルというものをい

つも考えなければと思っています。実践に極め

て近いレベルの実践理論、実践モデルを紹介し

たいと思います。私の学校の現場での実践です

けれども、医療福祉の現場で何かヒントになる

ことを持って帰っていただけたら嬉しく思いま

す。

　本日の内容ですが、スクールソーシャルワー

クというのは皆さんまだまだご存知ないと思い

ますので、少しスクールソーシャルワークのご

紹介もしながら、どうして理論が必要かという

話をしていきたいと思います。それから２つ目

に実践の理論化のプロセスということで、どん

な手法を使ったかということをご紹介します。

３つ目に、理論化のプロセスの実際ということ

で、どんなふうに実践モデルを作っていったか

というプロセスを一緒にたどっていきたいと思

います。そして最後に、実践知を理論にするに

はどうしたらいいだろうかと、皆さんから後で

いろいろと質問をしていただきディスカッショ

ンができたらと考えています。

　新たな領域としてのスクールソーシャルワー

クということですけれども、実はアメリカでは

100年ぐらいの歴史のある活動です。日本では

1980年代くらいから細々と活動がされていまし

たけれども、平成20年度になって文科省が初め

て全国にスクールソーシャルワーカーを配置し

ます。私たちの間では、「スクールソーシャルワー

ク元年」と言っていますけれども、今はまだ２

年目です。この学会が20年目で成人式を迎えた

ということを昨日おっしゃっていましたが、ま

だまだ２歳という状況で、生まれたてほやほや

という状況です。

　実際にスクールソーシャルワーカーというの

は何をしているかということですけれども、子

どもと家庭の支援ということが中核になってい

ます。（PPT ①）その他に、学校、地域とあり

ますけれども、私たちの仕事で一番大きいと思っ

ているのは、実は学校へのアプローチです。地

域はコミュニティソーシャルワーカーとか関係

機関などが支援しているのですが、今まで福祉

の領域では学校へのアプローチがされてきませ

んでした。スクールソーシャルワーカーは、校

内体制づくりとかケース会議というのを頻繁に

行なって、先生たちがチーム支援できるように

サポートしています。校内にも本当にたくさん

の資源（リソース）があるのですね。子ども達

にとっては友だちがリソースということもたく

さんあります。そういう意味で、校内資源を使っ

てサポートをするのが私たちの主な仕事だと思っ

ていただきたいと思います。

SSW のアカウンタビリティーとデータの蓄積

　私はスクールカウンセラーをしていた時が８

年ほどあります。その当時はスクールソーシャ

ルワーカーの仕事がなかったので、スクールカ

ウンセラーをしていた時代があるのです。スクー

ルソーシャルワーカーが入る前に既にスクール

カウンセラーが入っていたので、そこがいつも

比較されるところなのですね。スクールカウン

セラーというのは、皆さんご存知のように、子

どもの心理、内面に注目して援助をします。私

たちは子どもたちの生活を支援するわけですけ

れども、その中で子どもたちの可能性が発揮で

きるようにお手伝いをしています。でも行った

ときに必ず、「スクールソーシャルワーカーっ

て何者ですか」と、スクールカウンセラーといっ

たい何が違うのかというところがいつも問い掛

けられるのですね。アカウンタビリティーとい

PPT ①

地域

学校

子どもと家庭

個別事例への対応

子どもと家庭と環境
（学校と地域）間の調整

校内体制づくり ケース会議の実施

校内資源の活用チーム支援のサポート

社会資源との仲介・調整・連携

地域のネットワークの構築 新しい社会資源の創出

スクールソーシャルワーカーの活動の内容と範囲
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う言葉がよく言われると思うのですが、「スクー

ルソーシャルワーカーとはこういうことなので

すよ」というのを、行ったところ、行ったとこ

ろで説明をしています。私たちはいつも教育現

場に対して説明をしなければいけませんし、他

の専門職に対しても同様です。

　大阪府では平成17年からスクールソーシャル

ワーカーが国に先行して入っているのですが、

特にスクールカウンセラーの人たちは、私たち

が入った当初、スクールソーシャルワーカーと

はいったい何者か、スクールカウンセラーの領

域を侵すのではないかと心配をされていました。

このように、スクールカウンセラーにも説明し

なければいけません。もちろん社会福祉の中で

も SSW をご存知ない方がたくさんいますので、

必ず私たちは説明する準備をしていなければい

けないと思っています。そういう意味で実績と

かデータをいつも用意しています。特に私は予

算のことをいつも考えています。来年度は大阪

府の予算は減るかもしれないとか、市町村のど

こかを開拓できないかとか。いつも夏前の時期

というのは来年度の予算が決まっていく時期な

ので、その時にどれだけデータを示せるかとい

うことがとても大事です。また、文科省に毎年、

実績の報告を行います。ケースについての支援

状況、ケース会議の数、ケース会議で連携した

教職員や関係機関の数などを報告します。私は

非常に大事なことだと思っています。私たちの

実践を毎年振り返ることにもなるからです。デー

タの蓄積にもつながります。

　私は、SSW と連携してどうだったかという

意識調査を定期的に行なうようにしています。

アンケート調査は105人の先生を対象として、

事例を通して私と連携した先生が70名、まだ連

携していない先生が35名でした。（PPT ②）私

と連携して何がどうだったかというと、「子ど

もの問題に対する理解（家庭背景や生活環境か

らの理解）が深まった」という項目に80.9％の

先生が「そう思う」と回答していました。その

他注目していただきたいのは、「校内の支援体

制が明確になった」「校内の教職員のチーム支

援が進んだ」という項目に「そう思う」と答え

た方が比較的多かったことです。スクールソー

シャルワーカーというと、家庭支援をする人だ

とか、どこか関係機関とつなぐのではないかと

一般的に思われがちですけれども、それももち

ろん大事な仕事ですが、先生たちにとって「良

かった」「そう思う」と答えたのは、校内の体

制やチーム支援が進んだということなのですね。

これはとても大事なポイントかなと思っていま

す。こういうデータを必ずとっていくようにし

ています。

　（PPT ③）それからもう１つ、今回のアンケー

トの結果をご紹介します。「教師の経験と

SSW への期待の関係」というのを見ていきた

いと思います。私は自分の中の仮説というか、

おそらく先生が SSW とこういう連携を望まれ

るだろうという、いくつか仮説を持って動いて

PPT ②

SSWとの連携についての意識調査（教師対象）

１．子どもの問題に対する理解（家庭背景や生活環境全体からの理解）が深まった。
２．小中の連携や関係機関との連携がスムーズになった。
３．校内の支援体制（目標と役割分担）が明確になった。
４．子どもと家庭への具体的な支援方法がわかった。
５．子どもや保護者の状況が改善した。
６．教師自身の心理的な負担が軽減されたり、問題に取り組むモチベーションが高まった。
７．校内の教職員のチーム支援が進んだ。

質問 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

わからない
思わない
あまり思わない
どちらとも
少し思う
そう思う

80.9

40.9

62.7
55.4

39.4
51.5

61.8

14.7

27.3

23.9 33.8

25.8

27.9

23.5

0

20

40

60

80

100

n=65~68

(%)

PPT ③

84.1

58.6

72.7

41.4

86.0

55.2

84.1

50.0

78.1

48.4

13.6

32.8
13.6

20.7

11.6

29.3

11.4

27.6

18.8

29.0

0

20

40

60

80

100

Q2 Q3 Q7 Q8 Q7
あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし

仕事の多忙によるバーンアウトの有無と
SSWへの期待

連携の成功経験
とSSWへの期待

教師の経験とSSWへの期待の関係

わからない
思わない
あまり思わない
どちらとも
少し思う
そう思う

質問２ 子どもの問題背景を情報収集し見立ててほしい
質問３ 保護者と学校の面談に同席して第三者としてアドバイスしてほしい
質問７ 校内でチーム支援できるようにアドバイスしてほしい
質問８ いじめや学級崩壊などクラス全体の問題に具体的なアドバイスがほしい

(%)
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います。多分、バーンアウトというのは関係が

あるんじゃないかと思っていました。「仕事の

多忙によるバーンアウトの有無と SSW への期

待」をご覧ください。有意差があったものをこ

こに示しています。バーンアウトを経験したこ

とがあるのは105人のうち44名、「バーンアウト

したことがある」「しそうになったことがある」

と答えています。その先生たちと、「したこと

がない」と答えた先生との意識差がここに出て

います。

　その先生たちがどういうことを私たちに期待

していのかと問うと、「子どもの問題背景を情

報収集して見立ててほしい」「保護者と学校の

間に入ってほしい」「校内でチーム支援ができ

るようなアドバイスしてほしい」「いじめや学

級崩壊などクラス全体の問題に具体的なアドバ

イスをしてほしい」という回答結果が出ました。

学校現場は、皆さんあまりご存じないと思いま

すが、本当に過酷です。いじめがおきたり学級

が荒れ始めると、先生自身が精神疾患になるだ

ろうなというぐらいに本当にハードです。そこ

を私たちは支援しています。先生たちがバーン

アウトしないように、どれだけ子ども達をサポー

トできるかという部分をやっているのですが、

そういうことがアンケート結果によく出ていま

す。

　それと私はもう１つ仮説を持っていまして、

おそらく私たち SSW と連携して１回でも「良

かった」と思われた先生は、すごく私たちに期

待してくれるんじゃないかということです。「校

内でチーム支援できるようにアドバイスしてほ

しい」という項目について有意差があったとい

うことが結果として出ています。この結果は教

育委員会に今年も提出しました。「先生たちと

のニーズと連携の成果というのを出しなさい」

と言われたときにすぐ出せるようにいつもデー

タをまとめるようにしています。そういうこと

が予算化につながり、SSW に来てほしいとい

う市町村が大阪で増えつつあります。人材養成

が間に合わなくて、昨日も奥川先生が転職の話

をされていましたが、ソーシャルワーカーの熟

成過程がありますからすぐには養成できません

ので、「MSW で10年やってきました。結婚を

機にやめて」という方がいたら、ぜひ転職して

SSW になっていただきたいなと思うぐらい、

やはりソーシャルワークのきちんとした経験を

積んでいらっしゃる方にすぐにでも応援で入っ

ていただきたいと考えています。

なぜ理論が必要か

　もう１つ重要なのは理論がなぜ必要かという

ことです。私たちはケース会議というのがすご

く大事な仕事になっています。間接支援をする

ことも多くあります。子どもと会って、保護者

と会ってという前に、学校の先生たちを外から

どうサポートするかということで、ケース会議

をたくさんしています。

　学校というところは本当に不思議なところで

す。会議はたくさんあるのですが、きちんとし

た見立てはしないのですね。アセスメントはし

ません。とにかく対応、対応で追われているの

です。ですから私たちソーシャルワーカーが入っ

て何が変わったか、先生たちは何が変わったと

思っているかというと、問題の背景、原因を分

析して総合的な見立てをする、アセスメントで

すね。私たちにとっては当たり前のことですが、

それをやっていくだけで学校がぐんと変わって

くるということを感じています。それときちん

と役割分担をしていきます。

　そのときに実は私たちにとってはアセスメン

トの役割がすごく大きいのですけれども、その

ときにどれだけ根拠に基づく説明ができるかな

んですね。先生方というのは40代ぐらいが平均

年齢ですから、ちょっとやそっとの説明では納

得されませんので、その子どもの問題がどこか

ら来ていて、どういう理論に基づいて、何故そ

のようになるのだということを、きちんと説明

するということが要求されます。それで問題現

象を説明できる理論が本当に不可欠だなという

ことを実感しています。そういう意味で、私た

ちは理論が本当に必要だなということを感じる
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わけです。

実践と理論の関係

　渡部先生がまとめられたものを使わせていた

だいたのですが、理論といってもいろんなレベ

ルの理論があるのだということです。「パラダ

イム」というのは広い意味での枠組みですね。

これは仮説ということではなくて、世界はどの

ようなものかという考え方みたいなものですが、

その下には「大理論」「中理論」「モデル」があ

り、４つに分けて説明されています（渡部，

2009）。

　大理論というのは、行動理論、システム理論

とか、いろんな人間行動、社会行動の大部分を

単純で分かりやすく説明したものです。中理論

というのは、大理論から導き出された理論、例

えば学習性無気力というのを挙げていますが、

仮説検証が可能な領域です。もう少しレベルが

下がると、中理論や大理論を特殊な状況に応用

できて、詳細に理論的な考え方が明確に記述さ

れているモデルということになります。理論と

いってもいろんなレベルの理論があるというこ

とです。

　理論とは何かというと、現象の説明とか予測

というものを目的とし、構成を抽象的な概念と

変数まで落とし込んだもので、それからソーシャ

ルワーク実践を構成する枠組みを提供するとい

う説明がされています。今回は理論という言葉

を使っていますけれど、モデルレベルの仮説検

証が可能なレベルに焦点を当てた一番下のレベ

ルの理論を扱っていると思っていただけたらと

思います。

　私は関西学院大学の芝野先生に指導していた

だいて博士論文を書いたのですが、実践と理論

との関係というのをイメージしておくことがと

ても大事だと思っています。芝野先生の実践理

論システムというのはとても分かりやすいと思

います。（PPT ④）「包括的実践理論」「限定的

実践理論」「実践モデル」「実践マニュアル」、

そして「具体的な援助」ということで、どのよ

うなつながりがあるのかということが分かりや

すく示されていると思います。

　１つずつ見ていきますと、包括的な実践理論

というのは、先ほどありましたように大理論の

ことです。ソーシャルワーク援助の方向性を示

すものです。ライフモデル、システム理論、岡

村理論などです。限定的な実践理論というのは、

医療福祉の現場のこの領域のこの理論というよ

うな限定した実践理論になります。実践モデル

というのはその下にある、より具体性のある援

助の手順を示したようなものです。さらにもっ

とステップバイステップで表したもの、これが

実践マニュアルということです。これは具体的

な援助を実際にマニュアルにしたり、モデルに

上げたり、理論に上げたり、帰納的に実践現場

の経験を生かしていくこともできれば、逆に理

論から演繹的に検証していくという形の研究も

できるだろうということで、帰納と演繹という

ことを行ったり来たりしながら実践に生かして

モデルを作るということですね。実践理論シス

テムは私にとってはとても分かりやすくて、研

究の枠組みとして使いました。

　実践理論と実践モデルの定義ですが。実践理

論というのは福祉の専門施設・機関とそこで働

く専門職が、サービスを求める人に対して、そ

のニーズを満たすために具体的に何ができるか

を示す理論です。実践モデルというのは、実践

理論を分かりやすく説明したもので、具体的な

ものということになります。

PPT ④

実践と理論との関係

包括的実践理論

限定的実践理論

実践モデル

実践マニュアル

具体的援助

理
論
の
次
元

実
践
の
次
元

演繹

実践理論システム：芝野、２００２

帰納

ソーシャルワーク援助の方向性示
すもの 例 ライフ・モデル
システム理論 岡村理論 など

対象領域を限定した実践理論

例 児童福祉、医療福祉 など

より具体性のある援助の手順も示
したもの

例 退院援助支援モデル

援助の手続きをステップバイス
テップ形式で示したもの

経験

自由裁量

現場

知識
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研究のプロセスと枠組み

　（PPT ⑤）左側が今言いました実践理論シ

ステム、それに対して右側は、私がどんな研究

をしていったかという枠組みを示しています。

学級崩壊を経験した親のインタビュー調査から

研究が始まっていますが、親の経験を質的・量

的に調査を行い帰納的な研究をして、親対象の

仮説の仲介理論を作りました。それをモデル検

証ということで量的な調査を行って、親対象の

仲介理論というものを作りました。そのあと、

学級崩壊の経験をした教師に対して質的な調査

を行って、それに合わせた形で、親と学校間の

仲介モデル、実践モデルを構築しました。

　（PPT ⑥）これを芝野先生が紹介されてい

る M-D&D というプログラム開発の手続きに

そって説明すると、１番目（フェーズ１）の段

PPT ⑥

研究のプロセス（研究のプロセス（ M-D&Dによるプログラム開発）

フェーズ１ 問題の把握と分析
先行研究

学級崩壊経験者へのグループインタビュー調査
親対象の質問紙調査

フェーズ２ 叩き台のデザイン
仮説仲介理論の構築

質問紙調査による仮説仲介理論の検証
親対象の仲介理論の確立

学級崩壊経験の教師への個別インタビュー調査
親と学校間の仲介モデルの構築

フェーズ３ 試行と改良
仲介モデルの試行と評価

フェーズ４ 普及と誂え
学会やワークショップでの発表・修正

限
定
的
実
践
理
論

の
確
立

実
践
モ
デ
ル
の

構
築
と
試
行

M-D&D 修正された簡便

なモデル開発の手続き

PPT ⑤

包括的実践理論

限定的実践理論

実践モデル

実践マニュアル

具体的援助

演繹 帰納

演繹 帰納

ＳＷの実践理論システム（芝野）

理
論
の
次
元

実
践
の
次
元

抽
象
的

具
体
的

親対象の仲介理論の開発および親と学校間の仲介モデルの作成親対象の仲介理論の開発および親と学校間の仲介モデルの作成

エンパワーメント理論

システム理論 ライフモデル

親対象の仮説
仲介理論

親と学校間の仲介モデル

学級崩壊 親の経験

演繹

帰納

スクールソーシャルワークの実践理論システム

モデル
検証

スクールソーシャルワークの実践

学級崩壊 教師の経験

帰納

質的調査
量的調査

質的調査

親対象の仲介理論

量的
調査

階では、「問題の把握と分析」ということで先

行研究、それからグループインタビュー調査、

質問紙調査などを行ないました。２番目（フェー

ズ２）の段階では、「叩き台のデザイン」とい

うことで、仮説を立て質問調査で検証して、親

対象の仲介理論を作って、それから学級崩壊の

経験した教師の個別インタビューもして仲介モ

デルを作りました。そして、フェーズ３で仲介

モデルが他のケースに当てはまるかどうかを試

行し、そしてフェーズ４の学会発表させていた

だくというプロセスを経て現在取り組んでいる

ところです。

　（PPT ⑦）私が学級崩壊と出会ったのはこ

の事例を通してなので、簡単にご紹介してみた

いと思います。研究というのは突き動かされな

いとできないと思います。データを集めるだけ

ではそこには何の説明力も出てこないと思うの

ですが、これはすごく突き動かされた事例との

出会いだったのですね。１年半も学級崩壊が続

いたクラスを何とか助けようと親御さんが学校

に対して動いたのですけれども、学校も教育委

員会もとても閉鎖的で対応がまずくて、私も１

回教育委員会に一緒に行きましたけれども、本

当に対応が悪くて、そんな中で私にこの経験を

研究に使ってほしいということでゆだねられた

わけです。

　いじめ差別事件が発端になって学級崩壊が起

きました。学級が荒れるとき、必ずいじめとか

差別問題とか人権にかかわるような問題が発端

PPT ⑦

我慢せな
しゃーない

担任任せ
学校の無理解
一方通行

子供中心でない学校対応
教育委員会の無反応学校の対応

親の心理
的変化

親のアク
ション

言って
もいい

言わんと
あかん

言っても
あかん

ここで
諦めたら
あかん

卒業後

学級崩壊

学校に対する親の心理的変化とアクション

親の横のつながり
親同士の話し合い

学校との話し合い
クラス懇談会

教育委員会へ
の働きかけ

資料配付
研究への協力

教育委員会再訪問

グループインタビューの記述から見えたプロセス
いじめ差別事件発端
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になっていると思うのです。先生もなんとか１

人で頑張ろうとしました。学校の校長先生は担

任の力量の問題だと思っていますので、担任に

「頑張れ」ということだけだったのですね。そ

ういう中で親がアクションを起こし、横のつな

がりを作っていって、初めは「どうもクラスが

荒れてるいらしいよ」程度の情報が、だんだん

確信になっていって、学校との話し合いをしま

したが、学校はまったく無理解で、また教育委

員会への働きかけを諦めずにしましたが、教育

委員会も無反応というプロセスを辿りました。

　私がグループインタビューをしたときにすご

く注目したことは、昨日奥川先生が言っておら

れたように引っかかるというか、引っ掛けると

いうか、そこら辺だと思うのですけれども。私

が引っかかったのは親の言葉です。それは「我

慢せなしかたないかな」、だけど「言ってもい

いんじゃないか。親もものを言ってもいんじゃ

ないか」から、「言わないとあかんでしょ」「言っ

てもあかんのか」とか、「でもここで諦めたら

あかん」とか、それをグループインタビューに

参加した５人が、口を揃えて言ったのですね。

その言葉にすごく重みがあって、生き生きと語

られたときに、きっとここをもっと分析しなけ

ればいけないと思ったのですね。それが学級崩

壊との最初の出会いだったのです。

研究のキーワード「仲介」

　これが研究テーマとの出会いでした。担任の

先生が代わってもまったく違う学級崩壊状態に

なり、学級崩壊は１年半も続きました。子ども

達から「私達の５～６年生を返して」と言われ

るぐらいの本当にしんどい状態です。なぜ保護

者の思いが学校に届かなかったのか。そもそも

学級崩壊はなぜ起きるのかと。それと、学級崩

壊が起きたときに、学校と家庭はどんなことが

協力できるのか。SSW がいたらどんな支援が

できるのかということを考えました。

　現場で起こっていること、学級崩壊になった

ときにまったく親と学校が疎遠になったり、葛

藤状況になったりする。これは一体何なのだろ

うと。起きている現象をちゃんと説明したいな

ということが１つありました。もう１つは、ソー

シャルワーカーとしての仲介機能とよく言われ

ると思うのですが、こういう場合の仲介って何

をしたらいいのだろうということを考えてみま

した。きちんと概念や変数にして説明したい、

そして説明できるモデルを作りたいというのが

ありました。仲介ということに注目をしたとい

うことです。この仲介ということが１つ目のキー

ワードになります。第１のキーワードというこ

とで、仲介、メディエーションということに注

目しました。

　仲介という言葉の定義ですけれども、「仲介

者というのは客観的でバイアスのない第三者と

いうよりも、ソーシャルワーク専門職としての

価値、例えば社会正義の促進、個別性の尊重、

最適な機会の提供などの中で、問題解決のため

にコミュニケーションを促進する役割を担う」

（Parsons，1991）と、これはパーソンズが言っ

ています。一方、ジャーメインも、親と学校間

の仲介ということで、ジャーメインは学校に注

目していろんな論文を書いていますが、「親と

学校の中間面で SSW に必要とされるのは、親

たちの力量（コンピテンス）を強化し、学校の

応答性を高めることである」（Germain，1992）

ということを書いています。

　仲介という言葉は、ブローカリングという意

味で使われることがあります。ブローカリング

とは、当事者のニーズを満たす社会資源を当事

者に代わって紹介したり、つないだりという意

味合いなのですね。私が研究で使いたかったの

は、仲介と言ってもそういう意味ではなくて、

当事者が、ここでは学校と親ですけれども、主

体的に問題解決に取り組むのを支援するという

メディエーションの意味で使いました。仲介と

いうことが１番目のキーワードになっています。

研究のこだわり

　そして、研究でどうしてもこだわりたいとこ
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ろがありました。今朝、小西先生と「博士論文

を書いている時しんどかったですよね。あれは

二度と経験したくないですね」という話をしま

した。それはなぜかというと、先生方も感じて

おられると思うのですが、研究って先が見えな

いのですよね。どこに行き着くのだろうと思う

ような不安な部分がいっぱいあります。そうい

うときに私は絶対にここに戻ろうと思っていた

のが、当事者の思いから離れないということで

した。「当事者の思いを科学化する」、ここに戻っ

たらもう１回軌道修正ができるというつもりで、

いつも戻っていたところです。

　岡本先生がよく、「実践の科学化」「科学的体

系化」「利用者援助理論の構築」（岡本，2000）

ということを３本柱で説明されていますが、そ

こはやはり柱だなと思っていました。それから

山下先生が「理論やモデルが意味をなすのは、

適用することで当事者がいかに本来の可能性を

発揮できるかという一点である」（山下，2006）

と説明されています。それから北川先生は「利

用者、当事者という存在そのものに関心を向け、

その事実を説明するにふさわしい準拠枠を、既

知のそれに捉われず探求することが必要」（北川，

2004）と書かれていますが、その辺が私の戻る

ところだったと思います。当事者の声をとにか

く丁寧に拾う研究にしようという思いでいまし

た。そのため、研究は帰納的な方法になりまし

た。また、学級崩壊自体があまり研究されてい

ない分野であるということもありましたので、

帰納的な研究方法が中心になりました。

研究のプロセスと方法

　仲介モデルを作っていったときのプロセスを

ご紹介します。（PPT ⑧）学級崩壊を経験した

親御さんたちの意見というものを、フォーカス

グループインタビューを使って情報収集し、そ

して修正版 GTA（グラウンデッド・セオリー・

アプローチ）を使って分析をして、概念を抽出

しました。その概念図を作って、質問項目をそ

こから導きだして量的調査を行なって、全保護

者の意見と書いていますが、これは経験者も未

経験者も混ぜた意見ということですが、保護者

にアンケート調査を行ないました。そしてその

結果のデータをまとめて、経験者、未経験者の

意識差の検定をして、仲介理論を構築していき

ました。それをモデル検証ということでもう１

回質問紙による調査を行なって、保護者の意見

を検証していったというのがプロセスというこ

とになります。

　（PPT ⑨）データ収集法、分析方法、その

結果は図をご覧ください。質的調査と量的調査

のトライアンギュレーション（佐藤，1992）、

ほかの言葉ではマルチメソッドという言い方で

使われています。質と量の多元的な方法で調査

を行ない、分厚い記述になるようにデータをま

とめていくのがねらいになります。これは言っ

てみたら、質的調査の欠点もありますよね。量

PPT ⑧

仮説仲介理論の構築
を目的とした調査

（調査フ１ ）

仮説仲介理論の構成
概念抽出と構築

仮説仲介理論の検証
を目的とした調査

（調査２ ）

仲介理論の確立

プロセス 実践（現場） 方法 理論

「学級崩壊」の経験

フォーカスグループ
インタビュー ＋
修正版GTＡ 概念抽出

質問紙による
量的調査

仮説仲介理論の構築

質問紙による
量的調査

モデル検証

仲介理論（実践理論）

修正版GTAによる
概念図

先行研究

「学級崩壊」経験者と
未経験者の意識の差

経験した保護者の意見

全保護者の意見

経験した保護者の意見

実践と理論をつなぐ研究のプロセス

PPT ⑨

質的調査と量的調査のトライアンギュレーション

モデルの検証
共分散構造

解析
(調査2）

潜在変数と観測変数
の確定

探索的因子
分析

質問紙

量的調査

概念の確定
探索的因子

分析
(調査１)

経験者と未経験者の
比較

T検定

質問紙

量的調査

(調査１)
概念抽出修正版GTA

フォーカス・
グループ・イ
ンタビュー

質的調査

結果分析方法
データ収集

法

研究に使用した調査方法の分類



- 15 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

的調査の欠点もあります。そのあたりの短所長

所をうまく生かしたアプローチ、これがマルチ

メソッドとかトライアンギュレーションと言わ

れていることです。

学級崩壊を経験した保護者の研究

　順番にもう少し見ていきたいと思います。調

査１の質的な調査です。学級崩壊を経験した親

御さん５名に対して、グループインタビューを

しています。その結果、「学校認識」「親感情」

「主体性の獲得」「社会的アプローチ」「子育て

活性化」というカテゴリーが出てきました。

M-GTAの場合はカテゴリーの下に下位概念が

あるのですけれども、例えば、学校認識の下位

概念として「危機感」「閉鎖性の理念」、親感情

の下位概念としては「無力感」「失望感」など

があります。

　そして、抽出されたカテゴリーと概念を基に

質問項目を作って、量的調査を行いました。学

級崩壊を経験した親御さんと、していない親御

さんではかなり意識差があって、検定をすると

「学校は学級崩壊にうまく対処できない」「こ

のままでは学校はダメになる危機感を感じる」

などの35項目にわたって有意差があるというこ

とがわかりました。

　この質的調査と量的調査の比較をしながら、

どのキーワード、カテゴリーを使って調査を進

めていけばいいのかを検討しました。その結果、

研究を始めた当初は出たことがなかった重要な

キーワード、「無力感」という言葉が出てきま

した。この段階で文献を調べていく中で、「学

校と家庭の間で生じていることを理解するには、

無力感の概念を理解しないといけない」（Todd 

& Higgins，1998）とか、「学校が親を協力者

ではなく子どもの問題の一部、つまりクライエ

ントとみなしていて、親は学校との関係で下に

位置づけられる」（Fylling，1999）という先行

研究がいろいろ出てきました。これらは理論的

な研究であり、実証研究はされていないのです

が、無力感は大事なポイントなのだなというこ

とが見えてきたわけです。これが私にとっては

第２のキーワードになりました。

　抽出された概念を基に、自分なりにモデルを

作ってみました。（PPT ⑩）最初はここがくる

うかどうかでものすごく違うだろうということ

で、「教師への信頼度」。信頼は学級崩壊が起き

たときは危機感に変わっていき、その中でうま

くいかなかったときに親が無力感を感じるので

はないかという心理的なプロセスがあるのでは

ないかなと思ったのですね。仲介は危機感を持っ

たときにも応援しなければいけないかもしれな

いけど、「無力感」を感じた時にも仲介ってで

きるのかなとか。いろいろ試行錯誤しながら、

最終的にソーシャルワーカーとして何ができた

らいいのだろうと思ったのは、親の主体性であ

るとか学校との対等感、そこがきっちり保障さ

れるようにしていきたい。ここが「親の教育参

加」という言い方だったり、「親の学校協力」

という言い方だったり。そういう言葉で表して

いますが、そこに向かいたいということを思っ

たのです。そういうモデルを作っていったとい

うことになります。

　そこで調査２の実施ということになります。

この仮説モデルを検証していかなければいけま

せん。調査１の結果を基に質問紙を作成し、対

象は西宮の NPO 団体に所属する小中学生の保

護者560名と「学級崩壊」経験者を中心に機縁

法で100名に郵送しました。ただ、学級崩壊を

経験した方を見つけるのは難しくて、最終的に

PPT ⑩

学校への危機意識

教師への信頼度

仲介
親の無力感

親の学校協力 親の教育参加

親対象の仲介理論（仮説モデル）の構築親対象の仲介理論（仮説モデル）の構築
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は学級崩壊経験者は63名と少なかったのですが、

そのデータをもとに分析していくということに

なりました。遅くなりましたが、一連の調査を

行ったのは2000年～2003年の間になります。一

番初めのグループインタビューの調査は2000年

～2001年にかけてだったと思いますので、2003

年までの３年間の間にこの調査を実施しました。

　分析方法ですが、予備解析として因子分析を

かけて、それから共分散構造分析による検証を

行いました。共分散構造分析は因子分析と回帰

分析を一体化させたモデル検証の方法というこ

とでこの方法を使いました。（PPT ⑪）ここに

あります潜在変数というのが因子分析では因子

ということになります。観測変数が質問項目で

すね。これらを対応させてデータを見ていただ

ければと思います。これが最終的に使った観測

変数、質問項目になります。

　（PPT ⑫）今回はモデル検証の詳細はあま

りお伝えしませんが。データの見方を説明しま

す。潜在変数、例えば「教師への信頼度」と「学

校への危機意識」との間にある数字が因果係数

というもので、因果係数が大きいほど因果関係

が強いことを示しています。この共分散構造分

析は、モデルがデータと一致していることを見

る検証方法ですが、その適合度指標が RMSEA

や CFI という数字で示されています。この数

値から、モデルとデータはほぼ適合していたと

いうことがわかります。

　この理論から何が見えたかというと、親と学

校の葛藤の解決として仲介のタイミングと役割

です。危機感が親御さんに高まったときという

こともあるでしょうけれども、無力感を感じた

時に親御さんというのは第三者に仲介を求める

のではないかという結果が出ました。無力感と

いうのはすごく大事なキーワードだということ

が見えてきたわけです。また、仲介は親の教育

参加とか学校協力というのを促進するという点

も見えてきました。もう１つ大事なプロセスは、

親というのは学校に非協力的だと先生達はよく

言われるのですけれども、親が学校離れしてい

くプロセスというのがあるんじゃないかという

ことです。親対象の仲介理論では、「教師への

信頼度」は、親の「学校への危機意識」に、そ

して、「危機意識」は「親の無力感」に大きく

影響を与えていたということが示されました。

教師と信頼関係ができていたら、問題はまずこ

じれないのです。それが先生との信頼関係が崩

れていくと、あっという間に「こんな学校に任

せられない」という危機意識が生まれ、「学校

に対してどうかかわってよいかわからない」と

無力感につながっていく。親の学校離れという

のは、教師との相互関係によって起こっている

のだということを、先生にきちんと伝えていか

ないといけないなと思いました。先生達は、親

は協力的ではないのだと思っているのですけど、

そうではないということがこのデータからも示

されたかと思います。

PPT ⑫

仮説仲介理論の検証

親の教育参加
（意思決定への参加）

親の学校協力
（ボランティア活動）

教師への
信頼度

e1

e2

e3

親の無力感

学校への
危機意識

仲介

0.92

0.91

0.94

e12

e13

0.63

0.66

e 9

e10

e11

0.93

0.82

0.85

e4

e5

e6

0.73

0.75

0.84

e7

e8

0.54

0.83

e14

e15

0.57

0.80

-0.50＊＊＊

-0.23
0.47＊

0.37

0.36 0.46＊＊

-0.25 0.03

χ2 88.037, 自由度 82
CFI 0．986,  RMSEA 0.034
＊p<0.05,  ＊＊p<0.01,  ＊＊＊p<0.001

X 1

X 2

X 3

X 12

X 13

X 9

X 10

X 11

X 4

X 5

X 6

X 7

X 8

X 14

X 15

PPT ⑪

X15 親も学校の運営（学校で起きている問題への対応など）への参加が必要

X14  親自身が動かなければ学校は変わらないと思う親の教育
参加

X13  親はPTA役員として学校に協力する必要がある

X12 親は学校ボランティアとして参加する必要がある親の学校
協力

X11 子どもの意見を代弁して学校に伝えてくれる

X10 親の心理的なサポートをしてくれる

X9 問題が解決されるまで学校と家庭の仲介（具体的な交渉役）をしてくれる

仲介

X8 親自身が子どものために学校に対してどうかかわってよいかわからない

X7 学校で問題が起きても親として子どもを守ること ができない親の無力
感

X6   学校は閉鎖的である

X5 このままでは学校はだめになるという危機感を感じる

X4 学校は「学級崩壊」にうまく対処できない
学校への
危機意識

X3   担任の先生は子どもを一人の人間として尊重してくれる

X2 担任の先生は授業を工夫して指導してくれる

X1 担任の先生を信頼している
教師への
信頼度

観測変数潜在変数

仮説仲介理論を構成する潜在変数と観測変数



- 17 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

うことが見えてきました。「重たい生活背景」

というのは、親が精神疾患を抱えていたり、借

金があったり、DV があったり、本当に過酷な

状況を抱えた子ども達もいますし、また逆に親

が非常に過干渉で、受験受験と追われているよ

うな子ども達もいます。これらを「重たい生活

背景」という言葉で表しています。荒れていく

前に何が起こっているのか、一番ベースに何が

あるのかというのを考えるときに、このあたり

の３つのキーワードはとても大きいのだなとい

うことを思いました。

　大人への不信感を子ども達が持つのはなぜか。

親に見捨てられたことがある子もいますし、親

を信頼できないとか、そういう中で教師も信頼

できない、助けてくれないとか、そういう大人

への不信感を抱えた子ども達が中核になって荒

れていきます。「荒れの中心のいじめ」と書き

ましたが、そのいじめが発達障害の子ども達に

対してであったり、身体障害のある子ども達に

向かったり、人権の問題といえるようなことが

起こり始めるのですね。学級崩壊でも完全にク

ラスが荒れたときは、子ども達のいじめが多発

していきます。一番弱いところに行くのです。

たいがい発達障害の子どもたちや身体障害者の

子ども達に対して矛先が向かいます。でも本当

はその前には、子ども達が自分のことを見て、

自分のことを振り返って、という個別支援をし

てほしい子ども達がいっぱいいて、その子達の

悲しみというか、そういうものがあるのですね。

そこから始まって、振り返ってくれない大人に

対する怒りとか不信感、そういう中で矛先が向

かうのが障害のある子ども達ということがある

ようです。そういうことが見えてきたのですね。

　学校の先生というのはマスコミによく叩かれ

ますね。いじめがあったら何をしているのだと

いうように叩かれます。ここには「教師の内圧

と外圧」と書いていますが、教師は「何とかし

なきゃいけない」「せねばならない」という教

師文化というのを持っておられます。内圧です

よね。それとマスコミであったり、社会からの

外圧であったりがあるのですね。子ども達はい

学級崩壊を経験した教師の研究

　学級崩壊を経験した教師の研究もしました。

これは質的な調査だけで量的な調査は実施でき

なかったのですけれども、教師対象の研究とい

うのはすごく面白かったです。面白かったとい

うと語弊がありますが、私はこの研究から示唆

を受けたことがたくさんあります。先生達の中

には学級崩壊を経験してトラウマを抱え、精神

疾患になっておられる方もいました。

　５～６年生の高学年を担当したときに学級崩

壊を経験している先生達に個別インタビューを

しました。平均年齢は48歳ぐらい。保護者と同

じ M-GTAを使って分析をしました。（PPT⑬）

ここで出てきた結果は、「クラスが荒れていく

プロセス」「教師が荒れに対処するプロセス」、

そして最後の帰結の「教師が荒れと向き合う」

というカテゴリーで表しています。

　この調査の中で私がすごく興味を持ったのは、

クラスが荒れていく状況とはいったいどういう

ことなのだろうということでした。それに迫っ

ていきたいと思いました。親御さんというのは

学校の外からしか見えないのですね。先生こそ

がまさに教室の中で何が起きているのか一番分

かっているわけですから、そこに聞かなければ

いけないということになったわけです。

　出てきた概念というのは、「大人への不信感」

とか「希薄な人間関係」「重たい生活背景」で

した。この概念がとても大事なキーワードとい

PPT ⑬

教
師
の
内
圧
と
外
圧

重
た
い
生
活
背
景

荒
れ
の
中
心
と
な
る

い
じ
め

信
念
に
よ
る
い
じ
め

の
制
止

子
ど
も
と
教
師
の
ボ

タ
ン
の
か
け
ち
が
い

同
時
多
発
の

問
題
発
生

子
ど
も

の
受
容

対
応
の

限
界

支援のかべ

教師が受け
るダメージ

価値の変革

協働への
働きかけ

二
次
災
害

希
薄
な
人
間
関
係

大
人
へ
の
不
信
感

反
発
と
甘
え

同僚性

【クラスが荒れていくプロセス】

【教師が荒れに対処するプロセス】

【教師が荒れ
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ろんなものを抱えて学校に来ていますので、い

じめが起きたら何とか止めさせなきゃいけない

ということになっていく。そういう中でボタン

を掛け違えていくのですね。子どものニーズと

先生の思いがどんどん掛け違っていく。その中

でいろんな問題が多発していく。「崩壊の二次

災害」と書きましたが、そういうことで学校に

行けなくなる子どもが出てくる。そんなことが

次々に起こってくるのですね。そういうことが

先生のインタビューからどんどん見えてきまし

た。

　そして最後は「教師が荒れと向き合う」と書

いていますが、やはり学級崩壊を経験した先生

というのは、していない先生とものすごい違い

があると思います。量的な調査は取っていませ

んが、受けるダメージがすごいのですね。もの

すごいトラウマになって、「もう私は５～６年

生はもてない。もったら体がものすごく震えて

くる」とかそういうことも言われる人もいまし

た。「価値観の変革」と書いているのは、子ど

も観が変わるということです。子どもって何と

かなるんだと思っておられる先生は結構いるん

ですけれども、そうじゃなくて、子ども自身を

受け入れなきゃいけないんだとか、そういうも

のが見えてくると思います。このようにして教

師の研究から、私は本当にいろんなことを学ば

せていただきました。

実践モデルと適応例

　（PPT ⑭）これが最終的に今たどりついて

いる実践モデルということになります。実践モ

デルですのでマニュアルまではいきませんけれ

ども、具体的に何をしたらいいのかということ

を見える形にしたいなということで作りました。

　先ほどの教師の研究結果を使って、荒れのプ

ロセス、つまり問題の潜在、問題の顕在化、問

題の深刻化というプロセスを横軸に書いていま

す。縦には学校、教師と家庭、親の間でスクー

ルソーシャルワーカーが何をしたらいいのかと

いうことを書いています。例えば、問題を抱え

ている親御さんがいる。そういうときに家庭の

問題、ニーズの把握とか家庭の支援が要るだろ

うと。そして場合によっては、教師と親の間で

一緒にケース会議を持つ必要があるだろうと。

ケース会議をして、親と学校の先生と一緒に子

どもの問題を話し合うことで、問題の解決がす

ごく早くなると私は感じています。不登校だっ

た子ども、発達に課題があって荒れている子ど

も、そういう子ども達を親と学校が主体的に、

家庭ではどうしよう、学校ではどう支援しよう

ということをきちんと話し合うと、ものすごく

子どもの状態が改善するのですね。そういうこ

とを問題の潜在の段階からしていくということ

がとても大事だということが、この実践モデル

には書かれています。

　この仲介モデルを一旦作ったら、これを試行

していかなければいけないですね。これは実践

家のメリットだと思います。私は実践家の立場

としてどんどん試行していける立場にいますの

で、モデルを使って支援をしていってどうだっ

たかという検証していく段階です。これが先ほ

どの芝野先生の M-D&D ということで言えば、

イテレーションの手続きなのですね。たたき台

を、試行と改良を重ねながらより良い実践モデ

ルにしていくという段階ということになります。

　実際に支援した学級崩壊の事例を示します。

最近マスコミで学級崩壊が取り上げられなくなっ

たのですけど、学級崩壊がなくなっているのか

といったら、そんなことはないです。私は毎年

PPT ⑭

問題の潜在 問題の顕在化 問題の深刻化
荒れの中心となるいじめ 学級崩壊
子どもと教師のボタンのかけ違い

反発と甘え

同時多発の問題発生
崩壊の二次災害

家庭
親

学校
教師

信念によるいじめの制止
子どもの受容・支援の壁・同僚性

家庭への対応の限界
受容とコントロールの限界

⑥家庭の問題とニーズ
の把握

⑦家庭の支援

⑤教師と親の調整・仲介

問題を抱えている家庭

⑫親のエンパワーメント
親への対応とサポート

学校への不信感、危機感

⑬いじめ問題に対する学校と
親の話し合いの仲介
親同士の話し合いの仲介

②ケース会議の実施
⑭校内支援体制立て直し
⑮親への対応の協議
⑩教師のエンパワーメント

⑯クラスの親のニーズの
把握と調整

⑰親の教育参加の促進
⑫親のエンパワーメント

親の無力感

①個別支援の必要な
子どもの情報共有
（問題の早期発見）

②ケース会議の実施
③エコロジカルな視点
による子どもの問題
理解（アセスメント）

④校内の支援目標の
明確化（プランニング）

②ケース会議の実施
⑧クラスの状況のアセスメント
（円環的思考による問題理解）

⑨リソースを活かしたプランニン
グルールとリレーションの検討

⑩教師のエンパワーメント
⑪校内チーム支援体制づくり

大人への不信感
希薄な人間関係
重たい生活背景

教師の内圧と外圧

荒れの
プロセス

学級崩壊に対する親と学校間の仲介モデル（実践モデル）

学
校
と
家
庭
の
信
頼
関
係
構
築
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ャ
ル
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ー
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ー

⑱子ども、学校、親のリソース
を活かした保護者会開催

⑲学校と親の仲介、代弁、
共通理解の促進

⑳親と学校の相互作用に
仲介
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学級崩壊のクラスを支援しています。でも先ほ

どお伝えしましたように、実践モデルの最初の

潜在の段階で抑えられたら、これは学級崩壊に

はならないのですね。ですから予防的なことが

すごく大事です。仲介モデルを作って最初に出

会った事例がこの学級崩壊の事例です。これは

小学校４年生のとき、一部の生徒が体に障害を

持つ男子児童への対応を、特別扱いで不公平だ

と不満を言うのですね。それと同時に、一部の

生徒に話が入りにくいという状態がずっと続き

はじめました。小学校５年生にクラス替えをし

ました。クラスは表面上落ち着いたように見え

たのですけれども、一部はみだす子ども達が出

たり仲間はずれというのが起こりました。６年

生の１学期、ルールを守らず担任教師に対して

も反発する子ども、それに同調する子ども、ク

ラスというのはいろいろ相互作用がありますか

ら、どんどんエスカレートしていきました。６

年生の２学期、担任の先生が続けられなくなっ

て病気で休職されたので、学年教師が交代でク

ラスに入って、TT 体制（チームティーチング

体制）でクラスを応援しましたが、クラスの荒

れた状態が続きました。この状態で、ぜひ私に

スクールソーシャルワーカーとして入ってほし

いということで依頼があり支援をしました。

　これも実践モデルを生かしながら支援をして

いこうと思いました。（PPT ⑮）学級崩壊事例

に対するスクールソーシャルワーカーの動きと

いうことで見ていただきたいのですが、私は６

PPT ⑮

問題の深刻化

学級崩壊事例に対するスクールソーシャルワーカーの動き学級崩壊事例に対するスクールソーシャルワーカーの動き

小６の３学期
学級崩壊が深刻化

スクールソーシャルワーカー

ケース会議の実施
アセスメントとプランニング

保護者会への参加
親と学校のリソース紹介と代弁
仲介者として共通理解を促進

教室見学
ケース会議の実施

目標設定
ボランティア導入の協議

ケース会議の実施
３学期のふり返り

小５～小６の２学期
小5 仲間はずれ

クラスルールの乱れ
小６ 問題がエスカレート

小学校低学年～中学年
問題の潜在要因のアセスメント
個別支援が必要な子どもの情報
（家庭の問題、発達課題）

希薄な人間関係
大人への不信感
学校が効果的対応ができず

潜在要因についてのアセスメント

過去、現在の
クラス状況の
アセスメント

子ども、親のリソース探し
リソースを活かしたプランニング

保護者が子どものリソースを
書き学校が台紙に張り出す

保護者の自由参観で実施

支援の依頼

問題が潜在する時期 問題が顕在化する時期

スクールソーシャルワーカーの提案

学校から保護者に提案

年生の３学期に支援に入っています。学級崩壊

が深刻化しているところです。支援の依頼があ

り、スクールソーシャルワーカーが学校に行き

ます。これは派遣で行った学校ですが、ケース

会議をすぐしました。私の中では絶対に実践モ

デルの中の潜在、顕在、深刻化というプロセス

があると思っていましたので、ここを聞きとり

ました。まず潜在要因として低学年のとき何が

あったのか。それから中学年から高学年、どん

な状況で進んだかということですね。これを丁

寧に聞きとっていくのです。実はこれを聞き取

るだけで、先生方の認識はずいぶん変わってき

ます。先生方は渦中にいますので、今学級が大

変だということで頭がいっぱいなのですね。私

がアセスメントのお手伝いをしている間に、先

生達がどんどんクールダウンしていくというか、

冷静になってこられるという状況があります。

そうすると、「だから子ども達は荒れているのか」

ということが見えてくる。今は荒れているから

子ども達が憎くなるぐらい先生達は腹が立って

いるのですね。だけど「いやいや、自分達もし

てこられなかったことがあるんじゃないか」と

か、いろんなことが見えてくるわけです。この

ように、ケース会議でアセスメントとプランニ

ングをやります。

　プランニングの中で、先生たちがスクールソー

シャルワーカーに保護者会に入ってほしいとおっ

しゃたんですね。保護者会というのはすごく大

事な機会です。保護者会で学校は攻撃されるの

です。攻撃されて、それを防衛的に考えて、よ

けいにこじれるという相互作用になりますので、

そこで仲介者の私が入らせてもらいました。学

校はどんな協力をしてきたのか、保護者がどん

な援助をしているのか、それを第三者として伝

え仲介させていただいて、両者が理解し合える

保護者会になるわけです。先生達も管理職もと

ても喜んでいました。その他、教室見学をさせ

ていただいて、どこに手当てを打っていけばい

いのかを検討したり、子どもの支援ということ

でボランティアを導入したりするなどをしまし

た。
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　同時にしていただいたのは、親支援です。親

御さんたちもいろんな課題を抱えています。悩

んでいます。保護者には子どものリソース（力

の部分）を書きだしてもらって、台紙に貼り出

してもらう取り組みをしました。保護者がクラ

スを見守りに来てくれているときに、良かった

こと、頑張っているよということを書いてもらっ

て、貼り出してもらったのです。とてもきれい

な台紙を先生が作ってくれたのですね。それを

貼り出した翌日、何日か後から、子ども達がゴ

ミを出したりとかそういうことがものすごく減っ

たのです。自分の良いところ、頑張っているこ

とに注目してくれる保護者、そして学校もとい

うことになったら、状況はどんどん変わってい

きました。卒業前の２ヶ月半くらいの支援だっ

たのですけれども、子ども達が変わっていった

という事例です。

　私も学級崩壊を本格的に支援したのはこの事

例が初めてだったのです。見通しが無ければ多

分ここまで出来なかったんですけど、自分の中

で実践モデルというものがあって、十分じゃな

いにしてもモデルがあって、どこをアセスメン

トしたらいいのかということがある程度見えて

いたので、そんなに慌てずに支援ができたので

はないかと思っています。

実践知を理論へ

　まず考えてみたいのは、研究前の実践知とい

うのは何だったのかということです。これは私

としても結論が出たわけではなくて、先生方に

もいろいろアドバイスいただきたい点なんです。

　私はソーシャルワーカーとしては25年ぐらい、

非常勤とか嘱託も多かったですけど、途切れる

ことなく現場に出て実践を積んできました。そ

ういう中で、この研究に入る前と入った後の前

後で何が変化したのかということをちょっと考

えてみました。（PPT ⑯）価値というのを書い

ていますけど、親と学校の関係がこれでいいの

か、対等ではないじゃないかとか、親の主体性

はどうなるんだとか、そういうことを思って突

き動かされた思い、社会正義とかの価値観とい

うのは、ソーシャルワーカーとしてベースにあ

る当たり前の価値の問題なんです。それはベー

スにあったと思うのです。

　大理論というのは大学でも習っているし、ずっ

と聞いてきたし、一応システム理論とかライフ

モデルとかいろんなものが自分の頭の中にはあ

りました。方法としての仲介ということは分かっ

ていたけれども、どう使っていいのかはよく分

かりませんでした。ソーシャルワーカーとして

の経験知識は今まで加味されて活きてきたと思

います。学級崩壊や親と学校の関係性は現象把

握として文献で理解するぐらいで、起こってい

ることを正確には把握できていなかったと思い

ます。そういういろんな要素が自分の中での実

践知としてあったと思うのですが、それぞれが

点線でつながっていますが、１つ１つはパーツ

としてはあるのだけれどもうまく統合されてい

ないという状態だったかなと思うのですね。

　（PPT ⑰）この理論化によって何が得られ

たのかなということです。無力感というキーワー

ドに注目してみます。１つは、こだわってきた

点でもありますけれども、当事者の思いを概念

化する。これは親の無力感というのがキーワー

ドとして出てきましたけれども、これはとても

大事なことが１つできたかなと。

　２つ目に、共通理解できるように言語化する。

これは理論化によって得られたことです。先行

研究との兼ね合いで、これがキーワードなんだ

PPT ⑯

価値

大理論

方法
経験
知識

現象把握
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級
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学
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性

研究前の実践知は何であったか
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ているのか、どういうプロセスなのかというあ

たりが、やはり理論化という中で見えてきたの

ではないかなと思います。学級崩壊の状態になっ

ていくプロセスがある、そしてプロセスの間で

親と学校の間で生じている現象をアセスメント

する。

　２つ目は予測が可能になることです。モデル

にすることで、問題が潜在する段階では何がポ

イントなのか、子どもの支援で何がポイントな

のか、何を対処しないといけないのかというこ

とがこの研究ですごく見えたんですね。子ども

が親との関係で不信感を持っていて、そして先

生にも助けてもらえないとか、子どもの生活背

景がいっぱいあるのに学校現場は本当に手付か

ずの状態です。残念ながらそこに目がいってな

い。学校は今クラスに来ている子ども達のこと

で追われている状況です。そういう意味で、子

どもの問題がどこにあるのかというのをチーム

できちんと予防的にアセスメントする。特に学

期の初めや学年の初め、小学校に入るときとか、

ポイントが見えてくるんです。そういう時にど

れだけ対処ができるかということです。

　それから３つ目は、他の事例に適用して検討

することができる点です。いじめの問題とか学

級、学年が荒れるというときにどう対処したら

いいのかというのは、データの蓄積になってい

きます。

　（PPT ⑲）そういう意味で先ほどの実践知

の部分をもう１回取り上げてみますけれども、

ということが見えてきます。無力感というのは

最初見えてこなかったことで、見える概念とな

ることによって、他の先行研究と照らし合わせ

ることができました。そして研究につながって

いくことができた。そういう意味で、言語化で

きるという意味合いが大きいわけです。

　３つ目に、概念をモデルで示すことが可能に

なります。昨日の奥川先生もモデル化をされて

いましたけれども、形にすることができる。抽

象的な仲介という機能も、具体的にモデル化で

きるということです。

　４つ目に、概念化されたことで検証が可能に

なります。試行錯誤する、それを検証していく

というプロセスの次の段階にいける。そして、

無力感のモデルの中での位置づけが明確化でき

るということが、理論化によって得られたこと

ではないかと思います。

理論化のメリットとは

　（PPT⑱）実践モデルを通して理論化のメリッ

トは何かということを考えると、まずはやはり

現象を系統立てて説明が可能になるということ

を実感しています。先ほどお伝えしたように、

学級崩壊の事例を前にしてスクールソーシャル

ワーカーが何かできるかというときに、ちゃん

とアセスメントできないといけないのですね。

ソーシャルワーカーとして大事な役割であるア

セスメントをするためにも、どんな現象が起き

PPT ⑰

理論化によって何が得られたのか

②共通理解できるように言語化できる

例）先行研究（「無力感」は親と学校の関係を理解するキー
ワードであること）と今回の研究がつながる

①当事者の思いを概念化できる

例）特に注目した親の思いは「無力感」

③概念をモデルで示すことが可能になる

例）無力感と仲介（抽象的な機能）の関係をモデル化して示す
ことができる

④概念化されたことで検証が可能になる

例）仲介モデルとして検証され、無力感のモデル中の位置づ
けが見える

無力感というキーワードに注目して

PPT ⑱

理論化のメリットは何か

親と学校間の仲介モデル（実践モデル）

①現象を系統立て説明が可能になる

クラスが学級崩壊状態になっていくにはプロセスがあ
ること、プロセスの間で親と学校の間で生じている現象
等を説明（アセスメント）できる

②予測が可能になり予防が可能になる

「問題が潜在している段階」に遡り、対処を行うことが
可能になる

③他の事例に適用し検討することができ（指標になり）
データの蓄積が可能になる
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を含め、帰納的な研究をたくさん学ぶ機会とい

うのを学会とかいろんなところで保証していた

だきたいなということを実践家として思います。

私も M-GTA なんかもその当時はあまり研究

会がなかったので、自分で探しまわって、他分

野のところに行って勉強する機会を自分で見つ

けてきました。そういう機会を保証され、現場

のデータをきちんと蓄積できるような手法を日

常的に学ぶ機会は大事だなと思います。

　２つ目は、やはり日常の実践理論、実践モデ

ルを意識してどれだけ実践化を図れるかという

ことです。これは最初にお伝えしましたけれど

も、SSW というのは先生方に対してきちんと

アセスメントを伝えないといけません。その時

に新人のソーシャルワーカーに、どれだけその

時に実践理論を使ったのか、何を根拠にこの説

明をしたのかということを SSW に質問するの

ですが。そういうことをスーパーバイザーや現

場の指導者の立場の方が、ソーシャルワーカー

にどれだけ意識付けできるかということはとて

も大事だと思います。その時に研究者との協力、

連携もすごく大事で、帰納的な研究でここまで

概念化はしたけれども、更にデータ化をという

のは実践家としてはすごく負担ですよね。実践

家としてはそんな余裕も時間もないというとこ

ろがあると思います。いくらコンピュータが便

利になって統計ソフトができたとしても、そん

な時間もなかなかない。そこを橋渡ししていく

というか、研究者に委ねていくというか、ここ

まで概念化できたけれどもここを一歩進めてほ

しいということが研究者の役割かなと思うわけ

です。

　３つ目に、モデルや理論を活用できる実践家

の養成というのが重要だと思います。昨日の奥

川先生のお話はものすごくパワフルですごく影

響を受けたのですけれども、やはりマニュアル

とか実践モデルができても、臨床実践家自身が

引っかかるものがないと検証できないです。い

くら実践モデルの良いものを作っても、実践家

の質を高めなければいけません。そういう意味

モデル化、概念化することで何ができるかとい

うと、１つは現象説明力のアップです。それか

らデータの蓄積と検証が可能になることで実践

知をより確かなもの、強固なものにするのでは

ないかなと。理論化することによって、実践知

をより広げていくような役割が得られているの

ではないかということになります。潜在概念が

明らかになりましたし、他の事例に適用したり、

仲介を具体化するということができるようにな

りました。

実践知を理論へ　その課題

　（PPT ⑳）実践知を理論へ、その課題につ

いて、私は実践家の立場からお伝えしていきた

いと思います。先日も質的な調査法について学

ぶセミナーがあったとお伺いしているのですが、

PPT ⑲

価値

大理論

方法
経験
知識

現象
把握

実践知

実践知を理論へ

現象説明力
がアップ

モデル化（中理論）

概念化

データの蓄積と
検証が可能に

潜在概念の明確化

無力感

他の事例への適用

仲介を具体化

経験と知識をモ
デルに盛り込む

PPT ⑳

実践知を理論へ その課題

①ソーシャルワーク研究法を習得するためのシステムが必要

実践家として事例研究やM-GTAなど帰納的研究等を学ぶ機会

を保障する

②日常の実践に実践理論や実践モデルを活用していく意識付け
が必要 → 研究者による（あるいは協働で）実践理論、実践モ
デルの開発と整理が必要

③モデル（理論）を活用できる実践家の養成が重要
「マニュアルをいくら作っても、臨床実践家がこの＜ひっかける＞
作業をしてくれないとマニュアルの検証はできない」「援助者の身
体を通過させる過程で＜濾過機能＞を働かせる」（奥川幸子「身
体知と言語」Ｐ２２２～２２８）
→ モデルや理論は濾過する際の指標となる

実践家の立場から
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ではもう１つ奥川先生が、「援助者の身体を通

過させる過程でろ過機能を働かせる」という表

現の仕方をされますけれども、ろ過のときにモ

デルとか理論というのが、ろ過をする時にすご

く有効に生きるものだと思うのですね。それが

きっかけになって、自分の中で仮説とかいろん

なものを展開していくきっかけになると思いま

すので、そういうものが必要じゃないかと思い

ます。これを実践家としては質を高めるような

養成が重要ではないかなと思います。

　私がお伝えできなかったことは参考文献でご

紹介していますので、ご覧になっていただいて、

興味があると思われたところを見ていただけた

らと思います。少し早口でお伝えしましたけれ

ども、ひとまず終わりたいと思います。ありが

とうございました。（PPT ，）

質疑応答　大塚×小西

○小西

　長年の実践と、それから大変ご苦労された調

査を踏まえて、お話をしていただきました。大

変内容の深いお話だったかと思います。

　我々は医療分野ですけれども、実践と理論を

つなげていこうというのがこの学会の大きな目

的ですので、非常に素晴らしいテーマで教育講

演をしていただいたと思います。領域は学校で

すけれども、学校というのはみんな通ってきた

過程なので、ある程度イメージができるところ

でもあったかと思います。それと最初のスライ

ド等で、特に医療と共通した部分、つまり専門

職の中でいかに我々の仕事をきちんと説明して

いくかという、とりわけアセスメントを基盤に

したところは常に要求されているので、そこを

固めることを研究の中でしっかり取り組んでこ

られたというのは、大変参考になったかと思い

ます。

　一方で、データを常に蓄積して実態を予算化

につなげるということは、我々ソーシャルワー

カーも非常に意識しているところで、診療報酬

とかそういった部分でもかなり共通した部分が

あったかと思います。

　それから機能においても、仲介機能というの

は我々 MSW も医療者と患者家族との仲介と

いうことを常に意識して、そこに一番の自信と

いいますか、地域も含めたコーディネート機能

に自信がある領域だと言われているので、そこ

のところを軸に研究されているという意味でも、

非常に共通する部分があったかと思います。

　ただ一方で、少しずつ熱が入られて、早口で

ちょっと難しい部分もあったかも分からないと

ころもありますので、こんなことをしっかりや

るには、きちんとした調査を積み重ねないと実

現できないのかしらと思われた向きもひょっと

したらあったかなという気もいたしました。そ

こで、もう一言、PPT ⑭の仲介の実践モデル

の表を解説いただいた際に、学校崩壊の例を挙

げて少し説明して下さいましたけれど、もう

主な参考・引用文献

Vaughn, S., Schumm, J. S. and Sinagub, J. M. (1996) Focus Group 
Interviews in Education and Pshchology Sage Publications, Inc. 井下
理監訳 (1999) 『 グループ・インタビューの技法』慶應義塾大学出版会

Parsons, R. J. (1991)  The Mediator Role in Social Work Practice. 
Social Work, 36, 483-487.

佐藤郁哉(1992) 『フィールドワーク 書を持って街に出よう』新曜社

木下康仁（1999）『グラウンデッド・セオリー・アプローチ—質的調査研究
の再生—』弘文堂

豊田秀樹・前田忠彦・柳井晴夫（1992）『原因をさぐる統計学―共分散構

造分析入門―』講談社
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ちょっと補足説明していただけると嬉しいかな

と思うのですが。

○大塚

　問題の潜在のことは少しご説明いたしました

けれども、顕在化していくというところでは、

いじめの問題がやはり出てきます。そこへの対

応の基本はケース会議をしてアセスメントをす

る、絶対にそれは変わらないんですけれども、

もう１つアセスメントのところに「円環的思考

による問題理解」と書いています。

　これはシステム理論で、円環図というのをよ

く書くことがあります。私はシステムズアプロー

チとか家族療法というのをベースにスーパービ

ジョンで受けていましたのでいつも使うんです

けれども、クラスが荒れてくるといろんなこと

が悪循環になっていきますが、それを先生たち

と一緒に円環図で表すのですね。円環的思考に

よる問題理解とはそういう意味です。円環図を

使ってアセスメントをしっかりして、悪循環が

さらに悪化しないように、どんな所でも切り口

になりますので、それを見立てていきます。そ

していつも私はリソースということを先生たち

にお伝えしているのですが、校内にも資源がた

くさんありますので、フル活用します。「リソー

スを活かしたプランニング」とは、先ほどの事

例から言えば、保護者に書いていただいた子ど

もが頑張っていることを張り出した紙なんかも

全部リソースだと先生に説明して、それをプラ

ンに入れます。「ルールとリレーションの検討」

と書いていますが、学級崩壊では必ずクラスの

ルールとか関係性、リレーションという柱が崩

れているので、そこをケース会議で検討します。

　もう１つお伝えしていなかったことは、ケー

ス会議をどのようにするのかということです。

昨日の奥川先生のスーパービジョンを見ていて

触発されたのですけれども、ケース会議をする

ときに何をしているかというと、アセスメント

を一方的と伝えるのではなくて、アセスメント

はもちろん伝えるのですが、どれだけ先生方か

ら引き出せるかなんです。奥川さんがおっしゃっ

たことと同じで、先生たちから言葉を引き出し

ていって、そして先生自身が気付くんですね。

私がアセスメントする前から、先生たちがどん

どん気づいていく。悪循環になっている図もそ

うですし、自分たちの取り組みの方向が違って

いるとか、そういうことを全部自分の言葉で言

うことで気づいていかれる。自分で気づいた時

にすごく表情が変わられるんです。自分で気付

くことほど強いことはないですよね。人に言わ

れるよりも自分で気づいて、ハッという顔をさ

れて、ここを変えていこうと思われるのですね。

それが本当の意味で先生たちのエンパワーメン

トだなと思うんです。だからアセスメントを伝

えるとき、ケース会議というのは先生たちをエ

ンパワーする役割もしなきゃいけないなという

ことで、「教師のエンパワーメント」という言

葉も書いております。

　ケース会議をして、先生たちから引き出して、

いろんな人に参加してもらってというなかで、

チームが出来ていない学校でもチームが出来て

いきます。問題が顕在化しているときに早く対

応しすぐにケース会議をすると、すごく学校が

変わっていきます。そういうことが学校支援と

いうことです。

　それから、もちろん親への支援という意味で

は、「親のエンパワーメント」もあります。親

の方が、学校はおかしいじゃないですかとか、

クラスがおかしいじゃないですかということを

言われて来られるので、その対応として、もし

もの場合は、親同士の話し合いの仲介に入ると

いうこともしていくことになります。

　そして深刻化した場合、先ほどの事例はお伝

えしたように、アセスメントをして何をしたか

というと、保護者会の間で仲介をして、代弁を

して、これは絶対に学校の側から言えないこと

です。学級崩壊になると、夜10時とか11時くら

いまで残って先生たちが会議をしているのです

けど、「昨日も10時までやっていました」なん

て保護者には恩着せがましくて言えないですよ

ね。それを私が言うんですね。「先生も本当に

大変苦労されていますよ、昨日も10時、11時ま
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で皆さんのことを考えて下さっています」とい

うことを言います。そして保護者が頑張ってい

ることも私から伝えます。このケースで言えば

保護者が一生懸命子どもたちのゴミを拾いに行っ

たり、掃除の手伝いに行ったり、花を飾ってお

られたりしたんですね。そういうふうに両者の

中立の立場で、こんなふうに学校も家庭も努力

しているということを保護者会で伝えることが

できるんです。そこは絶対に学校も保護者もで

きないところで、言えば言うほど対立になると

いうところを応援できます。これが「親と学校

の相互作用に仲介」ということになります。

○小西

　ありがとうございました。

質疑応答　会場の質問に答えて

○小西

　お待たせいたしました。かなりの質問をいろ

んなレベルで書いていただけたかと思いますの

で、大塚先生のほうにお任せして、回答をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○大塚

　たくさん質問をいただきまして、ありがとう

ございました。実践現場に非常に興味を持って

くださっているようで、たくさんいろんな質問

をいただいています。まず現場のこと、モデル

のことを含めてお話をしていきます。

多くの事例にどのように関わっているのか

　１つは、ここのモデルの中で重い個別事例が

出てくるけれども、親にも教師にもかかわりな

がらいくつもの重い個別事例にかかわることは、

時間的に制約があるのではないか、それは可能

なのか、どんなふうにかかわっているのかとい

う質問です。

　先ほどの事例では、学級崩壊になってまさに

深刻化したところでケースに出会いましたけれ

ども、もちろん私は潜在のところでたくさんの

ケースを応援しています。どれだけ応援できる

のかということになるんですけれども、１人で

はとてもスーパーマンじゃありませんのででき

ないのでどうしているかというと、問題の潜在

の段階では先生達にかなりやってもらっている

ことが多いんですね。学校内のケースをかなり

整理してもらっています。

　先生達に、気になる子を挙げてくださいとい

うと、どう挙げていいか分からないんですね。

なので、子どもの気になる項目というのを作っ

ています。気になる子は、学習の課題、家庭背

景の課題、発達課題がある子、不登校歴がある

子、経済的な理由がある家庭、いくつも基準を

作っています。それで必ず分類をして、先生達

に挙げてもらうんですね。そうするとケースの

洩れが無くなる。例えば、中学になって学習障

害が分かったという子どもがいるんです。それ

はなぜかというと、学校は家庭背景が重すぎて

家庭背景の方にばっかり注目していたんです。

本当はその子は学習課題で困っているのに、そ

の方面の支援が入っていなかったことがあった

ので、私は徹底して学校には基準を設けて分類

してもらっています。それで問題を整理してい

くと、問題項目の数の多い子、重い子ほど支援

が必要な子どもだとわかります。

　そして支援体制を３つに分けます。担任の先

生だけの対応でいいけど学校で子どもの名前を

共有してほしいケース、校内のチーム支援が必

要なケース、それから絶えずケース会議が必要

なケース、３種に分けて先生達に分類してもらっ

ているんです。それでやっているので、すごく

効率的に、本当に必要なケースに SSW が入れ

ることになります。

SSW の勤務体制

　SSW の勤務体制についてもご質問があった

んですが、配置でしっかり入れる学校もあれば、

派遣で応援に行く学校もありますので、いろい
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ろです。せめて中学校区に１人ぐらい SSW が

いたらいいですけど、兵庫県でも教育事務所に

SSW が１人いるぐらいです。それでは全然間

に合わないです。そうなると学校に頑張っても

らわなきゃいけないということで、潜在要因の

ところを先生達に丁寧に分類してもらい、ここ

こそ SSW というところで応援をしています。

そういうことがなければ、SSW が走り回って

できることではありません。

　その SSW の応援ということでいくつか質問

がありました。例えば勤務形態というのは今お

伝えしたとおりです。私は週４日現場に出てい

るんですけれども、毎日違うところに行ってい

ます。大阪府は７ブロックに分かれていますが、

その一番北のブロックの地域を担当していまし

て、配置で行く学校もあれば、派遣で行く学校

もあるということで、週４日毎日違うところに

行っているという状況です。時間も６時間勤務

が基本ですけれども、６時間ではとても間に合

いません。１日に10時間勤務する日もあります。

ケース会議について

　ケース会議についてはいくつかお話ししたと

思うんですが、ケース会議についてもご質問い

ただいています。どんなふうに行なっているの

ですかという質問で、定期的に行なっているの

かとか、随時行なわれているのか、誰が招集す

るのかという質問です。これもケースバイケー

スです。配置で私が入っている学校では、私が

行く日はケース会議をたくさん用意してくれて

います。先ほどお伝えしたように子どもの問題

を分けていますので、ケース会議をしなきゃい

けない子どももかなり限られてきています。学

校には支援コーディネーターとか生徒指導とか

役職の方がいて、その方が学校内をまとめてお

られます。そういうキーパーソンの先生がデー

タをまとめておられるので、その先生と連携し

ています。私がケース会議に他機関の関係者を

招集する場合もあります。例えば、保健、医療

関係者に入ってほしい場合は、学校のコーディ

ネーターの先生にお願いして要請してもらいま

す。生活保護の担当者が入ることもあれば、虐

待対応の窓口の方が入ることもあり、いろんな

機関が入って会議をします。

　ただし、ケース会議もやればやるほどコツが

分かってくるんですが、参加者が多ければいい

というものではないというのが良く分かってき

ます。校内の少人数でケース会議をやったほう

がいいという場合もありまして、校内が動けば

このケースは変わるということもありますし、

家庭支援が大変なケースであっても、学校が子

どもを支援できれば子どもが変わり、子どもが

変われば家庭が変わるという相互作用もありま

す。そこは見極めが必要だなということで、ケー

ス会議の招集メンバーもいろいろです。これは

小学校で SSW をし始めている方からのご質問

ですね。

スクールカウンセラーとの協働

　それからスクールカウンセラーとの協働をど

うしていますかという質問です。スクールカウ

ンセラーにもケース会議に参加してもらってい

ます。スクールカウンセラーも、それから発達

に詳しい相談員も、フル活用させてもらってい

ます。スクールカウンセラーは心理的な見立て

はものすごく詳しくて深いですから、私よりずっ

と深く分析してくれます。それを根拠にだから

支援が必要だとか、そういうところでかなり活

躍してもらっています。

　病院でもあると思うんですけれども、ものす

ごいクレーマーの保護者がいらっしゃいます。

そのときにスクールカウンセラーに大活躍して

いただいている事例があります。病院へクレー

ムを言ってこられる方も必ず背景があると思う

んですが。クレーマーの保護者というのは、必

ず背景があります。あるケースでは、保護者自

身が幼少期にひどい虐待を受けていて、学校で

は小学校時代にいじめを受けた経験がありまし

た。子どもがいじめを受けるかもしれないとか、

まだ受けていなくてもそういうことにすごく敏
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感で、ものすごくクレームを言ってこられます。

そういうときの対応も、ケース会議にスクール

カウンセラーに入っていただいて、私がいうだ

けではなくて、スクールカウンセラーにも保護

者の見立て、アセスメントしてもらい、それを

基にプランを練ることがあります。あるケース

は、管理職が10時間ぐらいクレームに付き合っ

ていました。対応していると日付が変わるとい

うときもあるぐらいクレーム対応されていまし

た。学校は枠組みが無いので際限がないんです。

先生達というのは、子ども達のためにエネルギー

を注いでいます。そうなると保護者にも寄り添っ

てということになってしまって、枠組みが無い

という状態になるのです。先ほどの10時間クレー

ムのケースでは、小学校から中学校に上がると

きにケース会議を小中学校でもって、中学校で

保護者と子どもをどのように迎えようかという

話をスクールカウンセラーにも入ってもらって

検討したんです。この保護者の、今お伝えした

ような背景が見えてきたので、保護者と会う最

初が大事だということで、どういう先生がいい

かということも皆で話し合って、中学校のスクー

ルカウンセラーと生徒指導とか支援コーディネー

ターの先生が保護者を支えるためのマニュアル

を作って用意してくれました。お陰で、その子

は今年卒業しましたけど、保護者のクレームも

なく、中学校を３年間何もなく無事に順調に過

ごせたというケースもあります。そこは小中の

つなぎのケース会議がものすごく意味があった

のですね。そこでもスクールカウンセラーのア

セスメントがとても有効であったなと思います。

学校だけではなかなかそこまでできなかったと

ころを、中学校を応援していただいたというケー

スもあります。それがスクールカウンセラーと

の連携ということになります。

親や教師との信頼関係の構築

　アセスメントに必要な項目というのはどのよ

うに決められているんですかという質問があり

ます。SSW によって違うんですけれども、ア

セスメントシートということで作っています。

ただ、アセスメントシートに埋めていくという

ことを先生たちと一緒にするのも意味があるん

ですけれども、私がケース会議でアセスメント

するときには、必ずエコマップを書いています。

エコマップを書いて、みんなで共有していって、

模造紙の中にどんどんアセスメントを記入して

つなげていって、見えるように可視化すると、

先生たちは腑に落ちるんですね。エコマップは

先生たちに大好評です。私たちは当たり前のよ

うに使っていますけど、目からウロコと言われ

ます。すごく子どもの背景が見えたと喜んでく

ださるので、もちろんアセスメントシートを使

うこともあるんですが、あまり下を向いてケー

ス会議をすると重苦しいケース会議になるので、

みんなで同じところを見てケース会議をするよ

うにしています。そういうこともケース会議で

は工夫しています。

　親に対してどういう自己紹介をしていますか

という質問です。SSW の自己紹介はいろいろ

なんですけど、基本的には、カウンセリングと

いう手法ではなくて、親と学校とをつないだり、

調整役として活動できる人材ですというふうに

紹介しています。なかなかうまく伝わられなく

て、リーフレットなどを用意してくれと言われ

たこともあります。リーフレットや紹介文をい

つも持って歩いている SSWもいます。

　信頼関係の構築ということで、親や教師とど

のように信頼関係を作っているのですかという

質問ですけれども。ソーシャルワーカーはいつ

も対等感をもって仕事をしていると思います。

私は基本的に対等ということを意識して、専門

家として一方的に何かアドバイスするというポ

ジションにはいないと考え、一緒に汗水流して

動くようにしています。保護者とも動くし、先

生とも、必要なケースだと判断したら病院でも

学校でも一緒に行きます。先生たちが汗水流し

て仕事しているわけで、そこを一緒にしないと

だめですね。派遣で行って「ケース会議します」

といって偉そうにしたって、先生たちには全然

入りません。この人は一緒に動いてくれる人だ
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と思ってくれたときに、信頼関係ができるなと

思います。

SSW と病院との連携

　病院とつないだことがありますかという質問

なのですが。病院につなぐこともよくあります

し、既につながっているケースも多いです。親

が精神疾患などの課題を抱えていて、既に病院

通いされている親御さんもとても多いので、特

に医療機関とは連携をよくしています。ただ、

個人情報ということでなかなか伝えていただけ

ない部分もありますが、PSW との連携は非常

にうまくいっています。PSW とここはという

情報は一緒に共有して、とても動きやすくなる

こともたくさんあります。

　私が保護者と学校の先生とでケース会議を２

年ぐらいしてきた大変深刻なケースがるのです

が、そのお母さんは、自身が虐待をされてきた

し、子どもを虐待してきたケースでした。その

ケースが転校ということになって、そのときに

病院も変わらなければならないということで、

病院に一緒に行きました。そこまでするケース

は少ないです。非常に課題が多いケースでは一

緒に病院に行くこともあります。

　この前一緒に病院に行って良かったなと思っ

たのは、もちろんそこにソーシャルワーカーが

いますよね。それから地域のコミュニティソー

シャルワーカーも来てくれたのです。実は受診

まで３時間待ちでした。私もずっと保護者と一

緒にいたのですけれども、そのときに３時間を

どう使おうかと思い、ソーシャルワーカーがい

るからソーシャルワーカーに会ってもらおうと

か思いました。病院の会議室を借りて、３時間

を有効に使いながら話し合いができました。最

後はドクターの診察も一緒に入ってほしいとい

うことで一緒に入った、そういうケースもあり

ます。そこまでやるのはなかなかケースに入り

きれないとできない活用の仕方ですけれども、

そういうこともあります。病院とはかなりつな

がって支援しているという状態です。

教育現場に必要な知識と組織の理解

　教育現場で必要な知識とか組織の理解という

ことですけれども、これはとても難しいんです

が、教育現場は独特なものがあります。医療現

場もきっと独特だと思うのですが、教育現場は

教師文化というか、先ほどお伝えしたように、

先生たち独特の「こうでなきゃいけない」とい

う議論もあるし、不登校の子は学校に行かせな

きゃいけないとか、割とカチッと決まった、こ

うだというのを持っていらっしゃる先生も多い

ので、そこをどう崩していくか。白黒つけられ

ない間があるのだとか、子どもの生活を見なきゃ

いけないというのは、かなり学校の先生に伝え

ていかなければならないことです。でも先ほど

システム理論の話をしましたが、学校は組織で

動いていますので、システムを見る目を持って

いないとものすごく動かされてしまいます。私

も手足のようになって、ただ動いているだけと

いうふうになってしまいます。昨日、「俯瞰で

見る」という話を奥川先生がされましたけれど

も、大事なんですね。システムとしてみる目を

養うということです。

　私が最初にお伝えしたように倉石先生にスー

パービジョンを受けていたんですが、そのとき

に「内容だけじゃなくて文脈を読むように」と

いつも言われました。コンテキストという言い

方をします。コンテントに対してコンテキスト、

文脈ですね。システムの流れがどうなっている

かを読み取るようにとよく言われました。やは

り教育現場に入るときも、そういう視点、シス

テム論的な見方を持っていることがとても大事

かなと思っています。

　それから親、先生、学校関係者と面接や話し

合いをするときに気を付けていることはどんな

ことですかという質問ですが。やはり先生はプ

ライドが高いです。医療現場でいうとお医者さ

んもプライド高いですが。先生をまず立てない

とダメですね。ですから「先生はものすごくこ

ういうことに頑張ってらっしゃいますね」とい

うふうに、おべんちゃら的には言わないですけ
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れども、できるだけ先生のやっていることをと

り入れながら、先生を立てるようにしています。

もちろん保護者も同じです。どうしても保護者

というのは構えて来ていたりするので、保護者

と私は同じ位置にいるのだということを、決し

て上からアドバイスする人間ではないというこ

とをお伝えしながらやっています。

　それと親と先生と一緒にケース会議を持つと

きのポイントです。今、仲介ということでやり

ましたけれども、やはり親には親の立場がある

んですね。学校は学校で譲れないことがあるん

です。でも譲れるボーダーがあるんです。境目

です。その境目に焦点を当てて話をするように

しています。親の言い分を言い出したら先生は

うんざりという顔をしていますし、学校の言い

分を言い出すと、親は「あ、またか」という顔

をされます。そうじゃなくて、親と学校ででき

ることって何でしょうと。この子のために、こ

の子が少しでもこの問題を改善するために何が

できるでしょうと、私たちは境目、インターフェ

イスをいつも支援していると思うのですが、そ

こに注目して質問を投げかけるようにしていま

す。そうしないとバトルになったりするのです

ね。そういうアドバイスをさせてもらっていま

す。

質と量の研究について

　現場についてはそんな感じですが、あとは研

究ということでお話をしていこうと思います。

例えば、トライアンギュレーションということ

で質と量をやっているけれども、研究を通して

この方法が有効であり、また強みになったこと

があれば教えてくださいというご質問をいただ

いています。ソーシャルワークの理論を実践家

が立てていくためには、トライアンギュレーショ

ンというのはとても有効かなと思いますという

ことを書いてくださっています。

　私は博士論文ということもあって、念には念

を入れて質と量の研究をやったと思いますが、

後半の教師の研究では質しかやっていません。

基本的に実践からやる研究としては、質を高め

ていくような研究になるかなと思っています。

量も質もとしっかりと分析していくというのは

非常に難しいかなと思っているんですけれども。

ただ、トライアンギュレーションで質と量を、

やはり質が無ければこの研究は無かったですね。

質で当事者の概念を抽出してこなければ、量か

らはスタートできない研究です。そういう意味

では、どうしても質から始めなければいけなかっ

たと思っています。

　量を加えることによって、これでいいんだと

いうことを確信していったと思います。私が実

践をずっとやっているとしたら、やはり質を高

めるような研究をするかなと思います。だから

保護者の概念が出てきたら、それをもう１回他

の事例でどうかとか、もっと違う事象でどうか、

そういうのをずっと蓄積すると思います。その

辺は時間の許す限りという点もあるかと思いま

す。

　それから M-GTA もそうですね。M-GTA

で仮説の形成のあと事例や事象をぶつけて、仮

説を洗いなおすという方法もあるけれども、そ

れと違ってこの研究方法はどうだったのか、プ

ラス面・マイナス面はという質問をいただいて

います。モデル化するプロセスで、量の研究を

２度しているのはどういうことでしょうかとい

う質問もいただきました。１回目は概念図の検

証、それから２回目は理論化モデルの収斂とい

うか、モデルデータの収集ということでよかっ

たでしょうかという質問です。量の研究を２回

したというのは概念図の検証、１回目は概念を

確立するということで、２回目はモデルの検証

のための調査です。博士論文でなければあんな

に丁寧にはしないと思います。博士論文になる

といろいろ要求されるという実情があったと思

います。

子ども当事者の研究

　それから研究という意味で、子ども自身の当

事者研究というのはどうですかというご質問を
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いただいています。今回は実は１人だけ、学級

崩壊を経験した子どもさんにもインタビューを

したんですけれども、子どもさんにインタビュー

するというのは難しくて、いろいろ制約があり

ますよね。この研究に関してはそれ以上できな

かったです。そのあたりは親御さんの了解がな

いとできないということです。

　でも、私は SSW の立場で子どもさんからア

ンケート調査を取ることがたくさんあります。

それは学校が行う子どもの生活実態調査です。

学校も子どもの学校生活や家庭生活がどう関係

しているのかを知りたいということがありまし

て、毎年のように子ども達の実態調査を一緒に

させてもらっています。特にそこには子どもの

自尊感情を計る尺度も入れさせていただきなが

ら、自尊感情と子ども達の生活実態とが一体ど

う関係しているのかということを調査していま

す。そのデータをどう活用しているかというと、

これを先生も参加する保護者懇談会で発表し共

有するんです。この学校の子ども達の実態は、

テレビをどれくらい見て、朝起きる時間は何時

ごろで、子ども達の自尊感情はどうなっている

のか、学年によってどうだとか、それを皆さん

に見てもらっています。ある学校の教頭先生は、

その調査結果を学校だよりに順番に紹介しなが

ら、「ここが子ども達の生活支援のポイントで

すよ」みたいなコメントを上手に入れていただ

いたりしながらやってもらっています。だから

必ず保護者に了解を得たりしますけれども、そ

れが必ず子ども達に返る、子ども達の生活に返

るということになれば、学校とか保護者も了解

してくれるということです。

　自尊感情ということでは、とても面白いデー

タが出ています。結構、子どもの自尊感情と生

活とは密接に関係しているというデータも出て

いましたので、子ども達が朝起きて楽しいと思っ

ているかとか、食事とか、朝食をしてきたとい

うこととの関係とかが出てくるので、保護者に

は生活実態と子ども達の自尊感情はすごく関係

があるんですよという話をさせていただくよう

にしています。子どもの調査って難しいんです

けれども、そういうこともやらせてもらってい

ます。

　それから実践モデルは実践家が使うことでよ

り精緻化されていくと思いますけれども、あと

の方法、メソッドについて何かあったら教えて

くださいという質問です。基礎知識としてどう

広めていくかということですけど、私に課され

た課題というのは、もうちょっとみんなが使え

るような、SSW が使える形にしなきゃいけな

いですね。そういう意味で、精緻化していくの

にはマニュアル化してそれを使ってもらって、

どうだったかという調査をしていく必要がある

だろうなと思っています。それは何年も前から

言っているのですが、なかなかできないで放置

していますけれども、本当はもっと使いやすい

ものにして、工夫していって調査していくとい

うことが必要だろうと思っています。

　だいたいそんなところでお伝えしたかと思う

のですが、いかがでしょうか。

○小西

　まだまだお聞きしたいこともあるかと思いま

すけれども、本当に大塚先生、ありがとうござ

いました。
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１．着想と目的

　筆者は、ソーシャルワーカー実践の中で出会っ

た AA（Alcoholics Annonymous）１）の 取 り

組みをしているアルコール依存症者の人生に向

きあう真摯な姿勢、またハンセン病当事者２）の「自

分の中にも偏見はある、その自分の中にある偏

見と向き合うことこそが大切」と語る自分に向

き合う正直さ３）、さらにここ数年のハンセン療

養所で、出会った４）ハンセン病当事者の活きい

きとした暮らしぶり、いわば、生きている充実

感をもち日々生活に臨んでいる姿とは何なのか、

これこそソーシャルワークやもっと広くは医療

や福祉が目標にしている利用者の自己実現の境

地なのではないかと考えた。

　一方、筆者はソーシャルワーカーの在職当時

（1978-2001年）にかかわりを持った利用者の

追跡インタビュー調査の機会を得た（2002）。

そこで見えてきたことは、ソーシャルワーカー

の専門援助評価とは異なる利用者サイドのもつ

世界観、人生観、あるいは生活への思いであっ

た（熊谷，2006）。ソーシャルワーカーとして

もつべき利用者援助へのストーリーがどこまで、

利用者側のストーリーと重なっているのか、交

差しているのか疑問を持つこととなった。この

重なり合い、交差がないのなら、利用者はソー

シャルワーカーに対して生きる辛さや、しんど

さに踏みこんで、一緒に考えたいという感覚は

もたないであろうと考えた。そこで、本研究に

おいては、ソーシャルワーク援助の軸足を、援

助者側ではなく利用者側に置き、当事者（ソー

シャルワークサービス利用当事者：以下、当事

者とする）の生きていることの「有意味感」と

もいえる充実感を見据えたソーシャルワーク援

助の在り方、つまり当事者の視点に立ったソー

シャルワーク援助に関してのひとつの試論を提

起したいと考えた。

２．研究をすすめるための基本概念

２．１．ソーシャルワーク援助の目的概念とし

ての「健康自尊意識」

　本研究においては、ソーシャルワーク援助の

目的概念を、目のあたりにしている、多くのハ

ンセン病当事者が達しているであろう、生きて

いることの「充実感」とアントロフスキーの健

康生成モデルでいう「有意味感」５）の境地

（Antonovsky，1979）をヒントにした「健康

［論文］

当事者の視点に立ったソーシャルワーク援助に関する試論

―ハンセン病当事者のライフストーリーからの学びを通して―

熊　谷　忠　和＊　　  　　　　

Key words：文化的コンピテンス，ライフストーリー，ストレングス，社会構築主義，

当事者の視点

＊Tadakazu Kumagai：川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科
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自尊意識」（HE：Health Esteem）（井上・松

宮・小河・熊谷，2008）６）への到達であると仮

定して論をすすめる。ソーシャルワークの目的

概念に関して、20世紀初頭のソーシャルワーク

創設期からこれまでに、概ね言われてきたこと

は、「社会と個人の意識的な調整によるパーソ

ナリティの発達」（Richmond，1922）「個人が

社会的に機能する際に効果的に対応するため」

（Perlman，1957）「ソーシャルワーカーが行

うことは、すべて社会的機能の促進」（Butrym，

1976）「個人的な欲求の実現と自立」（Friedlader，

1980）さらに「人びとのエンパワーメントと解

放を促し人間の福利の増進を目指す」（IFSW，

2000）である。1970年代までは、人のパーソナ

リティや社会機能強化、適応にその目的が置か

れていることに対して、1980年以降では、個人

の欲求の実現、さらに2000年の定義では「エン

パワーメントと解放」と当事者主体の概念がも

ちだされている。中村は、ソーシャルワークの

援助モデルの歴史的変遷、つまり「治療モデル」

「生活モデル」「ストレングスモデル」が凌駕

され変遷されてきたとしている（中村，2009）。

特に1980年代後半より、ソーシャルワークのパ

ラダイムが、ポストモダニズムを背景に、「社

会機能強化」や「適応」から、当事者の「主体

性」「主観性」「意味付け」へ、そして当事者の

ストレングスに移っている。本研究において、

ソーシャルワークの目的概念を当事者の主観的

な生きていることの充実感、すなわち健康自尊

意識（HE）としていることは、この潮流の上

にあるとまず位置付けておきたい。

２．２．社会構築主義の視点からソーシャルワー

ク援助論へ

　当事者の思いや世界観に軸足をおきソーシャ

ルワーク援助を論じる研究の多くはポストモダ

ニズムの潮流にある社会構築主義ないし社会構

成主義７）の視点から論じられている。代表的な

研究は、フーコー思想を基盤にしてソーシャル

ワークの在り方を論じたマーゴリンの「Under 

The cover of Kindness: The Invention of 

Social Work」（Margolin，1997）である。マー

ゴリンは、伝統的な専門援助の持つ信念、すな

わち優しさや権利擁護は否定されるものではな

いが、専門援助が権力や政治的行使の延長線上

にあることを意識から排除、あるいは意識する

場合であってもバーンアウトに陥るとしている。

専門援助は、その矛盾に直面してこそ、新しい

局面がむかえられるとしている。さらにマーゴ

リンの綿密なソーシャルワーク批判を「文化的

コンピテンス cultural competences」８）の概念

を持ち出し援助展開論に結びつけたのはジョン

ソンとグラントの研究である（Jonson/Grant，

2005）。わが国で社会構築主義とソーシャルワー

クに結びつけた研究に先鞭をつけたのは、野口

（野口，1995）、木原（木原，1996）の研究で

ある。特に野口は、社会構築主義（野口は社会

構成主義としている）の視点を援助に落とし込

んだ方法としてナラティブ・セラピーを検討し

ている。野口によるとナラティヴ・セラピーの

前提は①現実は社会的に構成される（現実は他

者との交流という社会過程を通して構成される）

②現実は言語によって構成される（現実を構成

するうえで、言語が決定的な役割を果たす）③

言語は「物語」によって組織化される（言葉は

物語の形式をとることによって、意味の一貫性

とまとまりを獲得する）としている（野口，

2001）。このような研究動向の中で、本研究は、

野口のナラティブモデル研究やジョンソンとグ

ラントの AMS 実践９）の研究と類似した社会構

築主義の視点をもとにしたソーシャルワーク援

助の在り方への模索であると位置付けられる。

２．３．研究の方法としてのライフストーリー

研究

　当事者のもつ意味世界を帰納的に詳らかにす

る方法としては質的研究が相応しいと考えられ

る。グレッグ美鈴は、質的研究のタイプを

「Qualitative Research」（Tesch R，1990）

から、４つの分類、すなわち①言葉の特徴②規

則性の発見③テクスト／行為の意味の理解④リ

フレクションを紹介している（グレック美鈴，
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2007）。この中でライフストーリー研究も含む

事例研究やライフヒストリー研究は③テクスト

／行為の意味の理解に位置づけられている。つ

まりライフストーリー研究は、インタビューに

より語られたライフストーリーを通して、その

人にとっての人生そして取り巻く社会の意味を

問い分析するものである。因みに、グランデッ

ドセオリーは②規則性の発見に分類されている。

桜井は、ライフストーリー研究をライフヒスト

リーやオーラルヒストリーなどの類似研究方法

との比較において、「語り手と聞き手の相互行為、

とりわけインタビュー行為によって生み出され

るものであること、「語られること」が「語る」

行為と分かちがたくむすびついていること」を

指摘している。ライフストーリー研究は、語り

手と聞き手の相互行為によって生み出され、そ

して投げかけられたテクスト／行為の意味を分

析解釈するものであることから、社会構築主義

に根ざしている事は明らかである。桜井は、社

会構築主義からのライフストーリー研究を、こ

れまでの社会的事象を科学的に説明する材料と

してのライフストーリー研究、つまりシカゴ学

派の流れをくむ実証主義アプローチや解釈的客

観主義アプローチに対して、対話的構築主義ア

プローチと名づけている（桜井，2005）。

　本研究の方法となるハンセン病当事者の聞き

取り調査及び解釈・分析は、この桜井のアプロー

チに準拠して行われている。桜井は、文化的慣

習や規範、秩序に大きく支配された語りを「マ

スター・ナラテイヴmaster narrative」と呼び、

この支配的な「マスター・ナラテイヴ」の抑圧

に対して語り手は自分の所属する特定のコミュ

ニティで育まれた「モデル・ストーリーmodel 

story」を拠り所としてストーリーを生成して

いくとしている。ただし「モデル・ストーリー」

もやがて特定の社会においては「支配的な語り」

すなわち「マスター・ナラテイヴ」に変化して

いくとされる（桜井，2005）。本研究は、この

桜井の研究に準拠することによりストーリーの

ダイナミクスや健康自尊意識（HE）の形成要

因を明らかにしその研究の妥当性とその妥当性

を踏まえた新しい知見をもとめることを目指す

こととなる。

２．４．ライフストーリー研究を援助論に繋ぐ

ための「文化的コンピテンス」の概念

　本研究は、ハンセン病当事者の聞き取りを通

したライフストーリー分析をソーシャルワーク

援助に繋ぐことに向けられる。当事者のライフ

ストーリーを傾聴し、当事者自身の生きている

意味世界と彼らが拠り所している当事者文化を、

援助的先入観を持たず「無知」の立場 not-

knowing positionに立つことにより学ぶことは、

社会構築主義ソーシャルワーク指向の基本的な

援助者側の立ち位置である10）。つまりこの「無知」

の立ち位置にソーシャルワーカーが立つことで、

当事者のライフストーリーの聞き取りが可能と

なり、そして彼らの生きる意味世界と拠り所と

なる当事者文化を学び共有され、はじめて援助

のスタートラインにつくことになる。

　ところで、本研究では、この援助のスタート

ラインにつくための、援助者側の当事者理解の

力量として「文化的コンピテンス」の概念を持

ち出している。「文化的コンピテンス」の概念は、

わが国のソーシャルワーク研究では、あまり見

られない（石河，2008）11）が、合衆国では、ソーシャ

ルワークの対象者が多様な背景をもつことの影

響と考えられるが、「文化的コンピテンス」は

CSWE（Council of Social Work Education）12）

のソーシャルワークカリキュラムの基準ともなっ

ている。また、「文化的コンピテンス」を倫理

的に捉えるだけではなく、マイノリティや障害

や疾病をかかえた、所謂ソーシャルワークの対

象とする人々への実践的なかかわりについての

研究も多くみられる（Garcia，2006；Sue，

2005；Johnson，2004；Laid，2008；Leigh，

1997；Lum，2004；Rothman，2007）。

　ラムによると「文化的コンピテンス」は「専

門援助のサービスを実行する際に、クライエン

トの文化的な価値を反映した援助を展開するこ

とにより、クライエントの土着の解決が可能と

なるための文化的に有効なクライエントへの関
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係つくりに際する」「専門援助者の自分とは異

なるクライエントの文化的背景についての認識、

知識そしてそれを得る技術さらにそのことを帰

納的に学ぶ、文化的に有効な関係をつくる能力」

であるとしている（Lum，1999）。なお、ジョ

ンソンは、「文化」を「文化は、歴史的であり、

伝統に纏められ世代を通過する。文化は人と彼

らの世界観を定める現実あるいは想像（real 

or imagined）である。文化は主観性の観点で

あり、あるいは最終的に彼らの世界観を定める

集団によって採用される生活様式である。」と

している（Johnson，2000）。本研究でいう「文

化」も、ジョンソンの定義の延長線上にあり、

マイノリティ集団内で共有される行動様式や生

活様式にとどまらず、ハンセン病当事者をはじ

め、アルコール依存回復当事者、身体障害当事

者などの疾病や障害を抱える人々、さらにゲイ

やレスビアンなど独自の性的指向をもつ人々の

主観的世界観の拠り所となる集団や自助グルー

プなどを含むものである。

２．５．当事者のストレングスを信じる視点

　ストレングス strengths の視点は、従来のソー

シャルワークの科学化、客観化あるいは専門職

と当事者の支配関係に対する理論的批判として

登場している。1960年代以降のポストモダニズ

ム思考13）の理論的潮流が背景となっている（熊谷，

2010）。わが国のソーシャルワーク研究におい

ても、その潮流をくみ多くのストレングス視点

を題材にした研究が見られる14）。サレイベイに

よると、ストレングスの視点とは「問題に焦点

をあてるよりもむしろ、可能性の方に目をむけ

る視点であり、人の潜在的可能性や強さに拠点

を置き、問題の酷さに関係なく、人には問題を

解決していくための能力と資源があるという確

信に基づいている」としている（Saleebey，

2002）。また、ジョンソンによると、その援助

のプロセスは、「援助者の、開かれたそして信

頼のある専門的関係において、援助者とは異なっ

た背景、そして異なる個人と文化的歴史をもつ

当事者と関わりをもつための開かれた信頼ある

専門関係、文化的コンピテンスを持ちあわすこ

とによってはじめて、専門援助関係の構築が可

能となる」（Johnson，2004）としている。

　本研究における、このストレングスの視点は

「文化的コンピテンス」の前提となる。当事者

の主観的意味世界を理解しようとする時、あら

ためて目のあたりにするのがこの当事者のスト

レングスである。援助者は「文化的コンピテン

ス」をもつことにより、この当事者のストレン

グスに気づくことが可能となる。そして援助者

は、従来の援助モデルであった何かを与えたり

調整したりすることを放棄し、当事者のストレ

ングスを信じ、支持するスタンスをとることに

なる。

３．方法

３．１．対象

　筆者は2005年からハンセン療養所におけるボ

ランティア活動等を開始以来、各地の多数の当

事者との出会いを経験してきた。その中で７名

の当事者に対してあらかじめ用意した調査手続

きにより聞き取り調査を行った。７名のライフ

ストーリーすべてにおいて、本研究の仮説とも

いえる、①健康自尊意識（HE）の境地②「マ

スター・ナラティヴ」「モデルストーリー」

「ニューストーリー」のダイナミクス③各ストー

リーの移行に際し、転機とみられるエピファニー

体験④健康自尊意識（HE）の要因として「ス

トレングス要因」「当事者文化の要因」が認め

られている。本稿ではその代表例としてＡさん

のライフストーリーとその分析を提示すること

とする（熊谷，2009）。

３．２．調査手続き

　アトキンソンはライフストーリー・インタ

ビューの進め方について、「The Life Story 

Interview」において、①インタビューする人

を決める②目的をきめる③準備の時間を作る④

写真を用意する⑤インタビューの環境を作る⑥

実際にストーリーをとる⑦オープンーエンド方
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式のインタビューを活用する⑧インタビューは

日常会話ではない⑨インテビューは応答的で柔

軟であること⑩良い導きをする⑪良く聴く⑫情

緒をあらわす⑬感謝する、の13項目のガイドラ

インを示している。本研究の聞き取りは、この

アトキンソンのガイドラインを順守して行った

（Atkinson，1998）。また、聞き取りを終えた

後 の 書 き 起 こ し（transcription）と 解 釈

（interpretation）の展開手順について、桜井

は「ライフストーリー・インタビュー」におい

て示している。本研究は桜井が示したものに準

拠した（表１）（桜井，2002）。また、記述の方

表１　書き起こしと解釈・分析の手順

Ａ：書き起こしの手順

①　口述されたものを文字記録にする。

②　聞き取りは、一般的に一回につき90分～120分程度。

③　インタビューを終えた後、記憶の鮮明なうちに簡単な索引、語り手の氏名、日時、場所、記録番号

などを記録メディアに書き込んでおく。

④　書き起こしの大原則は、調査者自身が書き起こし、語り手と聞き手のやり取りを含む、全過程の逐

語をする。

⑤　ただし、直ちに全部を書き起こすことが出来ない場合は、10分刻みの索引を作っておき、その後優

先的なものを選択し書き起こしていく。

⑥　書き起こしを終えたら、簡単な編集作業をする。

⑦　書き起こしの編集を終えたら、語り手の同意を得る。語り手だけでなく必要に応じ関係者にも同意

を得る。

⑧　それぞれのストーリーごとの境界を見極める。各ストーリーの分節化をし、文節ごとに小見出しを

つける。

⑨　それぞれの語り（フレーズ）の種類を見極める。

Ｂ：ライフストーリーの解釈の切り口の抽出

⑩　語り手がよく使う言葉を拾い出し、語りの基本的な概念を把握する。

⑪　特有な「語り」や「言葉」ではないが語り手のストーリーや心情の中でシンボリックなフレーズを

検出する。

⑫　コミュニティ内で誰もが認める客観的なリアリィティを保証するコード（自分や他の人の行動が、

あるパターンに適っていることの説明）に注目する。

⑬　しばしば繰り返される聞きなれた言い回しがあることに注目する。

⑭　一つのフレーズ、ひとつの段落（ストーリー）において、語り手が出来事や体験（物語領域）にど

のような価値を見出したか（ストーリー領域）、また聞き手に対しあるいは世の中に対しどのよう

な投げかけ（メタ・コミュニケーション）をしているかをさぐる。

Ｃ：ライフストーリーの解釈・分析

⑮　ライフストーリーを生活実態の変化、社会的状況との関連から見る、反差別運動、行政政策の変化

の中で捉え、ライフストーリーの分析、解釈を社会的コンテクストから考察していく。

⑯　自己と周りの社会との関連をあらわすフレーズを分析。

⑰　「転機」「エピファニー体験」にかかわるフレーズ、ストーリーにおける意味を解釈する。

⑱　「マスター・モデル」「モデル・ストーリー」からストーリーのダイナミズムを考察する。

⑲　ライフストーリーを分節化して見出した概念やカテゴリーを他のストーリーや別の人のライフストー

リーに問いかけ比較対象し、さらにそのコアになる概念やカテゴリーのバリエーションを明らかに

していく。

出所：桜井厚　2002（せりか書房）『インタビューの社会学―ライフストーリーの聞き方』「Ⅳ　ライフ

ストーリーの解釈」pp.172-245及び「Ⅴ　ライフストーリーの社会的脈絡」pp.246-289の内容を

筆者により要約的に整理
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法は中野卓「口述の生活史」に習い、できるだ

け語り手の言葉をそのまま描写することを意識

した（中野，1977）。

４．結果と考察

４．１．Ａさんのライフストーリー

　療養所で今も生活するＡさんは79歳である。

16歳から入所している（昭和18年）。Ａさんは

ハンセン病の後遺症として右手指の神経麻痺と

左手指萎縮があるが生活にさほど支障はない。

妻と20年前に死別以来、療養所の住宅で一人暮

らしを続けている。入所者自治会の役員を歴任

し、現在でも療養所への訪問者に対しての講演

なども精力的にこなしている。Ａさんとのかか

わりは、筆者が療養所資料館のボランティア活

動に参加した頃から始まった。Ａさんとは療養

所の生活のことやこれからの療養所について膝

を突き合わせた議論もしてきた。Ａさんは「今

があることをほんとうに幸せに思う」「苦労があっ

た分、今の生活をほんとうに大切にしたい」と

いう。このいわば「生きている」ことの充実感、

充足感こそ我々の追究している健康自尊意識

（HE）に他ならない。

　ここでは、Ａさんの自宅で実施した３回の聞

き取り（2009）を、あらかじめ示した調査手順

により、ライフストーリーとして整理した結果

を示す（表２）。ストーリーは、文脈を区切る

などして、「病者にとっての療養所の意味」「社

会情勢と療養所に入ること」「病気の判明と職

場の解雇」「はじめての大学病院受診」「療養所

までの道のり」「収容所の消毒風呂」「療養所で

の生きる決心」「離れていく家族との距離」「プ

ロミンの登場も治ったと思えなかった」「家族

以上に大きい同病者とのつながり」「Ａさんにとっ

てのらい予防法の廃止、国の控訴断念の意味」

の11のストーリーを抽出した。

表２　Ａさんのライフストーリー

病 者 に

とっての

療養所の

意味

　Ａさんは病者にとっての療養所の意味をまず率直に語った。

＊

「見られるのは恥ずかしいことなんや、そのことは一般の人にはわからんわけ。そんなもん恥ずかしい

ことない、うつらん病気やから正々堂々といったらええいうても、それは病気でないきれいな人の言う

こと」「ここに来たらみんな一緒で、なにも隠すことなく、おっぴろげにいられる。はじめてお天道様

がまともにみられるということはあったんや」「療養所で初めて生きる心地がした」「予防法が無かっ

ても、らい病という病気があるから、らい病という病気に罹っていることと予防法は別なんや、予防法

はあったから、もう自由にできなかったということではなくして、僕自身だって早やく治さんかったら、

社会の人と一緒に生活できんから、治そうと思ったのといっしょで（同じで）、（病状が）悪い人なん

かやったら皆そうや」

＊

　Ａさんは、国がハンセン病者を予防法で強制収容した事実の一方で、病者にとっての療養所の意味を

ふたつ示している。ひとつは、療養所は身を置くことさえ難しいその当時の社会からの逃避地であった

こと、そしてもうひとつは、社会に帰るために病気を治すための唯一の場所であったことである。ただ、

Ａさんは、自分自身がハンセン病に罹り即刻会社を解雇され療養所にくることになったことを掲げ「た

だ強制収容というのは、入らんでもよかった連中まで全部入れた、そして各都道府県が無癩県運動をし

た、そういうことはものすごく大きい問題があったと思う、人権にたいして、それは確かにええ加減な

ことした。」と付け加えた。

社会情勢

と療養所

に入るこ

と

「大事なことは、社会情勢が考えられない時代であったこと、世界大戦があった時分（である）、その

ことが社会情勢としてあって、僕らは病気になって、ここにきた。民主主義ではなく軍国時代で突き進

んでいた時代（であり）、天皇陛下万歳の時代、左翼的な本をもっているだけで捕まる、そういう社会

情勢、時代に僕たちは「らい予防法」で、どうしても入所せなあかん、嫌やいえるような時代じゃない、

当然の時代であった。」「なぜ反対しなかったといわれても、できる時代ではなかったのが事実。家におっ

て働かず、食べて（いける時代ではなかった）、今のような社会保障はない、（病気にかかると）お金が

かかる、そのとき早く病気をなおそうと思ったら療養所しかなかった。今で考えると、何故ということ
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を考えられなかったバック（社会情勢）があった。」「自分としては、マスコミでいわれている「強制収

容」というわけでなく、病気を治そう、その一心で、昔は（家に）おれなかったからきた、強制された

とは思もっていない。子供でもあるし、考えもなかった、仕方なかった。」「根本にあるのは、国費

でただで治療してもらっているという負い目がある。当時、ただで食わすとこはどこもない、療養所は

ただで食える。一銭もない中で、反発する状況ではなかった、最近のマスコミがいうような、ひどいこ

とされたと、そんなことは思もっていない。（そもそも）人権という考えがなかった時代であった。」

病気の判

明と職場

の解雇

　Ａさんは16歳のとき、はじめての軍事教練で敬礼をしたとき「手が曲がっている」ことを発見された。

その日の教練が終わり呼び出され「親父に渡せ」と封筒を渡されたという。父親にみせたら「（会社に）

もうこんでよい」と書かれてあったそうである。ハンセンと書いてあったかどうかは不明であるが、父

親は「明日からいけん（行くことはできない）」とＡさんに伝えたという。Ａさんは尋常高等小学校を

卒業し、父親と同じ系列会社に就職した。勤めて10日目のことであった。高等小学校のときから「少し

手が曲がっていたけど鉄棒や跳び箱も出来たし、ペンで字を書くことも普通にできた、学校で困ること

は何もなかった」「同級生からも不自由といわれたことはなかった」という。またＡさんは級長を務め

成績優秀であり職場も父の関係とはいえ同級生からの羨望の的であった。それだけに会社を解雇された

ことはＡさんにとって辛い出来事であった。またＡさんは父親の会社社宅に住まいしており、同業者の

集まる近所同士においても内密にしておかなければならない重苦しい空気を16歳とはいえ感じていたと

いう。

はじめて

の大学病

院受診

「普通に（受付に）行ったらレプラということがわかって、すぐにちょっと待てといわれて、廊下に（待

たされ）、特別皮膚科ちゅうとこ（が）あって、離れたところに連れていかれた」「（はじめに診てもらっ

た）先生が、きらいがって、もう動いたらいかんと（＊そんなふうな感じで）うん、診察のとき、イン

ターンかな、学生が４、５人おって、（先生が）「こい、こい、こい」と呼びにいって、それで、（話さ

れていることは）わからんけどレプラいうのだけはわかった。レプラいうて、ずうっとわしを（とり）

囲んで、針をつきさして、わかるか、わからんかいうて、知覚麻痺を（＊知覚の検査ですね）筆で調べ

る、そういうのをして、そのときに学生が４、５人おって、レプラいうのを始めて教えたんじゃないか

と思う、触ってみて「わかるか」（といわれ）「わかります」いうて、そうして、それは短い５分くらい

のもんやった、それからすぐに廊下にでて、ここから動いたらあかんいわれて、ものすごく厳しかった、

それまでどこ歩いてもなんともいわれんのに、そこでじっとおって、先生がいろいろ書類こしらえて、

ちょっとついて来いといわれて、だいぶ歩いていって、そして特別皮膚科にいった。」「特別皮膚科にいっ

たら、慣れとるから、看護婦さんだって、先生だって触っても（消毒など）なんにもせいへんし（しな

いし）、これはえらい親切なところやなと思った、前のところは、ぴりぴり怖かったけど、そこの先生

はしょっちゅう来とるし、よう知っとるから、看護婦さんも知っとるやろ、もうぜんぜん（違った）、

全部手伝ってくれて、これは優しいとこやなあと思って、そしていろいろ話して、療養所に行ったらえ

えいわれた、だけどいつ行くかわからんし、でもはじめのうちは、考えて、すぐ返答はせなんだ」「そ

れで１ヶ月は注射をうちに大学病院に（通っていたが）、お金もようけ（たくさん）かかるし、それやっ

たら（療養所へ）早よう行こうと思った。お金は親父が払ろたかどうか知らんけど、それで１週間に１

回、２回くらい行った。それも、隠れていっとるわけ（で）、仕事いくような格好して、はじめは、仕

事いっとるような格好せんと近所、まわりがいるから、（それでも）そんなこと（続くわけでもなく）

できひんがな（できない）、それでも１ヶ月くらい通ったかな、それであとは田舎に帰ったんや（父の

実家）」

療養所ま

での道の

り

　Ａさんは就職10日目に会社を解雇され、その後間もなく、「疎開する」という形でＡ県にある父親の

実家に身を寄せた。Ａさんは父親の勤める会社の社宅に両親、兄妹と暮らしていたが、近所にＡさんが

ハンセン病であることが知れ渡ることから、「近所の手前、親父はみんな同じ仕事場やから、もうそこ

におれん」とのことで、「戦時中やったからちょっと食料もないし田舎の方に疎開するいうて、田舎に帰っ

た」とのことであった。

　そしてＥにある父親の実家で療養所入所の連絡を待つことになる。Ａさんは、待機期間から「お召し

列車」（注）で療養所にむかった道のりの体験を次のように語った。

（注）患者輸送のための特別車輌列車であり、一人でも車輌が使用された。「お召し列車」は皇族だけ

が乗る専用列車のことであるが、患者だけを乗せる専用車両であることから皮肉って称された。

昭和38年まで存続した。

＊

「僕は強制収容みたいに、行かないかんいうて来たわけではない、早く行かしてくれいうて、連れていっ

てくれとお願いした。（それでも）待っときなさいというたんじゃ、待ってもええかと、僕はそんなに
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病気悪ないし、暫くちょっと待ってからでもいいといわれて、（むこうから）連絡してやるいうて、そ

れで、待っとった」「待っとったところ、強制収容で行く人の車と一緒やったわけ、それからＢ駅から「お

召し列車」できたんや、そやけど他の人は嫌ややいうたけど、ぼくは連れて行ってくれと頼んどったか

ら、「お召し列車」であろうがなんであろうが早く行きたいと思ってた」「ぼくは早く連れてってくれ、

早く連れってくれてお願いしとったから、強制でもなんでもなかった。」「だけど病気治したい、ていう

のは、（入社して）もうすぐに首になったんやから、はよう治して、ていうことは、（大学病院の）お医

者さんが「君みたいな病気が軽かったらなあ、半年もおったら治るから、早よう行け」いうて、結果騙

されてきたんやわな、だからそれで来たということ」「（＊何日の何時にいくからという連絡があったん

でしょうか）そうそう連絡があるわけ、それも、昼間こんと（来ないで）早朝にきたな、僕らは（＊朝

早く）暗いとき、家を出るときは暗いとき、もうそっからでて一時間もすれば夜が明けるけど、きたん

は（迎えに来たのは）夜はまだ早い、４時ごろとか、僕は６月にきたけど、早よう夜があけるから、早

めに車がきた、車がきてざーっと連れて行く、だからそのときには、近所がまだわからんようなときに

（＊時間に）さあーと連れて行った。」「（＊それでこっちに着いたときは日はもう）そうＢ駅からＣ駅

にきて、Ｃ駅についたら療養所の車が待とって、療養所の車でＤまできた、Ｄから患者の乗せる船で、

そして上陸して、あそこの「収容所」の桟橋にあがった」「（＊そのときは大勢やったんですか）６人く

らいおったと、６人やったと思う。だから大きい列車に６人くらいしか乗っていなかったわけ、それで

Ｂ駅までずっときて、Ｂ駅でもちょっと端の方に下ろされて、それからみんなの降りる改札口に行かず

に、ちょっと裏のほうから出て、そいで、療養所の車が、今のような、ライトバンみたいな小さい車が

後ろからこう開いて、窓が格子みたいなっとって、後ろのドアがこう上がって、それで入って、そのま

あ10人も乗ったらいっぱいくらいのこまい車で、それで乗って、療養所に来た」「なにしろ行くという

ことで、来たからな、そいで来たときに、そういうことで、ぼくらは別にその、ひどい目に合わされる

とか、全然そんなこと思てないわけよ、まず病気治さないかんからいうて、ただ暗いうちに出て来ると

いうのは、やっぱり人に見られたらいかんいうのはおぼろげながら分かった」

「収容所」

の消毒風

呂

　当時の療養所入所者は、対岸のＤ地区の港から官船で療養所の桟橋に着く。桟橋から看護婦に付き添

われ桟橋前の「収容所」に案内される。「収容所」は療養所で生活するにあたり、身体的検査などのス

クリーニングや入所手続きのためのオリエンテーションを実施する棟であり、期間は概ね１週間とされ

ていた。一方、病菌遮断のための検疫機能をもち、所持品を全て並べさせられ、療養所が不要と判断し

た物品（懐中電灯・カメラ等）は取り上げられ、その他の所持品は着ていた衣服とともにホルマリン消

毒されてから返品されたといわれている。また、現金は療養所の保管金として通帳に入れられ、かわり

に療養所のみで使用ができる通用票と呼ばれるブリキの貨幣を渡されたとされている（昭和23年まで）。

これは主に逃走を防止するためであったといわれている。Ａさんに桟橋から降りて、そして「収容所」

での様子をふり返ってもらった。

＊

「（＊桟橋から「収容所」にくるシーンがよく、テレビや映画で、でますが、Ａさんの場合どのようで

したか）僕はやっぱり素直に、自分たちがこんなにひどい目にあわされとるとは思もうてないから、船

乗ったときも、看護婦さん、それこそ白いもんきて、小さい船やけど、僕のそばに座った、全部一人ひ

とりに付いて、そして今でいう福祉の人も付いてきて、船であがって、あがったら今度は手を引っ張っ

て来てくれて、傍からみたら気の毒やと思うけど、僕は早よう治して、病院に来たということであんま

り感じてなかったわけ、それだけ鈍いといえば鈍いのかもしれないけど、子どもやったし、病気もそん

なに悪くないんやから、すぐに治すとこや思もうて、早よう治しにきたということ、それがあったわけ」

「ここにきたときに収容所に入るわね。裸になって、クレゾールの中に入れられたいうけど（＊言われ

てますね）僕らはなあ、入れられたけど、後でこれは消毒ですよ、と言われた、消毒風呂やから、体を

消毒しますいうたから、それはまあそうかなと思った」「他の病気あるといかんから消毒風呂に入って

くださいといわれたんやと思うとる。だから他の人は、抵抗あって、あんなとこ入れられたいうけど、

後で先生にきくと、あれは外からもってきた病気があったら島の中で困るから、疥癬とかいろんなもん、

皮膚病みたいな、あーいうのがあったら困るから、一応入れて、あそこに長くいれてずっとおったわけ

ではない、ものの１分か２分すっとはいって、でさーとでるだけ」「入って、上がって、拭いて、療養

所の着物を着せてもろうて、もってきたやつは全部消毒だしたわけ、だからそういう、消毒いうことは

ね、先生らがひとり一人診察したら手を洗うやろ、今の福祉もそう、全部、洗面器にクレゾールいれて

あったわけ、だから患者と接したらこれやるのが昔から普通やったわけ、なにも特別にハンセンだけじゃ

なかったと後で思う」「だけど皆はあんな酷い消毒風呂に入れさせたいうことを書いて一般の人にアピー

ルするけど、僕は外から病気持ってきたらいかんから、そういうことはしたんじゃろうと、それほどあ

んまり深く考えてない、これはもう体の消毒やからしゃない（しょうがない）と、全部着てきたものも
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消毒するいうて、消毒せなんだら、ばい菌あったらいかんのかなと思うて、おったから、その点につい

ては園のやったことが、人道に違反して、差別があったとか、そういうことまでは僕は感じてない。」「た

だそこでお金を全部とられて、そら、目の前で勘定するんやから嘘はないんや、10円なら10円もってき

たら、通帳に10円いれましたという形で、それで、園のお金をおろして売店でかえる、だから、そうい

うのは、無論、逃走したり、いったら困るし（＊そういう意味もあったかもしれない）それは一番や、

逃走は一番やと思う、それでまた、無駄な買い物してはいかんしということもあったと思う。だから人

に盗られてもいかんでしょ、現金を、あれやったら現金ないから盗られへん、だからそういう風な犯罪

予防になったというのもあるんやけど、悪く解釈するとみんなそう（＊出れないように）そうそう」

療養所で

の生きる

決心

「何年か経ったら病気を治すことより、生きていくためのことしか考えてなかった、それよりは食べる

ことが大事かと思うので、病気のことよりは、ここで過ごさないかんいうのは何年か経ったらわかるし、

それで「くすり」もないこともわかっとるから、ここで一生過さんといかんと思った。それなら、体に

栄養つけて、少しでも美味しいもんでも食べようと、そして元気におるぞという形があった（＊最初

は病気を治すことばっかりやったけど、あるところから、もう生活、目の前の生活をと）治らへんとい

うことがはっきり分かって、おんなじ病者の人が、僕より病気の軽い連中がおるんだから（＊実際の目

の前にね）目の前におって僕より軽いけど、この病気は治らんのやと、帰ってもみな家族が迷惑するか

ら、もうここに居るんだというのもおるし、もう一般舎では結婚して落ち着いている人、ようけおるん

だから、それを思うたら、病気治らんから、悪くせん程度で、ここで生活せないかんな、そういう感じ

は２、３年経ったときから、そういう感じはあった。」

離れてい

く家族と

の距離

「（＊ここに入ってこられた頃で、何か、一番懐かしいというか、思い出は何でしょう）やっぱり僕は

家族に会いたいとか、家に帰りたいとかそれはある。手紙のやりとりは、初はようけ（たくさん）あっ

た、だけど、だんだんだんだん無くなってくる、やっぱりこっちから出すのは悲しい無心の手紙しか出

せんわけ、向こうだって、「手紙だすと思い出すんじゃないか」というわけよ、そいうことが何年か、

３年も４年も経っとる間に、こっちもそういう気になるし、むこうもそういう気になるし、だんだん、

緊急の用事以外は、一切もういわんようになった、だから、そうなってくると、これがまた、心が通じ

るいうても人間というのは、こういうもんがやり取りしとるからつながっとるんで、これがないと離れ

ていく、これもあとで感じることやで、そのときはそんなふうに感じんけど、あとで感じるのな、何に

も用が無かっても鳥が鳴いてこうやということだけでもやっぱり（手紙を）出しとるいうのはつながり

があるけど、お互いに、わしも手紙書くとき、そんなもん、海がきれい、鳥が鳴いていうよりも、おな

か減ったとかあれが欲しいとかしか書けんやろ、それで、向こうも断りの手紙がくるわけよ、「たまには、

悪いけど我慢せいよ」いうて、そんなことが１、２回きだすと、こちらも手紙書く気がせんわけよ、出

したらむこうも苦しむやろうし、こんなもんやったらと思って出さなくなったのがだんだん疎遠になっ

てくるわけ、それで離れていくし、だから僕らが病気におるから、家族が困まったらいかん、まず一番

頭にあるのがそれ、なぜいうたら、僕はここに来たのは、おったら家が苦労しとるというのはもうわかっ

とるわけやから、もうわしがおらんほうがええんやろうという考え方が頭にある、初めはそんなことな

いけど、そんなことない、寂しいて毎晩しくしくしく泣いとったけど、こんどだんだんそうなってきた

ら、もう悔しいけど、悲しいけど、泣く事はなくなるからな、諦めがあるから、何年か経ったらな、そ

らもうみんな我慢しとるのにわしだけ泣くわけいかんわいとかな、ここで生きていくになりゃ（こと

になれば）、なんとかそら、せんとあかんということになる」

プロミン

の登場も

誰も治っ

たとは思

えなかっ

た

　戦前におけるハンセン病の唯一の治療法は、「大風子油」注射に頼るものであった。効果には両論が

あり、また病型や個人差により効果が左右された。しかし決定的な治療法でなかったことは確かである。

ところが、アメリカでプロミンが開発され、戦後日本でも、試行期間を経て、昭和24年に正規の治療法

として普及されていった。プロミンは劇的な効果があり、ハンセン病を感染力を失わせ可治の病にした

といわれている。当事者の立場からプロミンの登場はどのように受けとめられていたのか尋ねてみた。

＊

「（＊Ａさんきたのは昭和18年ですが、プロミンがでまわったのはいつ頃ですか）26年に予算化された

わな、21年か2年に試験的に打ちよったわけ（＊ここで実際使われていたんですか）うん、21年か2年に

なあ、10人かなんぼかしかないわけよ、はじめ誰も行かなんだ、セファランチとかなんやらかんやら（＊

セファランチンね）やっとるくすりがみな悪うなったから、新薬なんかだれもやらへん、はじめ先生は

往生したんやから、（プロミンを使ってくれる人を）集めるのに、けど「やってくれ」いうて、それでやっ

た人はすこし良くなってきてそして（＊おっ、これはみたいな感じで）うん、それでまた、それもやっ

たけど、全部がよくなったわけでもないし、まあちょっとこれはええなあという形で、24年か5年になっ

たら、だんだん人数がふえてきて、今度は、予算要求で座り込みもあった。けど菌がおらなくなるのが
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治ったいうことで、後遺症は全然治ってへんわけ、だからお医者さんは治ったとか、病気治ったとかい

ろいろいうとるけど、患者自身治ったていう人おらんわけよ、後遺症があるし（＊後遺症がね）あるし、

それで過去の人はもっとひどいやろ、30何年に入った人はいいけど、戦時中とか戦後すぐ入った人は悪

いんやから、そんな人治ったいうても、それこそ表に出ることないわ、治ったいうて、新聞記者来たっ

てなんでも、逃げまくらんと、顔も出すわけにいかん、手もだすわけにいかん、だから学術的には無菌

になって、なったというだけであのー（＊後遺症自体は）後遺症は、あのーだから入園者は治ったいう

人ひとりもおれへん、そんなもん治ったいうけど、そのうちにまた悪なるわいというのがみんなやった。」

家族以上

に大きい

同病者と

のつなが

り

　昭和30年頃まで療養所での生活は、病気の重たい人は、療養所の中心部にある「不自由舎」で治療的

処置や生活の介助を受けていた。他の多くの人は、18歳までは「少年舎」、20歳代なかば頃まで「青年舎」、

それ以降は「一般舎」で共同生活が営まれていた。療養所で「働かせていた」と批判される側面もある

が、実際には利用者同士が支えあえるしくみ（自治会組織）が形成され自給自足的な生活が営まれてい

た。Ａさんは、その様子や同病者同士のつながりについて次のように語った。特に家族がない人ばかり

の中で、自然発生的に「後見人」のしくみが形成されていったことは地域福祉研究の観点からも興味ふ

かい。

＊

「青年舎には少し年輩の人で寮をまとめる連絡員みたいな人がいた。その中にどこの寮でも不自由な人

がいた、下の部屋に、青年舎は元気な人やけど、４、５人の不自由な人もおった、不自由舎はあったけ

ど、気の毒やし、青年舎のなかで、今でいう相互扶助みたいなもの、助け合う精神は、園長の考えであっ

たかもしれないが、そいう人は働きにいかんでもいいし、元気な者が働く、元気なもんが食事をとりに

いったり、世話をしたりしていた。（＊ここでの人付き合いというのは、そういうのが一番支えというか）

そうそう、だから、ここの人もいろいろあるやろうけど、いまだに僕らでも、その時の友達と付き合お

うとる。だけど、この年やから、ほとんど亡くなっているけど、だから、そういうことで皆が付き合っ

て助け合ったいうのが、今でいう「後見人」いうものになったりな、誰も親も兄弟もおらんけど、この

人だけに頼んどけば間違いないだろうという形で（＊そういう形があったのですか）「後見人」という

のがあるわけ、万一、入院したりすると、いろいろするのに、福祉のほうが困るわね、相談するのに、

それで「後見人」というのをみな出しとるから、それで具合悪かったらすぐに、（＊それは法律的なも

のではなく）ない、ない、園内だけ（＊なるほど、なるほど）前はね、法律でもなんでもないけど、お

金の管理まで、後見人が、それが最近できんようになった、郵便局のお金の問題は、個人の財産の問題

ということで、前は、僕の「後見人」誰やいうても、園の方でみんな知っとる。「後見人」は自然発生

的できたものだけど二、三十年前から、福祉に登録することになった。」「友達いうんは（というのは）、

親子関係より親密なものがある。知らん人ばかり集まっておるけど、外で考えられている他人とは違う。

なんか助けてもうたり、自分ができることは助けようという気持ちがある、そんなんやから、よけい、

結びつきが強くなったり、世間が狭いし、ここで過ごさなあかんのやから考えるわ、社会でどんなこと

しとっても、ここでは通用せんというのがここにはあった。（＊ハンセンが一般の療養所と違うのはそ

こですよね）病院でありながら生活の場所、ひとつの部落みたいなもんで、かけ離れた（＊極端に言う

とひとつの国、例えはなんですが）そうそう、だから、他からは何もしてくれんから、そこだけでしな

いかんということになっとるから。「社会」のように、ひとつの村いうたって、隣がすぐ傍やからいう

わけでなく、ひとつの海のなか、池の中のひとつの島みたいなもん、くよくよせず手をとりあって支え

ながらくらそう、他からの助けがないから、そこだけで全部していかなあかん、だからそれがあるか

ら、全部中の人が誰かやらなあかん、やらなあかんというのが、そういうのがあるわけ、人に頼むわけ

にいかんし、外に頼むわけにいかんし、島の中で全部せなあかん、だから必要なもんは全部いるという

そういう形であった。」

Ａさんに

とっての

「らい予

防法」の

廃止、国

の控訴断

念の意味

「苦労があったから今がある」そして「今ある自分を幸せに思う」といい切るＡさんにとって「ら

い予防法」の廃止、国の控訴断念、つまり人権が公にされたことがどのような意味をもつのか問いかか

けてみた。筆者は「元気に前向きに生きておられる姿をみて何がそうさせているのかと思ってきた、い

ろいろ理由があると思うが、たとえばＡさんにとって、「らい予防法」の廃止、国の控訴断念はどのよ

うなつながりがあるのだろうか」と尋ねた。Ａさんは、まず問いかけの前段の部分に対して次のように

応答された。

＊

「そもそも僕たちは、病気があって療養所にきたけど、一部の重たい人は別として、ハンセンだけの世

界にいると、もう自分は病者だと思わなくなっていた。不自由と病者は違う、外から見ると病者を働か

せてというかもしれんけど、一般の社会からみるとなんだと思うかもしれんが、僕たちは、患者の力を



- 41 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

借りるという国の考えはあったが、我々はほんとうに「楽園」をつくろうと、喜んで住み良いところに

た。プライドをもってやってきた、療養所に入る前は病者であったかもしれんけど、入ったら健康者で

あった。人権の問題があったことばかり取り上げられるが、そういう面もあった。先生（筆者）が初め

にいったことは少し違うと感じた。」

＊

　世間一般は、「療養所で暮らす人は悲惨で無力な人である」という先入観があるとＡさんは考えている。

筆者の質問もその延長線にあると受け止められた。Ａさんは、療養所に暮らしている多くの人はそうで

はなく、身体的に多少不自由でも健康であり「前向き」であり、働くことや、生活することに「喜び」

を感じていたと訴えられている。

＊

「（＊そうすると、そういう生活の充実感みたいなものは、世の中の流れ、「らい予防法」の廃止、国の

控訴断念とあまり関係がないと）そういうことでもない。予防法がなくなって善かったのは事実。差別

や偏見は、確かにたくさんあることには憤りを感じる。外に出たときに、食堂で追い払われた話もある。

病気を見せたくなく、苦しんだ人はいっぱいいる。」「予防法がなくなって確かに、普通の病気と同じよ

うに扱われるという安心感はある。この安心感は本当に大きいものがある。外にでた時にぜんぜん違

う。堂々としていてもいいんだという気持ちが持てる」「外の人が大勢きたり、先生たちが出入りして

くれることは、法がなくなり、公に偏見がなくなったことでできていると思っている。また外の人の意

識も変わったんだと思う。実際にいろんな人が来てくれることで、そのことが実感できることになって

いる」「まだまだ現実的に難しいことはあるけど、同じ屋根の下で、飯台をみなさんと囲んで一緒にお

茶をすることは考えられなかったこと、そんな普通のことができる喜びはほんとうに大きい」「認めら

れている実感を感じる、もっと普通にこのことができる世の中になっいてほしい」

＊下線部は本文に対応

４．２．語りからみえてくるストーリーのダイ

ナミクス

４．２．１．「社会」に支配され比喩され語られ

るマスター・ナラティヴ

　Ａさんの語りから、Ａさんが支配されてきた

マスター・ナラティヴが随所で読み取れる。多

くの当事者の語りで表現される言語に「社会」

がある。Ａさんの語りの中でも再三表現された。

たとえば「社会の人と一緒に生活するために早

く治したい（表２の下線部を示す、以下同

様表記）という表現があった。一般的に社会は、

自分が生活し所属している集団あるいは一群を

示すものとして表現される。しかしハンセン問

題の当事者の多くが語る「社会」は、彼らを追

い出した別世界であり空間である。つまり、遠

い昔にいたことのある空間であり楽しいあるい

は悲しい、また家族と共にいた思い出の中にあ

る空間でもある。「見られること」が「恥ずか

しい」のはハンセン病者が「社会」の中に存在

できない苦悩であり、「療養所で初めて生きた

心地」がしたのは「社会」からの解放である。

ある時期の「社会」は戦時下の社会情勢であり

人権という言葉の端くれも発せられない、Ａさ

んに「しかたがなかった」と言わしめる圧倒

する支配の大きさがあった。大学病院では実験

材料のように扱われ、それでも小さくなってい

るしかない惨めさがあった。静まりかえった夜

明けに「ザーッ」と追い立てられるように「お

召し列車」にのって、そんな「社会」からＡさ

んは出て行った。

　ハンセン問題の当事者の語る「社会」は、彼

らを追い出した別世界であり空間である。そし

てとてつもなく大きい、抵抗しようにもどうに

もならない秩序をもつ世界である。「社会」は、

当事者の中で固有に構築された言語であり、当

事者にとってのマスター・ナラティヴは、この

「社会」に支配され比喩され語られる。

　マスター・ナラティヴには、社会規範、スティ

グマ、国家権力、家族制度も含めたとてつもな

い大きい支配にひとりの個人はなすすべもない

（Mills，1959）。自らの身体上の特徴さえ忌み

嫌い、内面化された意識構造を具備することに

なる（ゴフマン：石黒訳，2003）。感染症に対

する排他主義、隔離政策、特定病因論に根ざし
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た近代医療の典型としての実験主義、国民保健

や衛生を楯に繰り広げられた軍国主義、さらに

表ざたにされない目に見えない社会規範や道徳

などすべての影響、支配が一個人の内面に比喩

としてあるいは隠喩として押し込められている

（Foucault，1969；1977；1980）。マスター・

ナラティヴはその象徴の側面を持つものである。

４．２．２．療養所で生きつづけるためのモデ

ル・ストーリー

　一方、「マスター・ナラテイヴ」に対して、

当事者やコミュニティにおいて公民権運動やフェ

ニズム運動、わが国においても解放運動や障害

者運動がスローガンを獲得し全体社会に同化し

ていく「モデル・ストーリー」が生成されてい

く（桜井，2002）。多くのハンセン病当事者の「モ

デル・ストーリー」のスローガンは、「差別・

偏見からの解放」であり「基本的人権の擁護」

である。このスローガンを支えにして療養所で

生きる意味づけをしていく。Ａさんも隔離政策

に対して「人権にたいして、ええかげんなこと

をした」といい切る。しかしＡさんは、決し

て、高らかにそのスローガンを掲げ、国賠訴訟

の先頭に立ち運動を引っ張っていくことはなかっ

た。Ａさんにとっての「モデル・ストーリー」

のスローガンは、外に向けられるものでなく、

むしろ内に向けられたスローガンであると考え

られる。たとえば「みんな我慢しとるのに、わ

しだけ泣くわけにいかん」「くよくよせず手

をとりあって支えながら暮らそう」となるで

あろう。それは「療養所での生きる決心」と「家

族以上に大きい同病者とのつながり」の語りか

ら見えてくる。Ａさんにとり、「マスター・ナ

ラティヴ」に象徴される「社会」の支配に対し

て「どうしようもない」自己を支えたストーリー

は、「もうここで一生過ごすなら」「少しでも美

味しいもん食べて」「元気でおるぞ」であり、「他

から助けがない」ところで「そこで全部してい

かなあかん」、そのためにお互いを「助けよう

という気持ち」であった。

４．２．３．転機・エピファニー

　ところで、ライフストーリー研究では、転機

または転機を呼び起こす体験（エピファニー

epiphany）を核にしながら人びとはストーリー

を語り構築するとしている（デンジン：片岡他

訳，1992）（桜井，2002）。Ａさんの転機または

エピファニー体験は、軍事教練で「手が曲がっ

ていること」を指摘されたとき、解雇されたこ

と、大学病院の受診、療養所に入る朝のこと、

また具体的なエピファニーは確認できないが家

族と連絡が希薄になったこと、療養所で生きる

決心をしたこと、さらに仲間とのつながりの深

まりなどの出来事とそれに伴う感情的動機が挙

げられる。

　特記すべきは、これらのＡさんの転機・エピ

ファニーと考えられる場面は、「マスター・ナ

ラティヴ」と「モデルストーリー」の時間的推

移やダイナミクス dynamics を見るうえで、

その橋渡しの意味を持つものとして位置づけら

れることである。Ａさんの場合は、「療養所で

の生きる決心」と「仲間とのつながりの深まり」

が「マスター・ナラティヴ」から、「モデルストー

リー」となる契機を与えている。

４．２．４．新しいストーリー構築の契機

　Ａさんのもうひとつの転機は、やはり予防法

の廃止・国の訴訟断念の一連の出来事である。

それは「マスター・ナラティヴ」と「モデル・

ストーリー」を超えた「新しいストーリー

New Story」構築の契機になったことは「ら

い予防法の廃止、国の訴訟断念の意味」の語り

から疑いない。

　桜井によると「モデル・ストーリーとマス

ター・ナラティヴとはそのねらいは異なってい

るが差別されている主体と位置づける点では同

じ地平上にある」としている（桜井，2002）。

つまり「マスター・ナラティヴ」の支配に対し

てその拠り所として「モデル・ストーリー」を

生成していくが「支配－被支配」という枠組み

で捉えるときは同一である。しかし「新しいス

トーリー」の構築は、その地平線上から超えた
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次元への道のりである。この道のりは本研究で

いう HE（健康自尊意識）の境地にたどり着く

プロセスである。その境地にたどり着くための

歴史的力動的なプロセスが「新しいストーリー」

の構築といえる。Ａさんはまさにその境地に辿

り着かんとしている。「まだまだ現実的に難し

いこともあるけど、皆さんと一緒にこうしてお

茶をしていると、認められているという実感を

感じる、もっと普通にこのことができる世の中

になってほしい」とＡさんは結んでいる。

４．３．語りと健康自尊意識（HE）

　Ａさんの語りにみる、健康自尊意識（HE）、

すなわち「生きている」ことの充実感は、「マ

スター・ナラテイヴ」に晒されながら「モデル・

ストーリー」を後ろ盾に踏ん張り、その時間経

過において実現した法の廃止による社会的な「復

権」を通して確実に「新しいストーリー」の活

路が見出されている。すなわち、Ａさんの現在

の境地は、歴史的力動的なプロセスの中で生み

出されてきた本研究でいう健康自尊意識（HE）

が極めて高い境地であるといえる。

４．４．健康自尊意識（HE）の形成要因

　Ａさんの語りから２つの健康自尊意識（HE）

の形成要因が読み取れる。ひとつはそれぞれの

ストーリーから次のストーリーに移り変わる節

目におけるＡさん自身のストレングス strengths

要因である。Ａさんはこのことを「苦労があっ

たから今がある」「今ある自分を幸せに思う」

とも語る。病や障害をもちつつ生きてきたこ

とゆえの力強さがある。幾多の試練を乗り越え

てきた逞しさとも言えるかもしれない。これは

筆者のこれまでのソーシャルワークにおける当

事者への聞き取り経験とも重なるところである。

A・A に参加しているアルコール依存回復者の

「底つき体験」ゆえの生きることに対する謙虚

さや正直さそして決して諦めない強さと相通じ

るものであることを確信する。そして重要なこ

とは、このストレングスは「当事者文化」に支

えられていることである。ハンセン当事者であ

れば当事者同士の支え合いから形成された自助

組織であり、アルコール依存回復者の場合は A・

A の繋がりということになるだろう。さらに

Ａさんの語りから見えてくる健康自尊意識のも

うひとつの形成要因とは、いわゆる隔離政策、

被差別、偏見からの実体ある解放・復権の要因

である。これは当事者からは当然道半ばである

が、「らい予防法の廃止、国の控訴断念」が大

きく前進させたことは間違いない。Ａさんの「普

通の病気と同じように扱われるという安心感は

ある。この安心感は本当に大きいものがある」

という語りの重さを受け止めたい。

５．総合考察

５．１．「結果と考察」を試論に移行させるため

の整理

　本研究の目標は、「結果と考察」を踏まえ社

会構築主義の視点からソーシャルワーク援助の

在り方、つまり当事者の視点に立ったソーシャ

ルワーク援助に関してのひとつの試論を提起す

ることである。つまり、ハンセン病当事者のラ

イフストーリーの聞き取りから見えてきた、そ

のストーリーのダイナミクスや彼らの健康自尊

意識の形成要因をいかに、ソーシャルワーク援

助の視点に落とし込むことが可能かの検討を試

みることにある。その際の検討は、ハンセン当

事者のライフストーリー検討で得られた「スー

トーリーのダイナミクス」、そしてその形成要

因とも考えられる「ストレングスの要因」「当

事者文化の要因」、さらに援助者が持つべき能

力としての「文化的コンピテンス」を鍵概念す

ることになる。

　ハンセン病当事者の聞き取りで得られた知見

が、どうして一足飛びに、ソーシャルワーク援

助の在り方やその視点に結びつくのかという疑

念は当然である。しかしながら、一人のハンセ

ン病当事者の苦悩は、ミルズの「社会学的想像

力」のいうようにソーシャルワークがこれまで

対象にしてきた「社会的問題」に繋がっている

のである（Mills，1959）。残念ながら、現代社
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会において疾病や障害を持つことは、そのこと

だけにとどまることはあり得ないことである。

社会的コンテクストにおいて考えなければなら

ない事象となるのである。その意味において、

ハンセン病当事者の苦悩やまた苦悩を乗り越え

る体験も含めて、他の疾病や障害を抱える人々

の象徴であり典型であると考えられる。ソーシャ

ルワークのかかわる局面である、疾病や障害が

契機となり生活の再編成に直面する時、人々は

「ストレングス」を発揮し、その際「当事者文

化」の要因が、彼らの生きる質に関与するもの

と考えられるのである。よって、本研究は、ハ

ンセン病当事者への分析結果を、ソーシャルワー

クの立ち位置に関する援助モデルの模索に踏み

込むこととしている。ただし、ハンセン病当事

者の聞き取り分析の結果が他のソーシャルワー

クの対象に広げることができる検証的努力は、

本研究の今後の研究的責任であり、本研究の今

後の課題としておきたい。

　この試論へのもうひとつの疑念は、現実のハ

ンセン病当事者の抱える生活の諸問題に、どう

答えていくのか、答えられないとすると、本研

究の検討は机上の空論ではないかという問いに

ある。パーカーは、ソーシャルワークの援助モ

デルや理論アプローチのタイプを「what social 

work is」を 問 う も の、「how to do social 

work」を問うもの、そして「the service user’s 

world」を問うものに分類している（Parker，

2010）。本研究の焦点は、「the service user’s 

world」を問うものであり、いわば当事者理解

をどのように考えるかについてのひとつの試論

であるといえる。したがって、本研究での検討

は、現実の当事者の生活課題援助の際、当事者

をどう見ていくのかの援助者側の視点

perspectiveや取り組み姿勢を目指すものであり、

むしろ、具体的生活課題援助の前提に位置づけ

られるものである。その意味で、具体的生活課

題援助の展開は、本研究での試論の延長線上で

検討される必要がある。このことも本研究の今

後の課題としておきたい。

５．２．当事者の視点に立ったソーシャルワー

ク援助に関する試論

　ここで検討を試みるソーシャルワーク援助の

試論の枠組みを図１で示してみた。本試論は、

エンパワーメントアプローチやナラティヴアプ

図１　当事者の視点に立ったソーシャルワーク援助の枠組み（試論）

転機・エピファニー

転機・エピファニー
利用者文化の要因

利用者文化の要因

ストレングスの要因

ストレングスの要因

実体ある復権の要因

孤立・苦悩

援助の焦点

基盤とする理論と方法
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ローチと類似のポストモダニズムを前提にして

いる。またその理論基盤は社会構築主義の考え

方にある。社会構築主義とはこれまで再々述べ

てきたが、端的には「現実は社会的に構築され

たもの」「現実は、人と人との対話を通じてつ

くられるもの」という認識論であり、フーコー

による思想的潮流の影響を強く受けている。社

会構築主義を視点とするこのモデルでは、人は

「現実」を常に「意味づけ」しながら生きてお

り、それは過去からの一連の流れの中での経験

に対する解釈であり、それぞれの自己について、

自己の意味世界を主観的に生き続けるとする。

　社会構築主義の主観的認識論とすでに提起し

た「健康自尊意識」（HE）は、ハンセン病当事者

のライフストーリー研究を通して繋がった。そ

の研究プロセスにおいて、人の主観的認識論は

優勢的な言説 dominant discourses に支配さ

れマスター・ナラテイヴ master narrative を

形成するが、やがては対抗する言説 alternative 

discourses が生じモデル・ストーリー model 

story が生成される。さらに利用者文化や法の

廃止などを契機として、ニュー・ストーリー

new storyが育まれることを明らかとした。

　本試論は、マーゴリンの痛烈なソーシャルワー

ク実践批判と同じく社会構築主義立場からソー

シャルワークを論じるジョンソンとグラントの

主 張 す る 文 化 的 コ ン ピ テ ン ス culture 

competences の具体的実践方法の構築を目指

している。

　本試論の適用対象は、いわば社会構築主義ソー

シャルワークであるので、エンパワーメントア

プローチ、ナラティヴアプローチ、さらに解決

志向アプローチの適用対象と重なることになる。

また最終的には健康自尊意識（HE）の境地、

つまり主体的な存在としての「自己実現」を目

指すので、実存主義アプローチの適用対象とも

重なる。したがって、本試論の典型的な適用対

象としては、加齢、疾病、障害、人種、貧困、

性や性指向など社会的マイノリティであること

を理由に抑圧あるいは疎外され、社会的弱者と

してパワーレスの状態に置かれている人びとと、

さらにはその周辺の人々といえる。ただし、本

試論は、非言語的表現も含むがコミュニケーショ

ンが前提であり、全く専門援助者とのコンタク

トがとれない場合は適用には困難が伴う。また

援助の期間は長期にわたることから、短期間で

即社会機能を高めることの要請に応えられるも

のではない。

　総じていうと、本試論は、サービス利用者が

彼らの生活や人生を、抱える問題や身体状態や

精神状態によって否定的に支配されたものであっ

たとしても、最終的には、自己肯定的かつ建設

的に、すなわち、自己を主体的な存在として、

また生活あるいは人生に充実感（健康自尊意識）

を味わう境地に到達する存在として捉える。そ

して専門援助者は、その当事者が育んできた歴

史的、文化的な要素、さらに当事者が自らの人

生を構成するストーリー（つまりマスター・ナ

ラティヴ、モデル・ストーリー）を、尊敬と学

びの姿勢からの共同的対話関係を形成し、その

ストーリーを広げ、さらにニュー・ストーリー

構築を目指し、そして本稿でいう健康自尊意識

の高い境地に到達すことが援助の焦点となる。

　一つの理論も、モデルもあるいは方法も、す

べてのサービス利用者の必要を満たすために最

適とはいえない（Miley，2004）。それにして

も本研究が最終目標とする、社会構築主義ソー

シャルワーク援助の立場からの当事者文化そし

てそこで育まれた世界観の重要視、さらに当事

者への文化的コンピテンスを前提にした共同的

対話の重要視は、ソーシャルワーク援助が持つ

べき視点の在り方に幾分の投げかけは出来たと

考える。

６．研究の課題

　すでに、いくつかの今後の研究の課題につい

ては、ふれてきたがここで纏めて整理しておき

たい。①ハンセン病当事者の聞き取り分析の結

果が他のソーシャルワークの対象に広げること

ができる検証的努力は、本研究の今後の研究的

責任であり、本研究の今後の課題とする。②本
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モデルは、援助者側の視点 perspective や取り

組み姿勢を目指すことに留まるものである。そ

の意味で、具体的生活課題援助の展開について

は、本モデルの延長線上で検討されるべき課題

となる。③現在の本研究の状況では、これまで

のハンセン病当事者へのソーシャルワーク実践

や研究が踏まえられているとはいえない。その

指摘は素直に受け止めたい。これまでソーシャ

ルワークがハンセン病当事者に対して果たして

きた権利擁護の取り組み成果と、一方ソーシャ

ルワークの加害性に関する省察的視点から、先

行研究や実践を追究し、本研究の方向を深化さ

せなければならない。④加えて、本研究で重要

視してきた、社会的コンテクストそのものに対

して、本研究が提起した試論では、どのような

アクションを起こし、あるいはどのような立場

性を保持するものであるのかも明確になってい

るとは言えない。⑤さらに、本研究は、桜井の

「対話的構築アプローチ」を適用しているとし

ているが、インタビュー経過の中で、対話的構

築が見当たらないと多くの指摘を頂戴している。

全く謙虚に受け止めなければならない。今後は

もっと緻密な対話内容を展開し分析するように

向けたい。ひとつ言えることは、インタビュアー

の介入的意図をもたない、しいて言えば、対話

による当事者の変容は求めず、ひたすら語り手

に対する共感的、受容的さらに心底の敬意を表

した言動あるいは当事者の人生から学ぶ姿勢そ

のものが、当事者がライフストーリーを語らせ

る基盤となっているとは考えられる、その意味

において、当事者が言明したストーリーは、専

門援助者と当事者の共同で構築された産物とさ

れる側面をもったと考えられる。⑥また、当事

者との相互作用においては、専門援助者（研究

者）の揺らぎは当然あり、たとえば『こんなに

苦労されてきたの、こんな生き生きとされてい

ることに驚いた』とする投げかけに対して、「少

し違うと感じた」と指摘を受けた場面があっ

た。これは、専門援助者のストーリーを大きく

揺るがせるものであり、つまり専門援助者の横

柄な先入感や、ひいては当事者より専門援助者

自身の研究成果に優先順をつけていることの指

摘とうけとめた。しかしまた、この反省を謙虚

に正直に行うことが、当事者との対話構築を進

めることにもなると考える。⑦最後に本研究で

提起している「健康自尊心」も、理解しにくい

との指摘もある。これも当事者のどのような到

達点がそれに当たるのかさらに明確にする必要

があると考える。いわば、長年の専門援助者（ソー

シャルワーカー）の経験の中で培われた、「暗

黙知（tacit knowledge）」、「経験知（experiential 

knowledge）」に基いているのかもしれない

（ショーン／佐藤訳，2003）。我々が提起した

健康自尊意識に、少なくとも調査対象者の７人

は到達していることには確信に近いものがある、

ただ、それにしても十分な言語化が未だ出来得

ておらず、これも今後の課題としておいきたい。

注釈

１）アルコール依存症者の自助グループであり、

1935年に米国で当事者である２人の男性に

より始められ、1965年以降急速に世界的に

発展を遂げ、その組織形態や活動のプログ

ラム、特に12ステップといわれる回復の過

程モデルをそのまま応用する幾多のグルー

プを生みだしている（窪田，1995）。筆者

も2002-2005年に直接のかかわりをもった。

２）本稿でのハンセン病当事者の表記は、新田

と同様、彼らが、医学的な疾患のみによっ

ては説明できない世界をもち、ハンセン病

を患った元患者を自らの生活における生活

主体者であるという意味を含む（新田，

2007）。

３）筆者が2003に機会を得たハンセン病当事者

の講演内容からの感想である。

４）岡山県の弁護士やソーシャルワーカーを中

心に結成されているハンセンボランティア

組織「ゆいの会」への加入を契機に、2005

年より現在（2010年）まで、長島愛生園、

邑久光明園をはじめ各地の療養所に訪問ボ

ランティア、朗読ボランティア、聞き取り
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活動を継続している。

５）アントノスキーは健康状態を「病理指向」

で捉えず、リスクファクター、ストレッサー

の処理の在り方が健康を生成するとした。

アントノスキーは、健康生成の要因を①把

握可能感②処理可能感③有意味感であると

している（Antonovsky，1979）。

６）井上・松宮・小河・熊谷は、健康自尊意識

を①自身の健康が有意味であり、資源を用

いてそれを意欲的に維持、増進させようと

する意識②健康という側面で自己を反省し、

理想的な健康状態にむけて生活を行おうと

する意識③自身の健康に関して多数の要素

を有意味であると捉えることができる意識

とし、健康とは主観的なものであり、健康

とは「生きている」ことの充実感をもつ境

地であるとした（井上・松宮・小河・熊谷，

2008）。

７）文献検索において、Social Construction

は「社会構築主義」と訳されているものと

「社会構成主義」と訳されているものとの

両方が存在している。木原によると、綿密

には主に認知の問題を扱うものを社会構築

主義 Social Constructivism としている

（木原，2002）が、議論の決着がついてい

ないことと、ほぼ同義語として扱っても本

研究の記述において差し支えないと考え、

本 稿 で は 社 会 構 築 主 義 を Social 

Construction あ る い は（or）Social 

Constructivism として使用することとす

る。

８）本稿において、文化的コンピテンス

cultural competences は、ソーシャルワー

カーの当事者の文化的背景からの主観的意

味世界を理解する能力として使用されるが、

本文において詳細の説明をしている。

９）AMS（Advanced Multi-Systemic）実践

practice は、ジョンソンとグラントが社

会構築主義の立場から提起したソーシャル

ワーク援助の視点 perspective を示したモ

デルである（Jonson/Grant，2005）。

10）無知の立場 not-knowing position は、社

会構築主義ソーシャルワークの類似モデル

である、「ソルージョン・フォーカスト・

アプローチ」や「ナラティヴ・アプローチ」

で強調される。

11）石河は、わが国のソーシャルワーク現場に

おいても多文化に対応できる教育・実践が

求められるとして合衆国における「文化的

コンピテンス」を紹介している（石河，

2008）。

12）CSWE は、全米のソーシャルワークに関

する教育養成に関する大学・大学院のカリ

キュラム基準や教員基準を定め認可する機

関であり、1952年に設立されている。

13）ポストモダニズム postmodernism思考と

は、「脱近代．芸術や文学・思想において、

合理化・中心化したモダニズムを脱却・解

体しようとする」（広辞苑）思考をいう。

14）たとえば、神山の「ストレングス視点によ

るジェネラリスト・ソーシャルワーク」（神

山，2006）、山口の「ストレングスに着目

した支援過程研究の意味」（山口，2004）、

足立の「ストレングス視点を基盤としたソー

シャルワーク実践の援助観に関する一考察」

（足立，2009）などがある。
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Discussing social work practice from a service user’s perspective

―from the life story of the person with Hansen’s Disease―

Tadakazu Kumagai

Department of Social Work, Faculty of Health and Welfare, 

Kawasaki University of Medical Welfare

The purpose of this study is to examine social work practice through the life 

story of a person with Hansen’s Disease. The author conducted life story interviews 

with seven persons with Hansen’s Disease over a number of years. Results showed 

four conditions: (①arriving at a state of self-health esteem, ②passing through dynamics 

of “master narrative,”, “model story,”, and “new story,” ③having a turning point (an 

epiphany experience), and ④recognizing two factors of “strengths” and “culture” for 

health esteem). The author took subject A from the seven samples to depict the 

conditions found above. From a social constructivism theory, the author raises a 

discussion on the state of social work practice. Finally, the author suggests 

implications for social work practice.
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緒言

　後天的に生じる意識障害の主な原因は脳血管

障害や頭部外傷であるが、二次的原因として代

謝性疾患や中毒、溺水などがあり、乳児から高

齢者まで全年齢層に生じる障害である。わが国

では意識障害が長期化している遷延性意識障害

者（以後、意識障害者とする）は34,400人以上

いると報告され１）、在宅療養が推進されている

近年では在宅で療養している意識障害者数の増

加が推測される。

　意識障害者の在宅療養に関して、1998年に村

山は２）、在宅介護の必須条件は障害者の全身状

態の安定、家族の在宅介護への意志と能力、経

済的な安定、そして医師への連絡体制や急変時

の対応など７つの条件を提起した。そして、在

宅療養を阻む最大の問題は患者を受け入れる家

族の体制や地域での援助体制が十分でないこと

を指摘している。また、1998年に内田３-５）は、

岡山県内での実態調査において在宅の意識障害

者は高齢者が多く、83.3％が生活上の困難があ

り、その主な理由は介護力の不足であると報告

している。一方、2003年の実態調査では在宅の

意識障害者は若年層が多く、若年層は医療依存

度が高くデイケアやショートステイ等の社会サー

ビスの利用が困難であることを明らかにしてい

る６）。しかしながら、意識障害者の断片的な問

題は明らかにされてきたものの、その障害像は

明確でない。また、意識障害者は全年齢層に及

んでいるものの身体機能として意識障害の原因

や既往疾患、加齢による影響、また介護保険法

や障害者自立支援法など利用している制度等に

より若年層と高齢層では在宅生活上の問題は異

なるのではないかと思われる。

　そこで、本研究では在宅の意識障害者を対象

に実施した実態調査結果を基に障害の全体像を

把握すること、そして若年層と高齢層の意識障

害者の状態と介護の実態について比較検討する

ことを目的とした。

［論文］

ICFの概念における

在宅遷延性意識障害者の特徴と介護の実態

―若年層と高齢層の比較―

日　高　紀久江＊　　  　　　　

松　田　陽　子＊＊　  　　　　

紙　屋　克　子＊＊＊  　　　　

Key words：在宅介護，遷延性意識障害，ICF，障害像，若年層と高齢層

　　＊Kikue Hidaka：筑波大学大学院人間総合科学研究科 看護科学系
　＊＊Yoko Matsuda：筑波大学大学院人間総合科学研究科 博士課程
＊＊＊Katsuko Kamiya：筑波大学名誉教授
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方法

１．対象および方法

　日本脳神経外科学会の植物状態の診断基準に

準じて、後天性の疾患および受傷を起因とする

意識障害者を対象とした。2007年１月～12月に

全国遷延性意識障害者家族会、遷延性意識障害

者治療研究事業を有する県（宮城、岩手、福島、

山梨、長野県）、看護協会や訪問看護ステーショ

ン等の各機関に依頼し在宅意識障害者と主介護

者を対象に郵送による自記式質問紙調査を実施

した。また、主介護者が高齢である場合には一

部電話による聞き取り調査を実施した。

２．ICF（International Classification of 

Functioning, Disability and Health）の

概念と本研究での位置づけ

　意識障害者の障害像の把握には ICF の概念

を用いた。ICF は全ての階層を含む包括的な

概念であり、一人の人間を生活環境も含めて全

人間的に把握するモデルである７）。国際障害分

類（ICIDH）では、障害を ｢ 機能・形態障害 ｣、

「能力障害」、「社会的不利」と定義してきたが、

時間的順序を示すものでないことや障害のマイ

ナス面を重視している等の批判から、障害のプ

ラス面を重視した「生活機能」という新しい概

念が打ち出された。ICF では生活機能を「心

身機能・身体構造」、「活動」、「参加」の３つの

階層から説明し、それらに関連する背景因子と

して「個人因子」と「環境因子」を挙げている。

本研究では ICF の概念に基づき、実態調査の

質問項目を各階層に当てはめ意識障害者の障害

像の把握を試みた。

３．ICF の概念と実態調査項目

　実態調査の質問項目を ICF の概念に当ては

めて分析を行なった（図１）。意識障害者の「心

身機能・身体構造」には意識レベル、呼吸の状

態（自然呼吸・気管切開）、栄養摂取方法（経

口摂取・経管栄養）、排泄の状況等である。「活

動」は、意思疎通（コミュニケーション方法）

や運動機能を挙げ、また意識障害者の日常生活

図１　ICF の概念と在宅意識障害者の調査項目

脳損傷 認知機能 障害がある

健康状態

脳損傷: 認知機能・コミュニケーションに障害がある
生命に関わる二次的合併症等の発症がない

意識レベル，呼吸の状態 外出（移動介護の利用状況）

心身機能・身体構造

意思疎通，運動機能

活 動 参 加

意識レ ル，呼吸の状態

栄養摂取方法

排泄の状況

外出（移動介護の利用状況）
ﾃﾞｲｹｱ，ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの利用状況
ｼｮｰﾄｽﾃｲの利用状況

意思疎通，運動機能

呼吸・循環機能は維持されている
地域で生活している

環境因子 個人因子

人的要因（主介護者）: 年齢，続柄

健康状態，医療・福祉サービスの相談者
精神的な支援者の存在，介護における見守りの状況

環境因子

性別，年齢，発症原因
発症時の年齢
意識障害の継続期間
在宅生活期間

個人因子

在宅介護への移行理由，介護負担感，抑うつ度

社会的要因（医療・福祉サービス利用）

訪問看護の利用状況，経済的な問題
介護の継続に必要なサービス

在宅生活期間

介護の継続に必要なサ ビス
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行動はほぼ全介助の状態ではあるが呼吸・循環

機能を維持していること自体を活動として捉え

た。また本研究では、意識障害者の社会参加の

第一歩は自宅外に出ることと考え、「参加」は

移動介護やデイサービス、デイケア、ショート

ステイの利用状況とした。

　意識障害者は自動運動があっても目的的な運

動や行動は困難であり、「参加」「活動」に関し

ては意識障害者を取り巻く背景因子のなかでも

環境因子が重要である。本研究では環境因子を

人的要因と社会的要因に分類した。人的要因の

キーパーソンは主介護者であり、続柄、年齢、

健康状態、在宅介護への移行理由、介護負担感

等を当てはめた。なお、主介護者の負担感には

多次元介護負担感尺度（BIC-11）８）を使用した。

BIC-11は筋萎縮性側策硬化症やパーキンソン病、

脳梗塞、人工透析患者の介護者を対象にした研

究により、Zarit の介護負担尺度等の項目を踏

まえて開発された。全11項目（下位尺度５）と

全体的負担感から構成され、各項目とも５段階

で評価し得点が高いほど主観的な負担感が強い。

また、抑うつ度に関しては自己評価式抑うつ尺

度（Self-rating Depression Scale；SDS）を

使用した。社会的要因は医療・福祉サービスの

利用状況として、訪問看護の利用状況、経済的

な負担感、介護の継続に必要なサービス内容等

を含めた。そして、個人因子として意識障害者

の性別や年齢、意識障害の継続期間等を含めた。

　なお、ICF の概念では当事者または介護者

単独の枠組みや、両者を併せた枠組みも考えら

れる。しかし、両者を併せた枠組みでは当事者

以外に介護者の身体、心理、社会的側面の要因

もあり、意識障害者の障害像が見えにくいので

はないかと考えた。そこで本研究では、当事者

を軸に考える枠組みを作成した。また、意識障

害者の生活を考える際には本来ホームヘルプに

関するデータも必要である。しかし、ホームヘ

ルプは時間数だけでなくサービス内容が影響す

ることから今回は ICFの項目に含めなかった。

４．分析方法

　実態調査の結果を ICF の概念に当てはめ障

害像の検討を行った。また、実態調査結果から

18歳未満を除いたデータを基に、18歳以上65歳

未満を若年層、65歳以上を高齢層と分類し比較

検討を行った。意識障害者は年齢や原因により

利用する制度が異なることから、制度利用を含

めた分析が必要である。そこで本研究では介護

保険法に従い65歳以上を高齢層とした。なお、

調査項目は質的変数にはカイ二乗検定、量的変

数は Mann-Whitneyの U検定を実施した。統

計は SPSS Ver.15.0を使用し、有意水準は５％

未満とした。

５．倫理的配慮

　意識障害者および介護者に調査の主旨、匿名

性と守秘義務の遵守、調査報告後のデータ処理

方法について、またデータは本調査のみに使用

する旨を説明した文書を質問票に同封し、調査

協力への承諾は書面にて同意を得た。また、不

都合が生じた場合には拒否が可能であること、

その際には不利益を被ることのない旨も説明し

た。なお、調査開始前には筑波大学の倫理委員

会で審査を受け、さらに各協力機関の了承を得

て実施した。

結果

１．在宅遷延性意識障害者の実態調査

　調査票は620通郵送し、回答数は314通であっ

た（回収率50.6％）。記載不備等の８通を除外

し306名の分析を行なった。意識障害者の基本

属性を表１に示す。

　性別は男性が175人（57.2％）、女性127人

（41.5％）であり、平均年齢は50.5±25.9歳で

あった。意識障害に至った原因は頭部外傷が

115人（37.6％）、脳血管障害101人（33.0％）

の順に多かった。意識障害に至ってから調査時

までの平均期間は8.1±7.0年であり、在宅療養

期間は平均6.1±5.6年（最長36.1年）だった。

　意識の状態は呼名による反応において外見的
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表１　在宅遷延性意識障害者の基本属性（全体）

人数（％）／Mean ± SD（range）

〈意識障害者〉

性別 男性 175（57.2）

女性 127（41.5）

無回答 4（ 1.3）

原因分類 頭部外傷 115（37.6）

脳血管障害 101（33.0）

その他 88（28.8）

無回答 2（ 0.7）

意識の状態※１ 反応あり 210（68.6）

反応なし 89（29.1）

無回答 7（ 2.3）

呼吸 自然呼吸 181（59.1）

気管切開 122（39.9）

無回答 3（ 1.0）

栄養摂取方法 経口摂取 55（18.0）

経管栄養 246（80.4）

その他 5（ 1.6）

見守り 常時必要なし 164（53.6）

常時必要 132（43.1）

その他 10（ 3.3）

ショートスティ 利用している 109（35.6）

利用なし 149（48.7）

その他 9（ 2.9）

無回答 39（12.8）

年齢（歳） 50.5±25.9（1-97）

意識障害継続期間（年） 8.1±7.0（0.2-48.9）

在宅療養期間（年） 6.1±5.6（0.1-36.1）

〈介護者〉

性別 男性 38（12.4）

女性 264（86.3）

無回答 4（ 1.3）

続柄 親 157（51.3）

配偶者 94（30.7）

子ども 29（ 9.5）

その他 14（ 4.6）

無回答 12（ 3.9）

健康状態 健康 198（64.7）

健康でない 102（33.3）

無回答 6（ 2.0）

年齢（歳） 57.4±11.6（17-85）

介護負担感（BIC-11） 15.9±7.5（0-39）

抑うつ度（SDS） 43.0±10.2（23-73）

※１　意識の状態は呼名による反応の有無を示した
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にまったく変化がみられない人は89人（29.1％）

であった。呼吸機能は気管切開が122人（39.9％）

であり、栄養摂取方法は経管栄養が246人

（80.4％）であった。日常の介護において見守

りが常時必要な意識障害者は132人（43.1％）

だった。ショートステイの利用者は109人

（35.6％）であったが、定期利用者は61人（19.9％）

であった。主介護者は女性が264人（86.3％）

であり、平均年齢は57.4±11.6歳であった。主

介護者は親、配偶者の順に多かった。主介護者

が主観的に感じる健康状態として、「あまり」「まっ

たく」を加算した「健康でない」は102人（33.3％）

であった。介護負担感における多次元介護負担

感尺度（BIC-11）得点は平均15.9±7.5点であり、

自己評価式抑うつ尺度（SDS）は平均43.0±

10.2点であった。

２．若年層と高齢者層の比較

　実態調査結果から18歳以上の278名を対象に

した。18歳以上65歳未満を若年層（n ＝167）、

65歳以上を高齢層（n ＝111）に分類し、ICF

の概念に実態調査の質問項目を当てはめ比較検

討を行った。

１）心身機能・身体構造（表２）

　呼名による反応を意識の状態としたが、若年

層と高齢層に有意な差はみられなかった。呼吸

においては若年層が高齢層に比較して気管切開

が（p ＜0.001）、栄養摂取方法は経管栄養（p

＜0.05）、排泄は膀胱留置カテーテルが高齢層

に多かった（p＜0.05）。

２）活動および参加（表３）

　簡単な命令による反応の有無をコミュニケー

ションとしたが、両者に差は認められなかった。

表２　心身機能・身体構造の比較

n
若年層 高齢層 χ２検定

p値人数（％） 人数（％）

意識の状態※１
反応あり 194 120（73.2） 74（66.7）

0.281
反応なし 81 44（26.8） 37（33.3）

呼吸
自然呼吸 170 90（53.9） 80（73.4）

0.001
気管切開 106 77（46.1） 29（26.6）

栄養摂取方法
経口摂取 49 37（22.7） 12（10.9）

0.015
経管栄養 224 126（77.3） 98（89.1）

排泄
オムツ 246 154（92.8） 92（82.9）

0.018
膀胱留置カテーテル 31 12（ 7.2） 19（17.1）

※１　意識の状態は呼名による反応の有無を示した

表３　活動の比較

n
若年層 高齢層 χ２検定

p値人数（％） 人数（％）

コミュニケーション※１
可能 137 87（53.7） 50（46.7）

0.319
困難 132 75（46.3） 57（53.3）

運動※２
自動運動あり 92 48（28.9） 44（39.6）

0.069
自動運動なし 185 118（71.1） 67（60.4）

※１　コミュニケーションは、瞬きや何らかサインの表出による意思疎通の有無を示した

※２　意識障害者は ADLは全介助の状態にあるが、手足などの動き（自動運動）の有無を示した
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表４　社会参加状況の比較

n
若年層 高齢層 χ２検定

p値人数（％） 人数（％）

移動介護
利用 24 23（13.8） 1（ 0.9）

0.000
利用なし 254 144（86.2） 110（99.1）

デイサービス
利用 56 59（35.3） 28（25.2）

0.086
利用なし 222 108（64.7） 83（74.8）

デイケア
利用 56 13（ 7.8） 8（ 7.2）

1.000
利用なし 222 154（92.2） 103（92.8）

ショートステイ

定期利用 57 32（23.0） 25（25.5）

0.262非定期利用 43 30（21.6） 13（13.3）

利用なし 137 77（55.4） 60（61.2）

運動は自動運動の有無を比較したが有意な差は

みられなかった。一方、参加に関しては移動介

護の利用者24名中23名が若年層であり、高齢層

より有意に多かった（p ＜0.001）。また、デイ

サービス・デイケア、ショートステイにおいて

は差はなかった（表４）。

３）背景因子

　環境因子の人的要因では、主介護者の続柄（p

＜0.001）、主介護者の年齢に有意な差が認めら

れた（p ＜0.001）（表５）。医療・福祉サービ

スの相談者と精神的な支援者の存在がないと回

答した人は若年層に多かった（p ＜0.001）（p

＜0.01）。また、介護の実態として見守りが常

時必要な意識障害者は若年層に多かった（p ＜

0.001）。その他、在宅療養に移行した理由では、

「病院から勧められた」（p ＜0.001）、「転院先

がなかった」（p ＜0.05）、「希望の病院に入院

できなかった」（p ＜0.05）、「病院のケアは十

分でない」（p ＜0.05）は若年層に、「病院の費

用が高い」は高齢層に多かった（p ＜0.05）。

介護負担感に差はないものの、SDS 得点は若

年層の主介護者が高かった（p ＜0.05）。社会

的要因では、訪問看護の利用回数、家計負担に

は差はなかった（表６）。在宅介護が継続でき

た要因として、「意識障害者の存在に支えられた」

（p ＜0.001）、「家族の協力体制があった」（p

＜0.05）、「わずかでも回復の徴候が認められた」

（p ＜0.001）は若年層の主介護者に多く、「専

門職に相談できた」（p＜0.05）は高齢層に多かっ

た。

　個人因子では、意識障害者は若年層では男性

が多く（p ＜0.001）、意識障害に至った原因は

若年層と高齢層に相違が認められた（p＜0.001）

（表７）。また意識障害の持続期間と在宅療養

期間は高齢層に比べて若年層が長かった（p ＜

0.001）（p＜0.01）。

考察

１．ICF における意識障害のモデルについて

　意識障害者の障害像として以下のことが考え

られた。意思疎通が微細であり ADL も全介助

という状況ながら二次的合併症等の発症はなく

健康状態は安定している。「身体機能・心身構造」

として、意識の状態は呼名による反応から、認

知機能に障害があるものの約７割は呼名により

表情等のなんらかの反応がみられている。一方

で気管切開が39.9％、経管栄養80.4％であり、

医療的ケアが必要な人が多かった。「活動」は

地域での生活が可能であり、呼吸・循環機能は

維持されている。コミュニケーションの方法は

表情の変化や指の動き等の微細な反応ではある

ものの、51.0％はなんらかのサインの表出が可

能である。しかしながら「参加」においては、

ショートステイの全体の利用率は35.6％である



- 57 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

表５　環境因子の比較（人的要因）

n
若年層 高齢層 χ２検定

p値人数（％） 人数（％）

主介護者の続柄

親 130 118（72.8） 12（13.3）

0.000配偶者 93 42（25.9） 51（56.7）

子ども 29 2（ 1.2） 27（30.0）

健康状態
健康 175 104（63.4） 71（65.7）

0.796
健康でない 97 60（36.6） 37（34.3）

医療・福祉ｻｰﾋﾞｽの相談者
あり 250 141（84.4） 109（98.2）

0.000
なし 28 26（15.6） 2（ 1.8）

精神的な支援者
あり 240 136（81.4） 104（93.7）

0.004
なし 38 31（18.6） 7（ 6.3）

見守り
常時必要なし 168 43（26.1） 62（57.4）

0.000
常時必要 105 122（73.9） 46（42.6）

[ 在宅介護への移行要因 ]

家族で介護したいと思った
はい 205 120（71.9） 85（77.6）

0.407
いいえ 73 47（28.1） 26（23.4）

病院から勧められた
はい 70 56（33.5） 14（12.6）

0.000
いいえ 208 111（66.5） 97（87.4）

転院先がなかった
はい 59 43（25.7） 16（14.4）

0.025
いいえ 219 124（74.3） 95（85.6）

希望の病院に入院できなかった
はい 30 23（13.8） 7（ 6.3）

0.051
いいえ 248 144（86.2） 104（93.7）

病院のケアは十分でない
はい 194 59（35.3） 25（22.5）

0.024
いいえ 84 108（64.7） 86（77.5）

病院の費用が高い
はい 40 17（10.2） 23（20.7）

0.022
いいえ 238 150（89.8） 88（79.3）

転院を繰り返したくない
はい 63 43（25.7） 20（18.0）

0.145
いいえ 215 124（74.3） 91（82.0）

n
若年層 高齢層 Mann-

Whitney検定
p値中央値（Min-Max） 中央値（Min-Max）

介護者年齢（歳） 273 57.0（24-82） 64.0（17-85） 0.000

介護負担感（BIC-11） 275 14.0（0-32） 13.0（0-36） 0.133

抑うつ度（SDS） 214 43.0（19-68） 39.0（10-69） 0.020

が定期利用者は19.9％、移動介護は8.2％、デ

イケアは8.6％であり社会参加は十分になされ

ていない。その背景として環境因子から主介護

者の多くが女性であり、平均年齢が57.4歳と高

いことが外出等の社会参加に影響しているので

はないかと考える。主介護者の続柄は母、妻の

順に多かった、本調査では若年者が多いことか

ら主介護者は母が多かったのではないかと思わ

れる。また、訪問看護を利用していない人や訪

問入浴の利用者が約半数であることや、専門職

における医療・福祉サービスの相談者がいない

人が20.1％、精神的な支援者がいない人は
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表６　環境因子の比較（社会的要因）

n
若年層 高齢層 χ２検定

p値人数（％） 人数（％）

介護費用における家計負担
負担あり 182 104（66.7） 78（73.6）

0.275
負担なし 80 52（33.3） 28（26.4）

[ 在宅介護への移行理由 ]

意識障害者の存在に支えられた
はい 194 139（83.2） 55（49.5）

0.000
いいえ 84 28（16.8） 56（50.5）

家族の協力体制があった
はい 156 103（61.7） 53（47.7）

0.026
いいえ 122 64（38.3） 58（52.3）

専門職に相談できた
はい 144 77（46.1） 67（60.4）

0.021
いいえ 134 90（53.9） 44（39.6）

わずかでも回復の徴候が認められた
はい 101 79（47.3） 22（19.8）

0.000
いいえ 177 88（52.7） 89（80.2）

とにかく介護しなければならなかった
はい 154 89（53.3） 65（58.6）

0.392
いいえ 124 78（46.7） 46（41.4）

医療・福祉サービスが利用できた
はい 157 90（53.9） 67（60.4）

0.324
いいえ 121 77（46.1） 44（39.6）

n
若年層 高齢層 Mann-

Whitney検定
p値中央値（Min-Max） 中央値（Min-Max）

訪問看護（回数／月） 223 5.0（1-20） 4.0（1-24） 0.921

訪問入浴（回数／月） 128 4.5（2-28） 4.0（1-16） 0.240

表７　個人因子の比較

n
若年層 高齢層 χ２検定

p値人数（％） 人数（％）

性別
男性 157 115（68.9） 42（38.5）

0.000
女性 119 52（31.1） 67（61.5）

意識障害に至った原因

頭部外傷 105 94（57.0） 11（ 9.9）

0.000脳血管障害 99 28（17.0） 71（64.0）

その他 72 43（26.0） 29（26.1）

n
若年層 高齢層 Mann-

Whitney検定
p値中央値（Min-Max） 中央値（Min-Max）

発症時の年齢（歳） 273 24.0（0-62） 73.0（39-93） 0.000

意識障害の持続期間（月） 268 99.0（7-572） 54.0（2-587） 0.000

在宅療養期間（月） 266 73.0（1-332） 47.0（1-443） 0.006

24.7％であることからも、専門職からの支援が

少ない状況下で介護を行なっている介護者の存

在が明らかになった。その理由として、意識障

害者は40歳以上の脳血管障害では介護保険法が
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適用されるが、若年層の多くは障害者自立支援

法を利用していることが関連しているのではな

いかと思われる。つまり介護保険法ではケアマ

ネジャーが医療・福祉サービスの相談を行なう

が、障害者自立支援法では制度やサービス等の

相談者がいない。さらに「社会的要因」では、

訪問看護の利用者は78.8％、訪問入浴は43.8％

であり、医療依存度が高く ADL 全介助の意識

障害者でもそれらのサービスを利用していない

人がいたことからも、医療・福祉サービスが効

果的に利用されていないことが推測された。一

方、経済的に負担感があると回答した人が

65.0％であったことからも、意識障害者に経済

的な問題が生じている可能性が高いのではない

かと思われた。

２．若年層と高齢層の比較

１）「心身機能・身体構造」「活動」「参加」に

ついて

　「心身機能・身体構造」に関しては、若年層

と高齢層において意識の状態は変わらないもの

の、若年層では気管切開、高齢層は経管栄養が

多かった。これは気管切開を行なっている高齢

層は重症度が高く病院に入院している人が多い

ことや、誤嚥性肺炎の予防のために経管栄養を

実施している率が高いのではないかと思われた。

いずれにしても疾患の重症度のみならず、加齢

に伴う身体機能の低下があることが若年層との

相違であるのはないかと考える。「活動」にお

いては、意思疎通の状況や運動機能に差はなかっ

た。しかし、「参加」に関してはデイケア・デ

イサービス、ショートステイの利用率に差はな

かったものの、移動介護の利用者24名中23名が

若年層であった。移動介護は外出を行なうため

のサービスであるが、若年層の意識障害者では

介護者が外出させてあげたいという希望が強い

のではないかと考える。本調査ではデイサービ

ス・デイケア、ショートステイの利用率に差は

みられなかったが、それらのサービス利用に関

しては障害者自立支援法では利用可能な施設数

が少ないことや気管切開や経管栄養など医療依

存度が高い場合には利用できないという意見も

聞かれた。本調査では若年層の34名が介護保険

法の利用者であったが、制度別においては介護

保険法と障害者自立支援法との間に利用率の差

が生じる可能性がある。今後はサービス利用に

関する制度における違いについての分析が必要

であると考える。

　在宅の意識障害者は社会参加をいかに確保で

きるかが在宅生活の継続と質的向上に向けての

重要な課題である。意識障害者の社会参加は、

場所（空間）の移動や周囲の人が変わるという

環境的な変化が脳への刺激となることからも重

要である。また人間の尊厳を護る上でも、活動

（社会参加）が阻まれることのないような支援

体制が必要である。

２）背景因子について

　「環境因子」のなかでも人的要因をみれば、

若年層に相談者、精神的な支援者が少なかった

が、若年層・高齢層の両群間において介護負担

感や SDSの差はなかった。しかし、SDS得点（範

囲20-80点）は40点以上で軽度抑うつ性がある

といわれ、若年層の介護者は43点だったことか

ら、ケアマネジャーのいない障害者自立支援法

では医療・福祉サービスの相談やサポートに対

する対策が必要であると考える。一方、見守り

の実態として常にそばにいる必要があるのは若

年層に多かった。若年層は気管切開の実施率が

高く、吸引の必要性から常に見守る必要がある

のではないかと考える。在宅へ移行した理由に

ついては、病院からの勧めや転院先がないこと

は若年層に多く、入院費用が高いと回答した人

は高齢層に多かった。経済的な問題では主観的

に負担感があるのは若年層では66.7％、高齢層

は73.6％であった。1975年の調査では経済的な

問題について療養期間の延長とともに経済破綻

のおそれがあることや９）、1985年には経済的な

困窮状態は47.6％を占めている10）と報告されて

いる。本調査では若年層、高齢層の両群とも家

計に占める総介護費用に関して負担があると回

答した人が約７割いたことから、意識障害者の
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経済的な問題については今後検討する必要があ

るだろう。

結論

　本研究は、在宅の意識障害者を対象に実施し

た実態調査結果を基に障害の全体像を把握する

こと、そして若年層と高齢層の障害者ならびに

介護の実態についての比較検討を行った。

１．意識障害者の全体像として、意思疎通が微

細であり ADL も全介助という状況ながら

健康状態は安定していた。気管切開や経管

栄養等医療依存度が高く、ADL は全介助

であるが呼吸・循環状態は維持されている。

デイケアやショートステイなどの社会参加

は少ない理由として、主介護者が女性であ

り平均年齢が高いこと、また介護保険法と

障害者自立支援法ではサービス利用に相違

があるのではないかと考えられた。また、

医療・福祉サービスを有効に活用されてい

ないことや経済的な問題が推測された。

２．気管切開は若年層に多く、経管栄養は高齢

層に多かった。意識の状態や医療・福祉サー

ビスに差はないものの、若年層は高齢層と

比較して見守りが常時必要な人が多いが介

護負担感や抑うつ性に差は認められなかっ

た。また、若年層、高齢層ともに経済的な

問題が生じている可能性が示唆された。
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Characteristics of and caregiving for patients in prolonged coma in terms of the ICF 

concept: Comparison between the younger and older generation

Kikue Hidaka, Yoko Matsuda, Katsuko Kamiya

Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba

1. Objective: We aimed to gain an overview of patients in prolonged coma from 

the study results on patients receiving home care, and to compare the conditions and 

home care situations of young and old patients. 2. Methods: An overview of patients 

in prolonged coma was obtained from the results of a 2007 survey according to the 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) concept. This 

study included 278 subjects aged 18 years or more, and divided into groups of younger 

(18-64 years) and older patients (65 years or more). 3. Results and Discussion: Patient 

in prolonged coma had difficulty communicating and required complete assistance 

with activities of daily living (ADL) and medical care. Furthermore, the results 

suggested that patients had little opportunity to participate in community activities, 

could not make the most of medical and welfare services and faced economic 

problems. The comparison between the younger and older patient groups suggested 

that the majority of the young patients were more likely to need supervision all day 

long, whereas the older patients were more likely to have economic problems.
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Ⅰ．はじめに

　遷延性意識障害とは、脳損傷後に生命維持に

必要な機能は維持されているが周囲との意思疎

通が制限された状態であり、1972年に Jannett 

and Plum により提唱された１）。意識障害者の

転帰として、1972年に鈴木らは２）意識障害者

298例の意識障害の持続期間は１年未満が多く

１年以上は42.6％、1984年に中沢らは３）2,021

例中３年以上は17.0％と報告している。2007年

の調査では入院患者177例中３年以上経過して

いた意識障害者は59.3％を占めていた４）。わが

国ではいまだ意識障害者数は明らかにされてい

ないが、医療技術の進展に伴い意識障害者にお

いても長期生存が可能になったと考えられる。

しかし、意思疎通が困難であり、日常生活行動

に全介助を要する意識障害者においては社会参

加の機会は少ない。

　意識障害者における社会参加とは、第一に車

椅子やストレッチャーで戸外に出ることからは

じまり、学童期では特別支援学校への通学、成

人ではデイケアへの参加等が含まれる。国際生

活機能分類（International Classification of 

Functioning, Disability and Health：ICF）

では、生活者として障害者の社会参加を謳って

おり、また意識障害者においての社会参加は環

境の変化や新たな人との交流が脳への刺激とな

ることからも治療的なアプローチという意義も

ある。しかしながら、自宅から戸外に出るのに

全介助が必要であることから、家族介護者以外

の支援が必要となる。そこで、本研究では継続

的に調査を実施してきた意識障害者の事例から

意識障害者の社会参加について、また福祉専門

職の支援のあり方について検討することを目的

とした。

Ⅱ．研究方法

１．対象および方法

　脳外傷後の意識障害者（Ａ氏）とその家族を

対象に、2001年から2009年までに継続的に実施

してきた調査およびインタビュー結果をもとに

質的記述的な分析を行なった。

［論文］

医療福祉制度の変遷とともに生きてきた

在宅遷延性意識障害者と介護者の22年の軌跡

―社会参加と支援―

松　田　陽　子＊　　  　　　　

日　高　紀久江＊＊　  　　　　

Key words：遷延性意識障害，学齢期，介護者，医療福祉制度，ケアマネジメント

　＊Yoko Matsuda：筑波大学大学院人間総合科学研究科 博士課程
＊＊Kikue Hidaka：筑波大学大学院人間総合科学研究科
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２．事例の概要

年齢　32歳女性、交通事故による脳外傷。

意識障害発症時から現在までの経過

　1989年（11歳時）に、Ａ氏は学習塾からの帰

宅時に母とともに犬を連れて歩いていた。当日

はクリスマスの夕方であり、Ａ氏が犬を追った

一瞬にトラックが追突してきた。Ａ氏は救急搬

送された病院において、CT 撮影後に脳損傷が

重度であり治療法がないと医師から説明を受け

た。しかし、病院の対応を不信に感じた家族は、

この病院では死なせたくないという思いから翌

朝知人を頼りに他の病院へ転院した。転院先で

は脳低体温療法を実施し、19日間の治療後に再

度転院した。以後１年４ヵ月の間で７ヵ所の病

院を転院した後に、1991年３月在宅介護へ移行

した。その後17年間地域で生活していたが、

2007年11月に誤嚥性肺炎を発症し入院した。以

後身体状態が復調せず2008年10月胃瘻を造設し

た。そして、介護者の体調不良により在宅介護

継続の困難な状況が生じ、2009年１月に重度心

身障害児（者）施設に入所した。

家族構成　現在は父親と母親で暮らしている。

兄二人は独立している（別世帯）。

主介護者　母親

現在の状態（ICFの概念に基づいた全体像）５）６）

（図１）。

①「心身機能・身体構造」呼名により視線向け

がある。周囲の状況に対して表情の変化が認

められるが発語はない。気管切開はなく吸引

の必要はない。栄養摂取は胃瘻から行なって

いるが、現在はプリン等を摂取できるように

なった。

②「活動」呼吸・循環機能は維持している。コ

ミュニケーションは質問に対して瞬きでの返

答が可能である。手指の自動運動はあるが自

力で移動はできない。ADL は全介助が必要

である。現在は施設内でのレクレーションに

参加している。

③「参加」在宅での生活を17年間行ない、現在

重度心身障害児（者）施設に入所中である。

週一度必ず両親のもとに外泊（１泊２日）し

ている。

④「背景因子」

（環境因子）主介護者は両親（父67歳、母65歳）

である。長期間の在宅介護により母親の心身

の疲労が蓄積し、重度心身障害児（者）施設

に入所中である。施設のケアは十分でないと

いう評価から、両親は週６日自家用車で片道

図１　ICF の概念でみるＡ氏の状態

健康状態

交通事故による脳損傷（認知機能・コミュニケーションの障害）
生命に関わる二次的合併症等の発症はない

健康状態

重度心身障害児（者）施設に入所中意識: 呼名により視線向けあり

周囲 状況に対して表情 変化あり

心身機能・身体構造

意思疎通: 瞬きで返答する

運動 A は全介助

活 動 参 加

週1回外泊（自宅へ）周囲の状況に対して表情の変化あり

発語はない

呼吸: 自然呼吸

栄養: 経管栄養（胃瘻）

プリンなど楽しみ程度の経口摂取

運動：ADLは全介助

手指に自動運動あり

呼吸・循環機能は維持されている
施設内でのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝに参加している

環境因子 個人因子

主な介護者は両親（父67歳，母65歳）
週6日施設へ行き，口腔ケアや嚥下訓練，
腹臥位，施設外へ散歩している
両親は2人で暮らしている

環境因子

発症原因: 交通事故による頭部外傷
現在32歳
発症から22年経過
3人暮らし

個人因子



- 65 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

約１時間かけて施設へ行き、口腔ケアや嚥下

訓練、腹臥位、散歩などのケアを行なってい

る。Ａ氏の兄弟は自立し、現在は両親二人で

生活している。

（個人因子）11歳時に意識障害が発症し、13歳

のときに自宅に戻った。身体障害者手帳１級、

療育手帳Ａは発症から約１年後に取得した。

自宅での生活から一年後（中学２年次）に養

護学校（現特別支援学校）へ通学し18歳で高

等部を卒業した。現在32歳であり、意識障害

発症後22年経過している。

３．倫理的配慮

　研究の対象者には、調査の主旨、匿名性・守

秘義務の遵守、調査報告後のデータ処理方法、

そしてデータは本調査のみに使用する旨を詳細

に説明し、書面にて同意を得た。意識障害者は

意思の表出が困難であるため代諾者として主介

護者（家族）から同意を得た。また、不都合が

生じた場合には途中で拒否が可能であること、

その際に不利益を被ることのない旨も説明した。

研究は倫理委員会での審査を受けた後に実施し

た。なお、本研究の対象である意識障害者なら

びに介護者には、本稿への事例の掲示と記載内

容について承諾を得ている。

Ⅲ．結果

　2000年の介護保険法に始まり、2003年の支援

費制度、2007年の障害者自立支援法など、福祉

制度の変遷はＡ氏と家族の社会支援に影響を与

えていたのではないかと考える。そこで、それ

らの福祉制度の変遷を軸にＡ氏と家族の社会参

加と専門職の支援のあり方について分析した。

なお、本研究では2001年から継続に実施してき

た研究結果に基づき、Ａ氏の介護者へのインタ

ビューによる調査内容と質問紙調査の内容を併

せて記載する。

１．意識障害者を対象にした調査の概要

　在宅で療養している意識障害者を対象に、

2001～2009年に計５回実施した。調査方法およ

び内容に関しては表１を参照とする。Ａ氏と介

護者は全ての調査対象になっていた。

２．Ａ氏の家族の社会参加の経過

　意識障害の発症後から22年の経過について、

発症から支援費制度までを第一期、支援費制度

の期間を第二期、そして障害者自立支援法から

現在までを第三期に分類した。措置制度、支援

費制度、そして障害者自立支援法の財源やサー

ビス内容等に関しては表２を参照とする。

１）第一期（1989年発症～2003年支援費制度ま

で）

　発症時の状態について、介護者は以下のよう

に語った。

母：12月25日に事故にあって、最初病院へ運

ばれたとき意識が全然なくて、CT 撮っ

たらもう脳が９割かなんか駄目でそのま

ま放置されていたという感じ。もう「打

つ手がない」って言われて、そのとき体

に外傷はなかったけどみるみるうちに全

身が腫れ上がっていて置かれていた。呼

吸はしていましたね。この病院では駄目

表１　意識障害者における継続的な調査

年 調査方法・内容

2001 実態調査（自宅訪問による意識障害者の観察と介護者へのインタビュー）

2003 質問紙調査（介護の現状の把握、支援費制度の利用実態を含む・一部訪問）

2005 インタビュー調査（意識障害者の存在と介護者の関係性）

2007 質問紙調査調査（介護の現状の把握、障害者自立支援法の利用実態を含む）

2009 インタビュー調査（在宅介護支援の実際、介護者の心情）
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表２　障害福祉制度の変遷

措置制度 支援費制度 障害者自立支援法

財源

全額税金

（国と地方公共団体の事

務と財政分担の整理変遷）

全額税金（国1/2、都道府県

1/4、市町村1/4）

全額税金（国1/2、都道府県

1/4、市町村1/4）

サービス

生存のための最低保障；

救貧が出発

居宅；ホームヘルプ、デイ

サービス、ショートステイ、

知的障害者グループホーム

介護給付；居宅介護、重度訪

問介護、行動援護、療養介護、

生活介護、児童デイサービス、

短期入所、重度障害者等包括

支援、共同生活介護、施設入

所支援（法第５条）

都道府県の地域生活支援事業

（法第78条）

市町村の地域生活支援事業・

市町村障害福祉計画（法第88

条）

障害福祉計画

①基本方針；法第87条

②市町村；法第88条

③都道府県；法第89条

サービスの選択 行政処分

措置から契約；

①サービスを選択し、サービ

スごとに支給申請

②利用者とサービス事業所の

契約

契約；

①サービスを選択し、サービ

スごとに支給申請

②利用者とサービス事業所の

契約

支給決定 行政処分
勘案事項をもとに、区市町村

が決定

障害程度区分（障害者の心身

の状況）の導入（法第21条）

ケアマネジメント 実態は不詳
制度外で障害者ケアマネジメ

ント従事者が手法を活用

制度外で障害者ケアマネジメ

ント従事者が手法を活用

利用者 福祉法対象者 身体・知的障害者（児）
身体障害者、知的障害者、精

神障害者（法第４条）

負担 扶養義務の範囲で負担
利用者が所得に応じて支払う

応能負担

利用者が所得に応じて支払う

応能負担

事業費
措置権者（都道府県ない

し市町村）
区市町村が支援費基準決定 区市町村が支給基準決定

実施

・「GHQ 社会救済に関

する覚書」（1946年）

・（旧）生活保護法から

の変遷

2003（平成15）年４月１日 2006（平成18）年４月１日

だと思い、親戚がいた病院に翌朝移りま

した。命が大丈夫って思ったのは（受傷

から）５か月ぐらいしてからですね。心

配でしたずっと・・。最初の病院にいた

らもうそこで駄目だったろうと思います。

出るとき（転院するとき）は「保証でき

ない」と止められたけど、「もし駄目で

もここでは死なせられない」っていう思
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いでした。「この子が死んだら生きてい

けない」と思いながら日々介護していま

した。

　意識障害者は救急医療の場で「命は助からな

いかもしれない」という告知をされていること

が多いが、本事例でも同様であった。その後、

身体障害者手帳の取得時には障害受容に関する

問題が生じた。身体障害者手帳を取得すると制

度の活用が可能になると医療者から助言があっ

たが母は受け入れられなかった。しかし市の担

当者から「良くなったら返したらいいよ」との

言葉を聞いて気持ちが楽になったといっている。

受傷約１年後に身体障害者手帳１級を取得し療

育手帳Ａの判定を受けた。それらの手帳は重度

心身障害者医療費助成制度に連動した。Ａ氏は

リハビリテーション実施後に車椅子で過ごせる

ようになり、受傷１年４ヵ月後の1991年３月に

在宅療養へ移行した。当時は各自治体に全身性

障害者介護人派遣制度事業があったものの、Ａ

氏は18歳以下であることから適用されなかった。

したがって、介護者である両親が日常の介護全

般を担っていた。Ａ氏は日常生活行動がすべて

全介助なため、両親は自費で介護者を雇用した。

　在宅生活後のはじめての社会参加は、1992年

の養護学校への通学であった。介護者が養護学

校への通学を選択したのは、移動することが環

境の変化となり脳への刺激になるではないかと

思ったからだった。養護学校への通学はタクシー

を利用し、ボランティアがいないときは居住地

の障害福祉課長が乗車介助の支援をしてくれた。

社会参加の場である養護学校は、教員によるマ

ンツーマンの教育であり、表情の変化や身体の

安定が得られた。高校３年時には教育の継続を

求め、両親が障害者対象の大学（短期大学）を

作って欲しいと県の教育委員会に嘆願したほど

教育および治療的アプローチは効果があった。

　養護学校卒業後は週１回のデイケアが唯一の

社会参加の場になった。2000年４月に介護保険

法が施行されたが、Ａ氏には適用されない制度

であった。それでも両親はＡ氏の意識回復を期

待して、トランポリンによる音楽運動療法など

を積極的に試みた。

２）第二期（2003年支援費制度～2006年障害者

自立支援法まで）

　2003年に支援費制度が導入され、居住人口30

万人市の地域に障害者のデイサービス（１ヵ所）

が開設された。25歳になったＡ氏は障害者デイ

サービスの通所利用を始め、週３回のデイサー

ビスにより社会参加の場を得ることができた。

加えて支援費制度ではホームヘルプとして家事

援助、移動介護を含め月40時間提供されるよう

になった。さらに、翌年は身体介護、移動介護

が各40時間／月、30時間／月に利用時間数が増

加した。また、訪問看護や訪問リハビリが医療

保険で提供され、はじめて公的サービスが導入

した。支援費制度により、地域にデイサービス

ができたこと、そしてＡ氏が同年代の人と交流

できたことを介護者は喜んでいた。

３）第三期（2006年障害者自立支援法から2010

年現在まで）

　障害者自立支援法は2006年に施行され、Ａ氏

は28歳であった。Ａ氏の場合、ホームヘルプの

時間数は増加したが、移動介護や訪問入浴の回

数は減少した。それらのサービス内容および時

間数はすべて介護者がケアマネジメントを行い

調整していた。発症から18年経過していたが、

デイサービスは継続していた。身体介護のホー

ムヘルプも130時間／月支給され、午前と午後

に各２時間、月曜から金曜日まで確保されてい

た。しかし、障害者自立支援法が施行された翌

年の調査では、介護生活が長期になると在宅だ

けでは介護は難しい、安心して預けられるショー

トステイが欲しいと記載していた。

　2007年11月に誤嚥性肺炎の疑いで入院し、胃

瘻造設後に胃瘻の脱落により腹膜炎を併発し手

術を行った。そして2009年１月には介護者の体

調不良により、Ａ氏は重度心身障害児（者）施

設に入所した。17年間の在宅介護、入院中の介

護、そして退院後の在宅介護により介護者は疲
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労の蓄積により、心身ともに極限な状態であっ

た。介護における心身の負担に関して、介護者

は居住している市の障害福祉課へ書面で直訴し

た。同市では重度障害者は、障害者自立支援法

の許可された介護給付内であれば入院中でもヘ

ルパー派遣を許可し、2008年12月から市の単独

事業「地域生活支援事業」において施行された。

　現在Ａ氏は施設に入所中であるが、週６日は

家族が片道約１時間かけて通っている。施設の

ケアを受けながらも両親は口腔ケア、端座位、

腹臥位、また車椅子での散歩等を行なっている。

施設ではリハビリテーションが十分でなく、Ａ

氏の上肢の関節拘縮は強くなっているが、今は

生活に楽しみを見出すことを目標にしている。

2009年の調査時に娘への思いについて以下のよ

うに語った。

母：親が望むことは、「生まれてきてよかった。

せっかく助かった命なので、生きていて

よかったと思える人生を送らせたい。」

現在も施設に通う以外に週一度は自宅へ

外泊させているが、いつかまた自宅で看

たいと思っている。

　施設に入所しながらも介護者はＡ氏の社会参

加を積極的に行っている。生活に楽しみを見出

すため、Ａ氏が好きだった SMAP のコンサー

トへ連れていった。緊急時の事態に備え父と兄

はコンサート会場の隣接施設で待機していた。

Ａ氏は楽しそうな顔をしていたと語った。

Ⅴ．考察

１．第一期における問題について

　Ａ氏と介護者の22年の経過をライフステージ

に準じて、図２に示した。Ａ氏が意識障害発症

後に在宅療養へ移行した1991年当時は、社会福

祉は措置の時代であり利用可能な社会資源が乏

しかった。わが国では1990年から「高齢者にお

ける10ヵ年戦略」がスタートし、本格的な社会

福祉の改革が始まった時代でもある。この頃の

意識障害者を対象にした救済策は、重度心身障

害者医療費助成制度や年金、社会手当等だった。

重度心身障害者医療費助成制度は、1970年代の

意識障害に関する疫学調査後にできた制度であ

り経済的救済を目的にしていた。1972年に神奈

川県、山梨県、長野県などからはじまり、1974

年に東京へと連鎖的に全国展開された。国が関

与せず、都道府県および市町村が遂行するとい

う特徴があり、医療費の助成を主としている。

Ａ氏も重度心身障害者医療費助成制度を利用し

ていたが、具体的にホームヘルプ等のサービス

図２　Ａ氏と介護者のライフステージ
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はなかったので、両親の介護負担は多大であっ

たと考える。

　社会参加という側面では、学齢期であるＡ氏

には養護学校が唯一の場であった。しかし、教

育には期限があり高校卒業後は週一度のデイサー

ビスのみになってしまった。本来教育の修了は

喜ばしいことであるが、障害者においては社会

参加という意味を兼ねているため、その後の社

会参加の機会をいかに継続するかが問題となる。

実際に卒業後は週一回のデイケア（通院リハビ

リテーション）に通っていたが、Ａ氏が通える

場所は医療のリハビリテーションを行なうデイ

ケアのみであった。当時は地域で生活する重度

障害者数が少なかったのではないかと思われる

ことから、意識障害者の社会参加という概念自

体が欠如していたのではないかと考える。

　さらに、Ａ氏の事例ではソーシャルワーカー

との関わりが希薄であった。交通事故のように

突発的な状況においては、本人のみならず家族

の障害受容が困難である。Ａ氏の場合にも法的

な手続きを実施する際に家族は障害と向き合わ

なければならなかった。障害の受容には時間も

必要であるが、家族における相談者の存在が必

要である。時代も異なるため現在の状況と比較

することはできないが、家族の状況を理解し代

弁者と成り得る専門職の存在、とりわけ医療機

関においてはソーシャルワーカーとの関わりは

必要不可欠であると考える。

２．第二期・第三期について

　社会福祉の措置制度は契約制度へ移行し、Ａ

氏の場合ヘルパーの派遣が週20時間提供され、

翌年には40時間に増加した。また、デイサービ

スという新たな社会参加が可能になった。2003

年の調査７）では、意識障害者の介護者を対象に

支援費制度導入後の介護負担感の変化について

質問した結果、「軽減した」は43.6％、「変化な

し」が51.3％であった。Ａ氏の場合、介護者は

軽減したと回答していたが、その一方でオムツ

交換や体位変換を実施してくれる夜間・休日の

公的ケアが欲しいといっていた。つまり、社会

参加としてのデイサービスはよかったものの、

日常の介護自体の負担感に変化はなかったので

はないかと考える。また、当時は保健師が専門

職として支援していた。

　さらに2006年の障害者自立支援法では、Ａ氏

の場合ヘルパー派遣は支援費制度開始時に比較

して3.5倍に増加した。障害者自立支援法につ

いて母親は、介護負担における変化はなく、一

部負担金が増加したことが負担であると回答し

ている。制度の変遷によりホームヘルプの時間

数が増えても、介護の継続という観点では負担

感の軽減にはつながっていなかった。

　介護負担に関しては、2003年の質問紙調査で

は、介護者は意思疎通が図れないこと、食事介

助に１時間～1.5時間／回を要すること、３時

間毎の体位交換やおむつ交換が困難であると回

答していた。全体の経過を見れば2003年の時点

で発症後すでに15年たっており、その時点で介

護による疲労が蓄積されていたのではないかと

思われる。実際に体調不良となり在宅介護が困

難になったのは2009年であるが、長期間の介護

における心身の疲労は予測可能であったと考え

る。支援費制度、障害者自立支援法は制度施行

以前に比較すれば多くの社会サービスが提供さ

れた。しかしながら、両制度において制度の内

容に関する情報収集から社会サービスの種類、

そしてマネジメントと申請まですべて家族が実

施していた。支援費制度、障害者自立支援法で

はケアマネジメントは家族の役割になっている

が、Ａ氏の事例においても継続的に専門職が関

わっていれば、介護者の心身の疲労が蓄積され

る前に介護負担の軽減が図れたのではないかと

考える。意識障害者を看ながら行政に出向くこ

とは大変な労力であり、障害者自立支援法にお

いてはケアマネジャーのようなマネジメントを

行なう専門職がいないことが問題である。医療

機関を離れた障害者はソーシャルワーカーの対

象でなくなるが、現行の障害者自立支援法にお

けるケアマネジメント機能を福祉の専門職がど

のように保障するかが今後の課題である。

　また、2007年の質問紙調査８）から、障害者自
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立支援法の利用者は介護保険法に比べてデイサー

ビスやショートステイの利用日数が少ないこと

が明らかになった。その理由として、若年層が

多い障害者自立支援法では気管切開や経管栄養

を実施していると受け入れ施設が少ないという

ことだった９）。意識障害は年齢や発症原因によ

り利用できる制度が異なる。65歳以上は介護保

険法であるが、40歳以上で脳血管障害等の特定

疾病であれば介護保険法の適用になるが、同じ

年齢でも転落による意識障害者であれば障害者

自立支援法になる。さらに、交通事故の場合に

は自動車事故対策機構からの援助があり、在宅

における介護費用や専門施設、そして全国で数

箇所ではあるがショートステイ用の病床数が確

保されている。それらのことから、福祉におけ

る法の下でも平等という観点では問題点が多い。

　意思疎通が困難であり、ADLに全介助を要す

る意識障害者においては、生活するために社会

保障や社会福祉制度は必要不可欠である10）11）12）。

しかしながら、本事例のように若年層の障害者

が長期生存するようになった昨今、障害者の成

長発達段階や家族の介護状況のライフステージ

に併せたケアマネジメントと介護を継続するた

めの方策が必要なのではないかと思われる。

Ⅵ．結論

　本研究では継続的に調査を実施してきた意識

障害者の事例から意識障害者の社会参加につい

て分析し、福祉専門職の支援のあり方について

検討することを目的とした。意識障害の発症か

ら現在までを三期に分類し分析を行った結果、

制度の変遷に伴い社会サービス内容や時間数が

変化していた。しかし、意識障害者は福祉法への

位置付けがなく、社会の認知度も低いように思

われる。また障害者自立支援法ではケアマネジ

メントはすべて家族が行っていたが、意識障害

の発症から福祉に関する専門職種の関わりが少

ないことが問題であり、若年の障害者に対する

福祉専門職のケアマネジメントの実施と継続は、

障害者自立支援法における今後の課題である。
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Twenty-two-year record of a patient with persistent disturbance of consciousness 

and their caregivers through periods of change in the medical and welfare systems

Yoko Matsuda, Kikue Hidaka

Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba

1. Objective: Recent changes in the medical and welfare systems have had a big 

effect on community-dwelling persons with disabilities and their caregivers. We 

examined the effects of such changes in the systems on patients with disabilities and 

their families by analyzing the 22-year record of a patient with persistent disturbance 

of consciousness under home care, and her family. 2. Methods: A qualitative study of 

the course of a person with disability and her caregivers was performed on the results 

from the year 2001 study. 3. Result and Discussion: Twenty-two years were divided 

into 3 periods: before the support allowance system was established in 2003; during 

the period of application of the support allowance system; and after the enactment of 

the Services and Support for Persons with Disabilities Act. The content of social 

services and the number of hours delivered by these services changed as the system 

changed, but the family members always managed these changes. This patient had 

only a few opportunities to obtain assistance from welfare specialists since the onset 

of impaired consciousness, and this became a significant problem. The authors 

recommend for future consideration to establish long-term care plans for management 

of younger patients by welfare specialists.
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Ⅰ．研究の目的・背景

　医療機関にソーシャルワーカー（以下 SWr）

の必置義務はなく、各医療機関の任意によって

配置されるが、病院経営が医療制度改革の影響

を強く受け（田中，2008）、2000年以降、医療

機関に配置される SW は急激に増加している。

しかし、医療機関が組織として SWr に期待す

るものは、「地域レベルでとらえた機能分化・

地域連携による円滑な患者の移動」である（田

中，2008）。「退院支援で燃え尽きてしまい、個々

の事例に対するミクロレベルの院内活動に終始

せざるを得ない」（田中，2008）など、組織か

らの平均在院日数短縮の締め付けとクライエン

トの生活の維持や希望の実現との間のジレンマ

に関するものなど、組織と SWの関係において

マイナスの側面に関する言及が多い。

　一方で、医療機関には患者に必要な医療を提

供するという社会的責任がある（川渕，2004；

広井，2004；二木，2004）。SWr の業務は、二

次的機能として、心理社会的側面から患者の受

診受療援助、退院援助などを行い、患者がより

よい環境で治療・療養し、社会生活を再構築す

るために重要な役割を担っている。さらに、そ

れだけに留まることなく、「組織全体として提

供している医療のあり様が公共の福祉や患者の

利益に繋がっているのかどうかに関心を払い、

組織機能の適正化に貢献する努力が必要である」

（杉崎，2006）とされ、SWr は病院組織に対

して働きかけを行わなければならない。このこ

とは、ソーシャルワーク（以下 SW）の倫理綱

領にも示されている。SWr が個別事例におけ

る他職種との連携を超えて、病院組織と共に患

者支援を目指す必要が指摘されている（杉崎，

2006；小西，2007）。

　これまでも SWrが組織的実践に関する知識・

技術を持つことの重要性とその不足が指摘され

てきた（Finch，1976）。また、実践現場での

活動に比べ、研究の領域が遅れをとっていると

いう現状が指摘されている（久保，2002）。院

内システムの構築・運用などの SWr の業務に

ついては、十分に報告・研究がされてこなかっ

た（杉崎，2006）。

　しかし、最近では、SWの個別援助だけでは

解決できない患者群の課題に対して、組織にオー

ソライズされる形で他職種との協働によって新

たな院内システムの構築を行ったり、新たな社

会資源の開発を行うなど、組織と共に実践を展

［論文］

急性期病院のソーシャルワーカーが所属する

病院組織との関係を構築するプロセス

―病院組織と共に患者支援を目指すために―

宮　田　有紀子＊　　  　　　　

Key words：急性期病院，ソーシャルワーカーの働きかけ，病院組織，M-GTA

＊Yukiko Miyata：岡山済生会総合病院
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開している SWr の報告がいくつか行われるよ

うになった（黒木，2004；若林，2004；逢澤，

2008；天野，2008；川崎，2008）。

　また、筆者は実習先のＡ病院での SW 業務

の実態を知ることにより、組織と SW は必ず

しも対峙するものではなく、組織と共によりよ

い患者支援を目指すことは可能であると感じ、

そのような SWr と病院組織との関係がどのよ

うにして出来上がってきたのかというプロセス

に強く関心を持つに至った。

　そこで本研究では、病院組織への働きかけに

積極的に取り組んでいるエキスパート SWr に

焦点を当て、病院組織と共に患者支援の実現を

目指すために、SWr が病院組織に対してどの

ような働きかけを行い、どのようなプロセスを

経てそれが可能となっているのかを明らかにす

ることを目的とした。

Ⅱ．先行研究

　まず、先行研究では組織論の枠組みから病院

組織の特徴を捉えた。病院組織は制度や診療報

酬体系に規定されながら、経営を維持しなけれ

ばならないが、基本的に非営利組織である（田

尾，1995）。利益を追求する一般の企業組織と

は異なり、地域住民、患者にとって、必要な医

療を提供することが組織の一義的な目標となる。

また、病院組織は多職種集団であり、医師の権

限が最大である。職員は所属機関よりも自らの

専門職集団に準拠し、専門への関心は高いが、

組織への関心は薄いため、組織全体としての仲

間意識やまとまりに欠けるという特徴を持つ。

したがって、管理によって組織の方向付けを行

うことが難しいとされる（田尾，1995）。

　次に、SW 領域の組織に関する文献を概観す

ると、SWr が組織論や所属する組織の特殊性

に関する知識を持ち合わせることの必要性が多

くの論者によって指摘され、特に医療 SW の

領域で強調されている。しかし、病院組織にお

ける SWr の組織的実践に関する研究は見当た

らなかった。病院とは組織の特殊性が異なるが、

福祉施設を対象にした研究がいくつある。調査

研究ではスタッフ間の協働の促進が組織での

SW実践をサポートすること（L. Gutierrez ら，

1995）や、施設長の意思決定が施設の運営方針

に大きく影響すること（小西，2005）が明らか

にされている。事例研究では、組織内での実践

の質が管理システムによって決まることが示唆

されている（副田，1996）。また、組織変革と

いう視点から SWr の組織への介入プロセスが

提示されている（Meredith Hanson，2002）。

さらに、組織にとって欠くことのできない概念

である職種間連携に関して、医師や看護師といっ

た医療職を対象にした調査研究が行われており、

促進要因・阻害要因や障壁とその対処法につい

てまとめられている（Leticia San Martin-

Rodriguez ら，2007；松岡，2000）。阻害要因

は専門性の違い、促進要因や対処法としてはそ

の違いを理解することやリーダーシップなどが

明らかにされている。

　以上から病院組織の特殊性や組織に関する知

識が実際に病院組織内の SW 実践にどのよう

に活用されているのか、あるいは SWr の行為

が他職種との協働関係をどのように促進するの

かということについて言及したものはない。そ

こで本研究では、SWr のどのような行為が他

職種との協働関係を促進し、さらに組織とどの

ような相互作用の中で、病院組織と共に患者支

援の実現を目指すことが可能となるのかという

プロセスを明らかにすることを目指す。

Ⅲ．研究デザイン

１）調査対象

　本研究では、「平均在院日数短縮」という病

院組織からの役割期待によって、特に組織との

関係にジレンマを抱えることが多いとされる急

性期病院の SWr に焦点を当てる。なかでも、

病院組織において、SWr の位置づけを獲得し、

病院組織とともに患者支援を実現することへと

繋がる、新たなシステム構築やサービスプログ

ラムの立ち上げに関わるエキスパート SWr に
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焦点を当てる。

　調査協力者は、筆者の実習先であったＡ病院

の SWr に加え、組織の中で有能に活躍してい

る SWr の存在をその著書や交流を通して知っ

ていた指導教授より紹介してもらった。

　調査協力者の具体的な条件は次の３点とした。

①病院での SWr としての一定の継続した実践

経験を有していること（10年程度以上の経験）、

②管理職のポジションにあること、③医療制度

の変化に応じた組織の変化に対して受け身でい

るのではなく、積極的に組織的な幅広い業務を

行っていることを満たしている方で調査者がイ

ンタビューに訪問することが可能な病院に所属

し、調査の承諾が得られた方である。調査協力

者は３名で、属性を表１に示す。なお、Ａ病院

は筆者の実習先であった点で、Ｂ病院、Ｃ病院

の SWrと調査者である筆者との関係性が異なる。

表１　調査対象者の属性

Ａ氏 Ｂ氏 Ｃ氏

性別 女性 女性 女性

所属病院の病床数・機能 500床・急性期加算病院

（二次救急）

435床・急性期加算病院

（二次救急）

392床・急性期加算病院

（二次救急）

地域医療支援病院

所属病院での勤務年数 28年 32年 11年

所属病院での役職 部長職 課長職 課長職

SWの配置人数 ５名 ５名 ８名

実践している組織的な取

り組み

高次脳機能障害者支援退

院支援のシステムづくり

等

退院支援のシステムづく

り等多数

退院支援のシステムづく

り院内研修の企画等

２）データ収集

　データ収集はインタビューガイドに従った半

構造化インタビューを倫理的配慮のもと、それ

ぞれ２時間程度実施した。その後、録音したイ

ンタビュー内容の逐語記録を作成した。

　また、筆者が2007年11月から2008年７月まで

の期間、Ａ病院で実習を行った際の、実習日誌、

実習中に観察したことやスーパーバイザーとの

やりとりに関する内容などをメモしたフィール

ドノートもデータとして採用する。

３）倫理的配慮

　倫理的配慮について、①研究の趣旨、②デー

タの扱い（録音・逐語記録・結果の論文化）、

③プライバシーの保護、④調査結果の開示につ

いて、文書及び口頭で説明し、口頭で了解を得

た。インタビューは守秘性の高い場所を使用し

た。

４）分析方法

　分析方法には修正版・グラウンデッド・セオ

リー・アプローチ（以下 M-GTA）を採用した。

その理由は本研究が SWr の行為と病院組織内

の人との力動、相互作用に焦点を当てた研究で

あること、ヒューマン・サービス領域での実践

であり、病院組織内での実践という限定性とプ

ロセス性を持った現象に焦点を当てた研究であ

るという M-GTAの適正に合致したためである。

５）分析手順

　分析テーマと分析焦点者に照らして、データ

の関連個所に着目し、それを１つの具体例（ヴァ

リエーション）とし、且つ、他の類似具体例を

も説明できると考えられる説明概念を生成する。

本研究での分析テーマは「SWr の病院組織へ

の働きかけにより病院組織全体でのよりよい患

者支援が可能となるプロセス」、分析焦点者は「急
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性期病院に所属するエキスパート SWr」である。

　概念生成の際、個々の概念ごとに分析ワーク

シートを作成する。解釈が恣意的に偏る危険を

防ぐために、類似例の比較だけでなく、対極例

についての比較の観点からデータを見ていく。

生成した概念と他の概念との関係を個々の概念

ごとに検討し、関係図にしていく。複数の概念

の関係からなるカテゴリーを生成し、カテゴリー

相互の関係から分析結果をまとめ、その概要を

簡潔に文章化（ストーリーライン）し、さらに

結果図を作成する。

Ⅳ．結果と考察

　M-GTAの結果は、データを解釈することに

よって見出されたカテゴリーと概念で提示され

る。なお、結果には筆者自身の解釈と考察が含

まれているため、結果と考察を合わせて提示す

る。分析の結果、本研究では９個のカテゴリー

と27個の概念を生成した。

　図１に概念図を提示し、次にストーリーライ

ンを提示する。

１）概念図

【 】カテゴリー、≪≫サブカテゴリー、   変化の方向、      影響の方向 

    便宜上の基点と結果、    ミクロレベル、    メゾレベル、        影響した要因 

【SW のミッション】 
患者の立場から軸足を外さない 

強靭な精神性 

【SW 援助の充実】 
個別援助を積み重ねる 
援助結果をきっちり返す 
後進の育成 

【他職種との協働関係の醸成】 
《他職種理解》 
他職種の視点・背景を知る 
個人としての他職種を捉える 
     ↓ 
《SW 援助の理解しやすい形

での提示》 
対面で SW 業務を伝える 
受け入れられやすい記載方法

の工夫      
     ↓ 
他職種からの評価を活かす 

【組織に求められる社会的責任】

組織からの SW への要請 
組織のミッションの職員への浸透

【医師の力の活用】 
医師との対等な関係構築 
味方となる医師の後押し 

【チャンスをつかむ】 
SW の対人援助スキルを活用する

インフォーマルなコミュニケーシ

ョン 
依頼を断らない 
新生チームへの積極的な参加 
役に立つ存在をアピールする 
組織での発言を意識する 

【組織理解】 
意思決定の仕組みを把握する  
特有のトップダウンの形を知る 

【組織の SW への理解を

促進する】 
 
説得力のあるデータの提

示 
 
事務系幹部の後押し 

【SW の存在感が増す】 
管理職のポジションの獲得 SW の増員 SW の視点が必要とされる 

ミクロ メゾ 

図１

２）ストーリーライン

　カテゴリーを【　】、サブカテゴリーを《　》、

概念を“　”とする。

　SWr は、“患者の立場から軸足を外さない”

ことや“強靭な精神性”といった【SWのミッ

ション】を基底に、ミクロレベルとメゾレベル

に働きかけを行っている。

　まず、ミクロレベルでは、SWの基本となる
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“個別援助を積み重ねる”、依頼者に対して個

別援助の“結果をきっちり返す”、さらに、“後

進の育成”に注力することによって【SW援助

の充実】に努める。特に、個別援助の“結果を

きっちり返す”ことが【他職種との協働関係の

醸成】へと繋がっていく。

　【他職種との協働関係の醸成】においては、

SWr の《他職種理解》が進むことにより、《SW

援助の理解しやすい形での提示》が可能となり、

SWr と他職種との相互理解が生まれる。さら

に“他職種からの評価を活かす”ことで、より

SW 業務が他職種に理解されるようになる。

　《他職種理解》には、“他職種の視点・背景

を知る”ということと、“個人としての他職種

を捉える”という２つの側面がある。《SW 援

助の理解しやすい形での提示》は、“対面で

SW 業務を伝える”こと、“受け入れられやす

い記載方法の工夫”など他職種に対して、SW

業務の理解を促進する。

　次に、メゾレベルでは、【SWのミッション】

に加え、【組織理解】を基点に【組織の SW へ

の理解を促進する】。これは、組織と共により

よい患者支援の実現を目指すために欠かせない。

SW 業務や組織への貢献を組織にアピールする

のに、最も有効なものの１つとして、“説得力

のあるデータの提示”があるが、現在は試行錯

誤が続けられている段階である。実際には、“事

務系幹部の後押し”や【医師の力の活用】や【チャ

ンスをつかむ】ことによって行われている。

　ミクロレベルの【他職種との協働関係の醸成】、

メゾレベルの【組織の SWへの理解を促進する】

ことの両方によい影響を与える SWr の行為が

２つある。

　１つは、SWr が【チャンスをつかむ】とい

うことがとても重要である。その中には、ミク

ロレベルとメゾレベルの両方に作用する行為と

して、“SW の対人援助スキルを活用する”、“イ

ンフォーマルなコミュニケーション”、“依頼を

断らない”、主にミクロレベルに作用する行為

として、“新生チームへの積極的な参加”、主に

メゾレベルに作用する行為として、“役に立つ

存在をアピールする”、“組織での発言を意識す

る”がある。いずれも SWr の機会を捉えた能

動的な行為であり、このような行為の積み重ね

が組織や他職種から SW 理解や評価の獲得に

繋がっていく。

　もう１つは、【医師の力の活用】である。“医

師との対等な協働関係の構築”をすることで、

SWの立場から意見を述べることが可能となり、

よりよい SW 援助が実現する。さらに、医師

からの SW への理解を得るチャンスともなり、

医師から理解が得られると、“味方となる医師

の後押し”となる。医師は専門職ヒエラルキー

のトップに位置し、病院組織内でパワーを持つ

ため、ミクロレベルにおける【多職種との協働

関係の醸成】とメゾレベルにおける【組織の

SWへの理解を促進する】ことの両方にとても

大きな力として有効に作用する。

　ミクロレベルの【多職種との協働関係の醸成】

とメゾレベルの【組織の SW への理解を促進

する】ことがうまくいった結果が相互作用して、

大きな成果が生まれる。それは“管理職のポジ

ションの獲得”である。これは SW の組織か

らの評価の獲得とも言える。SWr はさらに多

くのチャンスを獲得し、“SW の増員”が行わ

れるなど、組織の委員会やプロジェクトに“SW

の視点が必要とされる”ようになる。そして、

病院組織内での【SW の存在感が増す】。これ

は SW の病院組織内での評価の獲得として大

きな意味を持つだけではなく、患者によりよい

支援を展開するために活用すべきものとして非

常に大きな意味を持つ。

　そして、【SW の存在感が増す】ことが、再

びミクロレベルでの【患者支援の充実】や、メ

ゾレベルの【組織への SW 理解を促進する】

に繋がっていくという循環が生まれる。

　さらに全体の循環、ミクロレベルの【他職種

との協働関係の醸成】、メゾレベルの【組織の

SWへの理解を促進する】ことの両方に大きな

影響を与える要因として、【組織に求められる

社会的責任】がある。病院組織がこれを強く意

識している場合、“組織からの SW への要請”
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がある。さらに、このような病院組織では、“組

織のミッションが職員に浸透”しており、【他

職種との協働関係の醸成】にプラスの影響を与

える。また、直接【SWの存在感が増す】こと

にも影響する。

　この循環がうまく起きていることが、SWr

が組織と共に患者支援の実現を目指すことが可

能となるプロセスである。

３）各カテゴリーの説明

　次にカテゴリーごとに説明を加えていく。な

お、本文中で、【　】はカテゴリー、《　》はサ

ブカテゴリー、“　”は概念を示す。「　」はデー

タからの引用を表わす。

 ① SW のミッション

　病院組織でのミクロ・メゾそれぞれのレベル

での SWr の行為の最も基底となるカテゴリー

である。“患者の立場から軸足を外さない”、“強

靭な精神性”という概念から成る。現在の医療

制度が SW 実践にとって厳しい状況であっても、

SWr として患者の立場を尊重し、自己決定を

支えていけるよう、苦慮しながらも、工夫して、

SWr は実践を積み重ねている。特に組織的な

課題の場合、粘り強く柔軟な精神を持って、取

り組まなければならない。すぐに解決できない

課題については、「引き出しにしまい、隙があ

れば、チャンスが訪れれば、引出しから出して

くる」ということを行う。

　次にミクロレベルの SWr の行為を表すカテ

ゴリーについて説明する。

 ② SW 援助の充実

　ミクロレベルの基点となるカテゴリーである。

SWr が病院組織の一義的な目標である患者の

疾病の治癒に貢献することはできないが、“個

別援助を積み重ねる”ことで、広義の医療サー

ビスが、患者にとってより有益なものとなるこ

との一端を担うことができる。そのことが組織

が SWr を必要とすることの礎となる。また、

依頼者である他職種に対して、“援助結果をきっ

ちり返す”ことで、SWr の具体的な業務内容

の理解に繋がることも期待できる。この行為の

積み重ねが、特にミクロレベルにおいて、他職

種からの SWrへの信頼の獲得に繋がる。

　さらに“後進の育成”が行われることによっ

て、SW部門のメンバーの変動があったとして

も、個別援助に関して、量的にも質的にも安定

した SWサービスを提供することができる。

 ③ 他職種との協働関係の醸成

　ミクロレベルの次の段階として、【多職種と

の協働関係の醸成】がある。他職種との違いを

知ることが、他職種に SW を理解してもらう

際の有効な戦略を講じるヒントとなる。また、

個人としての他職種を捉えることにより、院内

で SWr の味方となりうる存在かどうか、アプ

ローチの仕方によっては味方となる存在なのか

どうかなどの判断に役立つ。

　《他職種理解》をした上で、日常業務の中で

他職種に“対面で SW業務を伝える”ことや、“受

け入れられやすい記載方法の工夫”を繰り返す

中で、《SW 援助の理解しやすい形での提示》

が可能となり、【他職種との協働関係の醸成】

がされていく。

　さらに他職種との協働関係が一定構築され、

SWr の具体的な業務内容が理解されてくると、

それに対しての疑問の声や意見が院内職員から

寄せられるようになる。インタビューの中で

SWr が当然必要と認識していた業務統計が、

他職種に対して何の意味も果たしていなかった

という衝撃的な事実に気づかされた経験が語ら

れている。SWr は時として自らの業務に対し

て「こうでなければいけない」という枠組みに

とらわれる。それにとらわれ過ぎることなく、

有用な意見は業務に活かしていくことが必要で

ある。

　次に、メゾレベルでの SWr の行為のカテゴ

リーについて説明する。

 ④ 組織理解

　【組織理解】はメゾレベルの基点となるカテ

ゴリーである。メゾレベルに働きかける際、組

織の“意思決定の仕組みを把握する”、所属す

る病院組織に“特有のトップダウンの形を知る”

ことが必要である。SWr の意図したことが組
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織の意思決定として採用された後も、それを実

現するためには、根回しや現実的に可能な範囲

での実行などの妥協点を見出す必要もある。

 ⑤ 組織の SW への理解を促進する

　【組織理解】の次の段階として、【組織の

SW への理解を促進する】ことが可能となる。

病院組織のトップである院長に SW への理解

がない場合、もしくは少ない場合に、“事務系

幹部の後押し”によって、SWr の組織への参

画を可能にする。事務系幹部は医療職ではない

という意味で、SWr と比較的意思疎通がしや

すい存在と言え、SWr と組織トップとの橋渡

し役となりうる。また、直接的には収益を生む

ことができない SWr が、経営上どのような貢

献をするのかということを組織へ伝える役割を

事務系幹部が担っている。

　次にミクロレベルとメゾレベルに影響を与え

る SWr の行為を表すカテゴリーを説明する。

 ⑥ チャンスをつかむ

　個別援助における他職種とのやりとり、ある

いは会議の場で“SWの対人援助スキルを活用

する”こと、“インフォーマルなコミュニケーショ

ン”が SWr と他職種が相互理解を深めること

の一端を担い、人間関係が構築されていく。相

互理解があることで、誤解や齟齬が生じないよ

うなやりとりが可能となる。

　多職種のチームで院内システムの構築などの

取り組みがある際に、SWr 自らが“新生チー

ムへの積極的な参加”をしてく姿勢が重要であ

る。チーム参加が実現すれば、他職種との協働

のプロセスを通して、少しずつ SWr の役割が

理解されるようになる。

　また、時として SWr の役割は「組織の隙間

を埋める」という風に表現されるように、現実

的に、組織の中には、どこかの部署が担わなけ

ればならない役割が存在する。「SWr に依頼す

れば、どうにかしてくれる」という期待に対し

て、“依頼を断らない”ことが、長期的には、

SW の本来業務の理解につなげることができる

チャンスと捉えることもできる。同様に、SW

そのものの専門性を病院組織に対して、明確に

提示することはハードルが高い側面がある。そ

こで前段階として、１人の職員として“役に立

つ存在をアピール”することも必要となる。

　病院組織の運営に関しての意思決定を行って

いく場に参加する場合、“組織的での発言を意

識する”ことが重要である。「会議の場の流れ

を読んだり」、「中腰で待って、チャンスが来た

ら切り込んでいく」という風にして、発言可能

な機会を常に意識し、有効に発言していく。

 ⑦ 医師の力の活用

　SWr は医療職とは異なる固有の視点を持ち、

患者の援助を行う、そのため、医師の権威に負

けることなく、意見交換のできる“対等な協働

関係を構築する”ことが重要である。また、

SWr が業務範囲を拡大していく際に、病院組

織内から SWr への批判が生じることもある。

そこで病院組織内でパワーを持つ医師が、その

ような風当たりから守ってくれることで、

SWr の【他職種との協働関係の醸成】にプラ

スの影響として作用する。さらに、SWr の味

方となる医師が経営幹部としてのポジションに

ある場合、【組織の SW への理解を促進する】

ことの後押しともなる。SWr はそのような医

師の存在をキャッチし、アプローチしていき、

味方となってもらえるような関係構築をしてい

る。

 ⑧ SW の存在感が増す

　ミクロレベルとメゾレベルでの SWr の働き

かけの結果となるカテゴリーである。

　組織から SW が理解されるようになると、

他の職種と異なる視点から課題解決のための有

用な意見が期待できるとして、“SW の視点が

必要とされる”ようになる。そして、院内で新

たな委員会やプロジェクトの立ち上げがある際

にメンバーとして声がかかる。

　また“管理職のポジションの獲得”をするこ

とによって、SWr の裁量で部門の運営が可能

となる。また、管理者の会議の場で、SWr の

立場から発言することで、【組織の SW への理

解を促進する】ことへと繋がる。また、【職種

との協働関係の醸成】の際にも、組織内での権
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限が保証されていることによって、SWr とし

ての発言がさらに説得力を持つようになる。管

理職として得たパワーやチャンスを患者支援に

活かしている。

　さらに、SWr 自身の働きかけ、あるいは組

織からの要請によって、“SW の増員”がある

ことで、単純に SWr が院内の他職種の目に留

まるようになり、SWr の存在が他職種に認識

されるようになる。また、依頼を待たずに

SWr から患者にアプローチしていくことや業

務を拡大していくことが量的な意味で可能にな

る。

　以上のようにミクロ、メゾそれぞれのレベル

で、SW への理解が進み、評価を獲得していく

ことが相互に作用し、再び大きな力として、

SW の個別援助の充実、あるいは、組織への

SW 理解の促進へとよい影響として返っていく

という循環が起こっている。最後に全体の循環

を後押しするカテゴリーについて説明する。

 ⑨ 組織に求められる社会的責任

　SWr は患者からの率直な病院組織に対する

意見を拾い上げやすい。そのため、【組織に求

められる社会的責任】を強く意識して、患者に

とってよりよい運営を主眼におく病院組織から

は、患者と医療者あるいは病院とのパイプ役と

しての役割期待もある。

　また、SWrを含む病院組織の職員全体に“組

織のミッションが職員に浸透”していることで、

職種に関係なく組織人としての共通目標を持つ

ことが可能となる。また、その共通目標の実現

のために、それぞれの職種の立場から果たすべ

き役割も明確となる。このような、組織の風土

が作られることで、職種間の協働が促進される。

Ⅴ．結論

１）SWr が病院組織と共に患者支援を目指す

ために

　先行研究では、病院組織の特殊性、SWの組

織的実践、職種間連携について概観した。病院

組織における SW 実践への知見として、有用

なミクロレベルでの枠組み、あるいはメゾレベ

ルでの枠組みは一定提示されていた。

　本調査の結果、そこでは言及されることのな

かった病院組織内での SWr のより具体的な動

きを捉えることができた。さらに、病院組織内

で、ミクロ、メゾ、それぞれのレベルでの

SWrの動きが切り離されて存在するのではなく、

相互に影響し合いながら、良い循環を生んでい

ることが示唆された。

　そして、この循環をさらに後押しするものと

して、病院組織の社会的責任がある。病院組織

のトップに地域住民である患者に必要な医療を

継続して提供するという明確なミッションがあ

り、それが組織全体へと浸透していくことが

SWrの組織内での活動を活性化させていた。

　今後、病院組織そのものがその社会的責任を

自覚することが求められる一方で、SWr 自身

も個別援助の枠を超え、今一度自らの所属する

病院組織に関心を払い、協働する他職種、組織

の構造、病院組織が地域での果たすべき役割な

どを俯瞰し、その課題を指摘し、改善のための

方法を探っていくことで、組織と共に患者支援

の実現に向けた道を歩んでいくことが可能では

ないだろうか。医療機関の社会的責任という視

点を共有する限りにおいて、病院組織と SW

は必ずしも対峙するものではなく、共に患者支

援を目指すことが可能であると考える。また、

SWr 自身が日々の業務を広範な視点をもって

捉えることにより、組織との関係におけるジレ

ンマを軽減することが可能なのではないだろう

か。

２）本研究の限界と今後の課題

　本研究の限界は、M-GTAの分析において、

理論的飽和化に至っていない点である。理論的

飽和化の判断ができなかった概念についても概

念として採用した。なぜなら、他の概念との関

係から重要な概念であり、他のインタビュー協

力者にも、そのことに焦点化したインタビュー

を実施すれば、追加データが得られるものと判

断し、より全体的な力動を理解することを重視
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したからである。

　したがって、今後の課題として、インタビュー

調査による追加データの収集を行うことが挙げ

られる。とりわけ、SWr のより具体的な行為

を説明する概念の生成についてである。たとえ

ば、【医師の力の活用】というカテゴリーが生

成されたが、どのようにして味方となる医師の

存在をキャッチし、何をきっかけにして、どの

ような方法でアプローチをし、どのような相互

作用の結果、医師との協働関係が構築されたの

かというプロセスを明らかにすることが必要で

ある。

　さらに、【組織に求められる社会的責任】と

いうカテゴリーが、本研究において、重要な位

置を占めるが、データに偏りがあるため、他の

SWr がどのように捉えているのかという点を

明らかにすることも必要である。
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The process that a social worker builds relations with the hospital organization

Yukiko Miyata

Okayama Saiseikai General Hospital

Though there is not the duty to arrange a social worker to a medical institution, 

the social workers arranged to a medical institution suddenly increase after 2000. 

However, in relations with the organization to belong to, the dilemma of the social 

worker is emphasized. On the other hand, there are some reports of the social worker 

who developed practice with a hospital organization.

A purpose of this study is to clarify the process that a social worker builds 

relations with the hospital organization. I carried out interview investigation to the 

social worker and used M-GTA for analysis. As a result, it was suggested that 

individual support and the organized practice of the social worker influenced it 

mutually, it produced good circulation, and a thing supporting this circulation more is 

the social responsibility of the hospital organization.
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１．研究の背景と目的

　社会福祉分野のバーンアウト研究は数多いが１）、

社会福祉分野の中でも知的障害福祉分野のバー

ンアウト研究はその数が少ない。特に入所施設

は夜勤や強度行動障害者のケアなど、支援員の

身体的、精神的負担は大きく、バーンアウトに

よる離職やケアの質の低下等が問題となってい

る２）３）。

　バーンアウトは、対人援助過程で極度の心身

の疲労と感情の枯渇を伴う累積的なストレス反

応であり、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達

成感の減退の概念で説明されるが４）、同時に支

援員と現場の相互力動的作用による動的なエネ

ルギーや多彩な感情、思考のダイナミックな流

れと発展・衰退と捉えられる。

　従来の研究は Maslach モデルに依拠した質

問紙法による量的研究が中心で疲弊体験の局面

に限定される単線形モデルであり、支援員の対

人援助者としての成長軸で語られない。支援員

は現場の中で対人援助職として宿命的に様々な

葛藤の場にあって、常に挫折と成長の芽を内包

する。

　以上から本研究は、支援員が他者との関わり

を通じて現場という力動的な場の文脈の中でど

のようにしてバーンアウトに至るのか、また自

らの体験をどのように意味づけしているのかを

明らかにし、支援員のメンタルヘルス推進に一

定の示唆を与えるものとする。

２．研究方法

　対象者はバーンアウト体験者で入所施設勤務

の支援員７名である。調査は１回90分－120分

の半構造式面接で、現場での体験の語りを録音

し、データを逐語録にした。

　分析焦点者は、「知的障害者入所施設の支援

員でバーンアウト体験者」とし、分析テーマは

「知的障害者入所施設の支援現場における支援

員のバーンアウト体験プロセス」とした。分析

は、修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー

チ（以下、M-GTA）を用いた。理由は、対象

者を知的障害者入所施設の支援員でバーンアウ

ト体験者に限定した点、M-GTAが現象の構造

やプロセス分析に適し、結果の応用を含めて検

証できる点からである５）。

　分析手順は、分析テーマに即して文脈単位で

意味のまとまりを解釈し概念化してワークシー

ト（表１）に記述しながら、概念間の関係を全

体的に関連付け、カテゴリー化し最終的にストー

［論文］

知的障害者入所施設の支援員におけるバーンアウトの質的研究

山　内　哲　也＊　　  　　　　

Key words：バーンアウト，知的障害者入所施設，修正版グランデッド・セオリー・

アプローチ

＊Tetsuya Yamauchi：社会福祉法人武蔵野会八王子生活実習所 施設長
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リーラインと結果図（図１）にまとめた。解釈

の恣意性を防ぐため、意味の類似例と対立概念

を継続的比較検討し新しい概念が生成されない

理論的飽和状態を目指した。

　尚、倫理的配慮として、参加者に研究趣旨を

十分に説明し、匿名性と守秘義務、録音の了承、

結果の公開等の同意を口頭と文書で得た。

表１　例示　ワークシート

概念 ゆらぎとゆさぶられ

定義

役割葛藤、“絶対…ねばならない”等の訂正しずらい信念、聖職者像への過剰同一化等の対人援助

職に由来する内的葛藤が健全なゆらぎを阻害してゆらぎが大きく振幅し、自己のコントロールが

効かない状態に陥る。ゆさぶられるような強い内面的葛藤

バ 

リ 

エ 

ー 

シ 

ョ 

ン

Ａ134　こうあらねばならないという自分の像っていうか、それを人にも求めてしまう。…そして

それは絶対ゆるせないって感じてしまう

Ｃ85 　役職について、能力不足を感じるけど演じている。素直な自分を分かってもらえって言う

けれど、演じるしかないって感じ…で疲れた

Ｄ23 　利用者さんに表情に表してはいけないとは思うので表面的には普段どおりの接し方をして

いるんですけど、…内面とはちょっと矛盾して…

Ｇ100　学校や新人の時、福祉の理念や心得の話しがあって、すごく感激して、私もそういう福祉

人になろう…人格的に優れないと駄目ですよね

（省略）

理 

論 

的 

メ 

モ

■ 認知の歪みや心の癖　学習化された固い融通のきかない考え方が根底にある

■ 絶対…ねばならないという固い観念、不合理な信念体系を持っている

■ 役職などの職位に伴う役割期待に応えようとするが役割遂行に伴う現場の期待レベルと自分の

力量の差に対する葛藤　演じる苦労

■ 対人援助者の感情疲労　職業的規範や態度と現場での自分の本当の感情のズレと罪悪感

■ 学校時代に刷り込まれる聖職者像への過剰な同一化意識

（省略）

３．結果と考察

　分析の結果、４つのカテゴリーと20の概念が

生成された。質的研究の結果は研究者の解釈を

含む。そのため結果と考察をまとめて記述する。

概念は【　】、カテゴリーは『　』、の太字で記

し、（斜字）は生データからの引用、…は省略

である。

  ストーリーライン

　生成された概念をカテゴリー化し、その関係

性を結果図１に示す。支援員の現場におけるバー

ンアウト体験のプロセスは、『現場の臨界点』

から『つながりと互換』を経て、『転機と再発

の回路』に至るプロセスが形成されており、さ

らに『転機と再発の回路』の心象風景を現場に

照射する『私の居場所の変容』と密接に関連し

ていた。

　第１相は、現場の複雑多岐に亘る職務ストレ

ス要因の全体状況と圧力構造を示す『現場の臨

界点』である。【現場の軋み】【日常の被覆】【人

生の宿題】【現場のコンフリクト】【ゆらぎとゆ

さぶられ】という６つの動因や背景となる概念

が支援員の慢性的な精神的負担感を蓄積させ、

心の均衡を崩しそうな臨界点である。

　第２相は『つながりと互換』である。構成概

念である【フェア・アンフェア】【感情のライン】

【現場のささえ】【外のささえ】が相互に影響
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し合い、『現場の臨界点』での心の均衡を調整

しようとする局面である。

　支援員は『現場の臨界点』での精神的負担感

を現場での感情を含む様々な資源の交換によっ

て緩和しようと試みていた。この営みが不調で

あるとさらに現場で不適応感を高めていた。こ

の相は『現場の臨界点』での精神的負担感の統

合的評価と調整機能をもち、他の２つの位相へ

の媒介として機能している。

　第３相はバーンアウトの段階的循環的プロセ

スに注目し、『転機と再発の回路』と名付けた。

【種火】【焚きつけ】【燃えあがる】【燃えつきる】

【ニュートラル】【のりこえ】【くすぶり】の概

念が生成された。単線形ではなく、【燃えつきる】

から【ニュートラル】を起点に【のりこえ】と

【くすぶり】の２経路を持つ循環型モデルとし

て提起された。

　【ニュートラル】という一時離脱・退却が空

白の時間を生み出し、枯渇した感情を癒し、心

的エネルギーが充填され再生の萌芽を生み、【の

りこえ】で気づきや新しい視点を獲得して支援

員の自己成長を促す転機の局面を迎えていた。

　一方、【くすぶり】は個人属性やパーソナリティ

に由来する固着した心の癖や対処方法により健

全なゆらぎが阻害される状態であり、再び【燃

えつきる】への負の循環回路に向かうことがわ

かった。一旦、疲弊感覚は薄れるが消えないま

ま内在化して【くすぶり】続け、【種火】を再

形成していた。

　第４相は『私の居場所の変容』とする『転機

と再発の回路』を照射する位相である。構成概

念は【私の居場所】【風景としての場】【ホーム

としての場】【相互主体的ネットワークの場】

とした。支援員は現場を他者との関わりの中で

感じている。支援員は他者との関わり方、その

あり方ゆえに“場”の中にいる。そして、現場

において他者との応答を通じて現場を認識し、

そこが自らにとっての独自の場であると発見す

るまでは、不安定な場と感じる６）。従って他者

との相互作用によって支援員の現場は、安定と

不安定の間を絶えず揺れ動くように見える。支

援員はこの現場の全体状況と他者との関係性の

中で【私の居場所】という感覚をもち、日常的

な現場体験の全体や細部に見出す【私の居場所】

を接点に現場の他者と関係を調整し、心理的な

ストレス評定を行っていた。

図１　結果図「知的障害者入所施設の支援現場における支援員のバーンアウト体験プロセス」

人生の宿題

のりこえ

『現場の臨界点』 『転機と再発の回路』

ゆらぎとゆさぶられ

『私の居場所の変容』

私の居場所風景としての場

ホームとしての場

相互主体的

ネットワークの場

『つながりと互換』

感情のライン

フェア・アンフェア

凡例 『』：カテゴリー， ：概念 →：作用の方向， ：相互作用，点線囲い：全体的影響 
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  カテゴリーの詳細

　各カテゴリーについて述べる。尚、カテゴリー

と概念の一覧を表２に示す。

『現場の臨界点』

　現場における支援員の精神的負担感は複合的

な全体状況と圧力構造の中から生じており慢性

的に累積的な疲弊感として蓄積される。

①【現場の軋み】

　支援員は（制度がころころ変わって…）しま

う激変する外部環境に適応を迫られ、（終わる

とへとへと）（心身の疲労がマックスになる）

過重な労働環境の中にあり、（行動障害の激し

い…対応方法に行き詰まる）ケアの困難さに直

面する。（展望も見えないまま）（答えがない中

でもがく）先の見えない現状の中、（体重が１ヶ

月で５キロ落ちて…朝起きると泣いている）と

いった心身の不調が顕われる現場の複合的な圧

力に晒されていた。

②【現場のコンフリクト】

　現場には、管理上の納得のいかない指示・命

令、職員同士の不和、支援観の不一致、利用者

の暴力や拒否などの管理、職員間、対利用者の

対人葛藤・対立である【現場のコンフリクト】

が存在する。（自分の意見と合う提案しか引っ張っ

てこない）（とにかく現場に無関心）な上司の

存在や（同僚や仕事場の友達とも疎遠になって）

などの同僚間の不和や対立、そして（利用者の

方から拒否されたり…落ち込みましたね…）の

ような利用者に対する葛藤などが存在した。

③【日常の被覆】

　現場には（足を引っ張るような意見は決して

公な場で出なくて、すごく遠いところから耳に

入ってくる）ような隠れた雰囲気、隠喩として

の圧力が覆い被さるように存在する。時に組織

内の同調圧力や成文化されない暗黙の了解事項

など潜在化した現場の状況の圧力に覆われる。

これを【日常の被覆】とした。

④【人生の宿題】

　支援員は、恋愛・結婚・出産・育児・親の介

護などの悩みを語った。（仕事と家庭を両方守

れるかみたいなジレンマが非常にありました）

といったライフイベント上の危機である【人生

の宿題】を背景要因として抱える。

⑤【ゆらぎとゆさぶられ】

　対人援助の現場は様々な矛盾や対立の屹立す

る最前線である。尾崎はこれを“ゆらぎ”と命

名し、援助論を展開している７）。支援員は現場

で様々な葛藤を抱え込む。一方、この葛藤・対

立＝援助のゆらぎを通じて、支援員は援助者と

して自己成長する。換言すれば、“ゆらぎ”によっ

て心を振幅できる余地があるから、支援員は多

層な価値や新しい意味、適応のための方略を拾

い出せる。

　ところが、パーソナリティと密着した認知の

歪みや思考の偏りといった心の癖や養成機関が

刷り込む理想的な援助者像の強請などがこの健

全なゆらぎに干渉する。そして、ゆらぎの振幅

は許容範囲を超えて自己制御が不能な状況とな

る。（役職について能力不足を感じているけど

演じている。素直な自分を分かってもらえって

言うけれど、演じるしかないって感じ…）とい

う役割葛藤や絶対…ねばならない等の訂正のき

かない固い信条があり、（こうあらねばならな

いという自分の像っていうか、それを人にも求

めてしまう。…そしてそれは絶対ゆるせないっ

て感じてしまう）とする潔癖すぎる心の癖が周

囲との軋轢を生む。また（学校や新人の時、福

祉の理念や心得の話しがあって、すごく感激し

て、私もそういう福祉人になろう…人格的に優

れないと駄目ですよね）と福祉の理想的聖職者

像と自己像を一致させようとする同一化の葛藤

や（利用者さんに表情に表してはいけないとは

思う…、表情的には普段の接し方をしているん

ですけど、…内面とはちょっと矛盾して…）と

いう、対人援助職特有の感情規則と自己感情の

心理的葛藤等がある。対人援助職の固有の価値

観に由来する葛藤は時に自己の存在がゆさぶら

れるような激しい内的葛藤として語られたので

【ゆらぎとゆさぶられ】と名付けた。

『つながりと互換』

　このカテゴリーは『現場の臨界点』での精神
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的負担感を統合的に評定する機能を持ち、何ら

かの資源のミスマッチや供給のバランスが崩れ

た時、支援員は内的な安定を維持するために、

他者と盛んに感情を含む様々な資源の相互交換

を行うことが確認された。支援員は、自分にとっ

て価値があると考えられるものを獲得し維持し

ようとする。これらの資源が脅威に曝され、失

われた場合、あるいは資源を投資したが期待し

た見返りが得られない場合に不安や不満感を表

す。『現場の臨界点』で累積される精神的負担

感はある意味、現場の様々な領域における支援

員の資源との不適合感の総体であり、この不適

合感を解消しようと現場では以下のような他者

との感情、価値、承認、情報等の資源の交換・

やりとりを行い、自分の心の均衡を保とうとし

ていた。時には一方的に供給し続けた行為や感

情が枯渇しそうになり自己防衛のために相手に

怒りの感情を放出していた。

　この不適合感は（報われないな…周りと浮い

ちゃってる…、自分はどういう位置を占めてる

のかな…。一体感の中で仕事をしてる分にはい

いんです、はずれてましたね…）のように身体

的な感覚や現場の位置感覚と密着したつながり

感として意識され、このつながり感の喪失がイ

ンタビューでは何度も登場する。支援員はこの

資源のインバランスを意識し、資源を交換する

現場をつながり感覚で認識していたのでこれを

『つながりと互換』とした。

　やがて『つながりと互換』による安定機能が

働かず、現場における他者との資源の供給と消

費の均衡が崩壊し、『転機と再発の回路』とい

うバーンアウトの循環プロセスが起動する。

　【現場のささえ】【外のささえ】が緩衝要因

として機能し、【感情のライン】と【フェア・

アンフェア】が相互に影響していた。

①【現場のささえ】

　現場の資源の供給源として、職場内の社会的

支援がある。これらは、バーンアウトを低減・

緩和する緩衝材の役割を果たす。時には支援対

象である利用者からの情緒的癒しによってバー

ンアウトから免れる場合もある。（上司のおか

げで的確なアドバイスをもらえて…救われた）

（先輩が、一緒にやっていこうよって…泣くほ

ど感動した）（利用者の方から癒しや仕事の意

欲をもらって…）など【現場のささえ】が語ら

れた。

②【外のささえ】

　家族や友人の支持、外部団体との連携などの

【外のささえ】が精神的負担感を緩和していた。

（妻に協力してもらって…乗り越えた）のよう

に家族の情緒的支援が重要と思えるが、（趣味

に没頭しました。休日リフレッシュできたので

すが…職場に戻ると同じことの繰り返しで…）

と語るように原因が現場にある以上、現場の文

脈で解決していかない限り、根本的解決策には

ならないことが伺われる。一方で、効果を発揮

したのは（地域の職能団体に入会して…視野が

開けた）（他の部署の友人に愚痴を聞いてもらっ

て…すっきりさせていた）のように同じ共通体

験を持つ同業種の研修会などとつながった事例

であった。

③【感情のライン】

　現場には上司や同僚、利用者との感情を随伴

する意思疎通、情報のネットワークがある。現

場の他者との相互作用には一体的に感情が織り

込まれており、この感情面での交換が必要とな

るが、時として、この感情のラインが資源の供

給と受給を妨げる。（幼稚な話だけど好き嫌いっ

てある…こっちには自然と情報が多く流れるよ

うな…）（何を言っても通じないと思うと話す

気にならない…、逆にこっちの人には何でも話

せる…）（エネルギーを分けてもらいたいのに、

マイナスのオーラ出しまくり…だから相談でき

ない）など感情を随伴する情報ネットワークの

つながりと断絶が述べられた。

　また、（職場でないので自分の考えを尊重し

てもらえる。…愚痴をそうね、そういうことあ

るって肯定してくれるので自由に言い合える）

というように、この概念は【外のささえ】が比

較的強く作用していた。

④【フェア・アンフェア】

　支援員は現場で公正・公平に処遇されること
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を重視する。利用者に対しても（利用者さんに

こんなにこんなにやってあげているのに、何故

わかってくれないの…）といった等価交換的な

不公平感を示した。資源としては、（上司のお

気に入り…）（重要事項を伝えてくれない）（や

り方がフェアでない）と管理側の手続きや評価

の公正性、情報の透明性、意志決定参画の平等

性の保障などが語られた。

　また、この概念は、（上司のおかげで的確な

アドバイスをもらえて…救われた）というよう

に、【現場のささえ】の上司の情緒的支援によっ

て緩和効果がもたらされるという語りが多かっ

た。

『転機と再発の回路』

　『転機と再発の回路』は【種火】【焚きつけ】

【燃えあがる】【燃えつきる】【ニュートラル】

【のりこえ】【くすぶり】という７つの段階的

循環的なバーンアウトの動きを表す概念で構成

されていた。支援員は各概念間を相互循環的に

行ったり来たりしながらも徐々に精神的疲弊度

を高めていく。

①【種火】

　日常の中で連続的に累積される小さな苛々事

を【種火】と名付けた。（朝から…自分のペー

スを作れず押し切られていく毎日）や（同僚の

口癖が耳について、いらいらが毎日のようにし

て…）といった小さいが無視できないストレス

群である。『現場の臨界点』での複合的状況の

圧力が鬱積した感情の塊を形成し、これを土台

に徐々に無視できない慢性的な疲弊感を生み出

していく。

②【焚きつけ】

　【種火】は何事もなければ些細な出来事とし

て処理されるが、（利用者が不慮の事故にあっ

て…、それとたまたま重なって…）（あげくに

は…下の者に聞いてくれという形で逃げられて）

のように（どんぴしゃのダメ押しになって…）

精神的疲弊感を増大させ、一気に緊張状態や内

的葛藤を亢進させるきっかけや前提条件が存在

していた。（気持ちがおさまらなくなって怒り

が渦巻きました）と時には強い怒りや不安、不

満、攻撃的な態度を募らせる局面を【焚きつけ】

とした。焚きつけは、現場の事故や困難感の伴

う切迫した事情が背景にあり、支援員の心的エ

ネルギーを消費させていく。

③【燃えあがる】

　【焚きつけ】によって亢進した感情は現場の

圧力に拮抗して、（やっぱり自分が何とかしな

くてはいけないんだ、使命感みたいな…）（責

任感ですかね、あと、負けたくないっていうよ

うな）（充実感はありました、辛いっていう時

もあったけど…でも翌日は挽回しようと一層頑

張れちゃう…）（プロとして克服しなくちゃい

けない壁）と語られるように支援員は、情緒的

エネルギーを盛んに消費する。また、（苦手意

識をなくすために思い切って話してみた…）（気

分転換にランニングを始めた）（社会福祉士の

資格を取ろうとした）（ひとまず出来ることか

ら始めた）等の様々な対処方略を試して積極的

に行動する。この段階を【燃えあがる】とした。

職業上の成長の壁を克服しようとするのは健全

であるが、時として過剰な心的エネルギーの消

費が『つながりと互換』の安定ブレーカーに過

負荷をかけショートする。

④【燃えつきる】

　さらに、（いい加減にしろって心の中で怒り

ながら、懸命にカバーしました…）と怒りや不

満の感情が増大し、抗議行動にでたりしながら

も問題解決に向けて懸命に努力をする。しかし、

（やればやるほどから回りして）と容易に問題

は解決せず、ますます混乱した状況に巻き込ま

れ、水面下では精神的疲労が累積し主体的感覚

や自己効力感が低下していく。結果として、情

緒的エネルギーが枯渇して、（答えが見えない

中でもがくみたいな…。こう無力感みたいな…。

ほんとに抜け出すことができないような闇でも

がいている…）（それがもうばかばかしくなっ

たというか、やっても無意味なんじゃないか）

（自分の中では落ち込むといいますか、無気力

状態、何をしても関心が持てないような状況）

（仕事をしたくないというか、人に会いたくな
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かった）（利用者に優しい気持ちがもてなかった）

という【燃えつきる】に至る。Maslach の情

緒的消耗感や脱人格化にあたる局面である。

⑤【ニュートラル】

　結果、（しばらく休めって担当を外された）（何

もかも嫌になって放り出した）とやる気や関心

が消失して怠業や欠勤、離職あるいは仕事がで

きず担当のラインからはずされるなど、いった

ん現場からの逃避、離脱を余儀なくされ、局外

へ押し出される。

　ところがこうした体験を通して今までの制御

不能の巻き込まれた状態から、いったん休止を

余儀なくされ、振り返りや新しい視点を内在化

することが可能になる。このように、アクセル

を踏み続けていた心が制御不能になったため、

ニュートラルレバーにシフトチェンジして停止

するような局面を【ニュートラル】と名付けた。

　清水はバーンアウトを、それ以上の感情の疲

弊や心的エネルギーの消耗を回避するための心

理的退却、防衛機制であるとしているが８）、こ

の一見無意味に思える空白の時間が次のような

重要な気づきをもたらす。（それをきっかけに

何か自分が否定していたものに対しては…、怒

りみたいなマイナスの感情は薄らいでいった）

（離れたことで…自分にとっては本当に救われ

た）（一端、離れないと…。今まで拘っていた

ことから解脱できる…意固地になってたんだっ

て…）（ある日、違う風景に見えてくるんです。

今までは、ぜんぜん現場の風景なんか気に掛か

らなかったのに、時間がかかったけれど、あ～

こんなんだったっけ、なんて新鮮さが戻った）

と語られる。

　また、杉浦は神経症患者の心理療法を例に「変

わりたい自分が変わる」と述べ、自分を変えた

いという動機づけの重要性を指摘しているが９）、

この【ニュートラル】においても、（何とかし

なくちゃって思いました）というポジティブな

意思が心的エネルギーを充填し再生への準備を

促していた。

⑥【のりこえ】

　そして新しい視点や気づきを得て、（今、振

り返ると）あの時が転機だったと語られる局面

に立つ。支援員が現場に戻る心的エネルギーを

充填し、自らの職業的課題を克服するためのメ

ンタリティや対処方略などの知恵を身につけて、

現場に戻っていく局面を【のりこえ】とした。

　【のりこえ】では（より人間的に成長してい

く…、そういう経験も必要…自分自身が強くなっ

た…今は前とは違う対応ができる）（もう原因

がはっきりわかっている…だから違う方法を探

して…）（体験から自分自身の弱さというのが

わかって、今度はその弱さをいかにフォローし

ていくか…）（ああいう経験をしてから…やっ

ぱり学べたと思うので…あの経験をきっかけに

気持ちを切りかえられるようになった）とその

時の様子を語る。

　そして、（この仕事にバーンアウトはつきも

のだと思います。当時、先輩から、割り切って

やればいいとか、手を抜けとか言われたけど、

反発だけだった。しまいには、こいつら敵だと

思ったですよ。結局、燃え尽きた状態になって、

今、振り返るとその時にもがいたあれやこれが、

生きていると思うんです。で、ですね。俺には、

このやり方が性に合っているとか。ここまで。

ここから先はやばい、みたいな知恵つきました

よね。で、結局、後輩には同じことを言う。肩

肘張るなって。やっぱ一度は通る道ではないで

すか）とバーンアウト体験を自己成長の物語と

して語っていた。このように多層的な価値の取

り込みや深い内省を持つのにある一定の時間経

過が必要であることが示唆された。

⑦【くすぶり】

　しかし、一方で【のりこえ】できないケース

も存在する。（どうしてもこうあらねばならないっ

ていう気持ちが強い…それが邪魔する）のよう

に、パーソナリティと密着した心の癖が顕現す

る。また、（どうせやっても駄目だって思っちゃ

う）という学習性の無力感が自動想起の装置と

なって固定してしまう。解消されない未解決な

課題を内在化して【くすぶり】続け、【燃えつ

きる】への負の循環の回路に組み込まれていく

と推測される。
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『私の居場所の変容』

　この相では、【私の居場所】を中心に【ホー

ムとしての場】【風景としての場】【相互主体的

ネットワークの場】の４つの概念が生成された。

支援員は他者と現場の全体的状況の中で、自分

自身の心象を【私の居場所】に映し出していた。

【私の居場所】の在りどころによって現場は、【ホー

ムとしての場】【風景としての場】【相互主体的

ネットワークの場】と力動的に変動していた。

①【私の居場所】

　支援員は現場の全体状況と他者との関係性の

中で職業的アイデンティティを確認し、現場と

の実存的一体感を【私の居場所】という感覚で

感じる。日常的な現場体験の全体や細部に見出

す【私の居場所】を接点に現場の他者と関係を

絶えず確認していた。（このチームが私の居場

所なんだと感じました）（自分の位置がなくなる。

どんどんと削られる。居場所がなくなるという

か…）と語る。

②【ホームとしての場】

　例えば、新人時代に初めて接した現場はけし

て支援員にとって安心な場所ではない。未知で

あり、不安の中で自分の居場所を必死に探して

いく場である。経験を積み、現場での役割期待

に応え、自身の知識やスキルが発揮できるにつ

れ、自己効力感の高まりと共に現場は安心でき

る【私の居場所】として意識される。これを【ホー

ムとしての場】と名付けた。北山は、“自分ら

しい具体的行為”“のびのび生きる居場所を得て、

そこに依存した時”という条件が“いること”

即ち“本当の自分の出現”となると述べている

が10）、利用者の365日24時間の重度の知的障害

者のケアに携わる支援員の現場は、チームとし

て深く依存し合うコミュニティであり、【私の

居場所】の確立は支援員の実存的な安心感と深

く結び付く。（やりがいのある居場所をなかま

に求めるって感じ…）（大変でも自分の力が発

揮できて…安心して居れる場所）（自分にとっ

て大切な場所…自己実現できる）（利用者の居

室が私のホーム…利用者といると幸せ…安心で

きた）と語るように、支援員は職業的アイデン

ティティを確認し、実存的な意味をもって自分

の居場所を確認していた。

　一方で、この局面は（自分の居る場所が見つ

かって…、でもまたやるせなさっていうんでしょ

うか、むなしさがきて…居られなくなって…）

（それまではオッケーだったのですが、翌年上

司が変わってどんと来てアウトです）と一歩間

違えば、燃え尽きそうになる場にすぐに変貌す

る力動的な場としても語られた。

③【風景としての場】

　現場は『つながりと互換』により、求める資

源の交通が良く、交換し合った資源が支援員に

とって期待どおりである時、支援員はその仕事

に安心と満足が得られ、その現場を居心地の良

い働き甲斐のある場所だと認識する。逆にこの

現場における交換が機能せず、つながり感が途

絶えたとき、現場の状況の圧力の前に自分の立

脚点を失う状態となる。

　支援員は（あんなに楽しく語った場所だった

のに、立つ瀬がないんです。迷子になった感じ。

夕方暗くなっていくのに道が分からない。焦る

んですよ。このまま駄目になるんじゃないかっ

て…どうしたらいいのって…見知らぬ土地に佇

んでいる…そのうち、集中力もなくって無感動

で、完全によそ者になっちゃって、勝手にやっ

てればって感じ…また自己卑下して自分を責め

て）と【私の居場所】が遡及して崩壊していく

様を語り、眼前の現場が安心できる【私の居場

所】が喪失し、いつのまにか風景化し境界線の

輪郭がぼやけるあやふやな場に変貌することか

ら【風景としての場】と名付けた。

④【相互主体的ネットワークの場】

　【のりこえ】体験から、支援員が目標とする

現場として登場するのが、職業的アイデンティ

ティがいかんなく発揮できる燃えつきない場で

あり、現場の資源が十全にやりとりされ、（困

難をぶつかり合いながらも克服していく）（理

念や共通の目標によって一致団結）する未来形

の【私の居場所】として語られた。（閉じこもっ

ていると駄目だと思う。施設内だけだと息詰ま

る。外とも交信する…自分を開くっていうのか
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な）（温かな感情があふれている現場…一人ひ

とりが思いやり支え合うような…受け身じゃ駄

目）（一人ひとりが主体性をもった、共通の理

念で一致して…利用者と向き合っている組織）

（みんなで手をつないで、よし頑張ろうってい

うようなチーム）と語られ、組織が活性化しコ

ミットメントや職務満足も高いステージとして

【相互主体的ネットワークの場】を目指してい

た。

表２　カテゴリーと概念

カテゴリー
概念

定　　義　・　解　　釈

現 

場 

の 

臨 

界 

点

現場の軋み 労働過重、役割葛藤、支援困難者のケアや激変する法制度への適応困難感が原因で心身症
的症状が顕在化するような現場の状況の圧力全体。

現場の
コンフリクト

上司や同僚、利用者との対人関係の軋轢、不和など、組織のシステム内の管理・ワーカー・
クライエントシステム内の対人葛藤。

日常の被覆 現場には隠れた雰囲気・隠喩、明文化されない暗黙の了解や支援員間の派閥や同調の圧力
が存在する。時に現場の秩序や規律が崩れてアノミー的な性質を帯びる。

人生の宿題 ライフイベント上の適応危機が間接的重層的に精神的負担感を亢進させる。

ゆらぎと
ゆさぶられ

役割葛藤、“絶対…ねばならない”等の訂正しずらい信念、聖職者像への過剰同一化等の対
人援助職に由来する内的葛藤が健全なゆらぎを阻害してゆらぎが大きく振幅し、自己のコ
ントロールが効かない状態に陥る。ゆさぶられるような強い内面的葛藤。

つ
な
が
り
と
互
換

フェア・
アンフェア

支援員は現場での公正な処遇を期待する。公正感覚はさまざまな資源の供給と受給のアン
バランス感に由来する。

感情のライン 資源の相互交換の流れには随伴する感情の別のコミュニケーションラインが存在し、この
流れが滞るとつながり感を失い疎外感や孤独感を感じる。

現場のささえ 現場の上司や同僚による情緒的・心理的・社会的・手段的支援。

外のささえ 職場外の家族や友人、外部団体などの情緒的・心理的・社会的・手段的支援。

転 

機 

と 
再 
生 

の 

回 

路

種火 日々の小さな苛々事　些細な日常の出来事が、実に生々しくネガティブな感情を伴って語
られる小さいが無視できない雑音のようなストレス源。

焚きつけ いつ燃え上がっても不思議でない状況にどんぴしゃのタイミングのきっかけを与える新し
く加わる別の圧力。何とか均衡を保っていたこころのバランスシートが崩れる。

燃えあがる 悩み、怒り、不安など内的な葛藤・緊張状態にあり、心的エネルギーを盛んに消費する。
人によって、不満や怒りを激しく相手に表出する場合や、何とか現在の状態を解消しよう
と奮闘努力する。

燃えつきる 心的エネルギーが枯渇し著しい情緒的消耗感、無関心、無力感などを伴う精神的疲弊感覚。
業務遂行に支障をきたすようになる。自尊心や自己効力感の低下。心理的防衛メカニズム
が働く。

ニュートラル 一時的空白期間。現場での葛藤状態の時にこころの均衡を保とうとする多彩な感情作用の
結果、一時的逃避、離脱による心理的退却が起こり、自分ではどうしようもなく振り回さ
れていた状況から離脱し、気付きや新しい内省を生むきっかけをつくる。

のりこえ 現場や状況からの意図的・偶発的離脱により、状況に巻き込まれていた自分自身の内面を
内省できる時間、場を持つことができ、外在化した視点の獲得により、気づきや自己成長
の転機となる。（今、振り返ると…）で語られる転機。

くすぶり 認知の歪みや未解決な内面の発達課題などが未解決のまま残存し内在化する状態。再度、
類似状況が現出するとバーンアウトが反復される。

私 

の 

居 

場 

所 

の 

変 

容

私の居場所 支援員は現場の全体状況と他者との関係性の中で職業的アイデンティティを確認し、現場
との実存的一体感を【私の居場所】という感覚で感じる。日常的な現場体験の全体や細部
に見出す【私の居場所】を接点に現場の他者と関係を絶えず確認してる。

ホーム
としての場

現場において他者との応答を通じて現場を認識し、そこが自らにとっての独自の価値ある
場であると発見し、役割達成や自尊感情の収まる居場所と感じる。現場に包まれる感覚で、
安心感や自己効力感を得て、職業的アイデンティテイの基盤が形成される。

風景
としての場

支援員は、バーンアウト体験を【私の居場所】の喪失と感じる。安心できる場から不安定
な（見知らぬ土地に佇んでいるような）境界線の輪郭がぼやけた自分の存在があやふやな
風景化した【私の居場所】として感じる。

相互主体的な
ネットワーク
の場

職業的アイデンティティがいかんなく発揮できる燃えつきない場であり、現場の資源が十
全にやりとりされ、（困難をぶつかり合いながらも克服していく）、（理念や共通の目標によっ
て一致団結）すると語られる、組織が活性化し帰属意識や職務満足も高いステージとして
の【私の居場所】を希求される。
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４．支援員のバーンアウト対策

　本研究は支援員の現場におけるバーンアウト

体験のプロセスを『現場の臨界点』『つながり

と互換』『転機と再発の回路』『私の居場所の変

容』という４つのカテゴリーごとに考察した。

これにより有効なバーンアウト対策が示唆され

た。

　まず『現場の臨界点』の複合的な状況の圧力

が明らかになった。これにより組織マネジメン

トの面から状況の圧力を詳細に検討していくこ

とが示唆された。

　また、現場には市川や空閑が論じるようなア

ノミー的状況、無力性学習11）12）の状態が、【日常

の被覆】として存在していた。閉鎖的傾向のあ

る入所施設では重要な経営課題であり、第三者

を介入する等の組織的な対策が求められる。

　次に、『転機と再発の回路』ではバーンアウ

トは燃えつきて現場から離脱する敗者としての

物語でなく、対人援助職のプロとして自己成長

する転機・再生のモデルとして提示し、より発

展的な文脈の中でバーンアウト体験を支援員の

自己覚知や他者理解を深め、専門的な洞察力を

備えた援助者に成長していく転機の物語として

語り直すことの有効性が示唆された。

　また、動態的プロセス全体を視座に入れ、段

階ごとの早期介入と各局面に合わせた対策が効

果を発揮すると思われる。早期には管理マネジ

メントの改善や時間管理スキルなどの改善が有

効であり、進行度に応じ【焚きつけ】や【燃え

あがる】局面では問題解決コーピング等の増強

が必要であり、【燃えつきる】以降は認知的行

動変容を促す対策が必要と推測する。特に

【ニュートラル】の一時離脱局面では、心理的

退却がとれるよう環境の配慮が必要である。【の

りこえ】の転機局面では自己への問いかけが十

分に行えるよう適切なスーパーバイズが求めら

れる。あるいは【くすぶり】の負の循環局面で

は、健全な自己成長を阻害している固着した認

知の歪みなどについて、原因を個人に還元せず、

挫折と失敗の物語を管理者と共に語り直す重要

性が示唆された。

　『私の居場所の変容』では、【私の居場所】

による現場の接点を探し、そこからアウトリー

チ的に支援員の抱えている悩みや課題を探索し、

問題解決志向のメンタルヘルス手法の開発が示

唆された。支援員の個人的属性、パーソナリティ

などが関与している部分は改善・変容させるこ

とは大変に難しい。

　むしろ、それらを抱えながら、支援員自身が

リアリティをもって納得できる現場での物語を

管理者と支援員が未来志向で書き換えていくこ

とが重要と思われる。バーンアウト対策は、各

現場で違う職務ストレス構造、個人の認知の仕

方やストレス評定の重みの違いから一律一斉の

対策は効果をあげづらい。そのため、『私の居

場所の変容』のストーリーは、支援員の実存的

な現場での感じ方に相応しており、支援員個々

の多様なバーンアウトのリアリティに迫るのに

有効であると思われる。

５．本研究の限界と課題

　本研究は支援員のバーンアウトの実相を当事

者視点から探ろうとしたものであるが、中心的

カテゴリーである『転機と再発の回路』は様々

なバリエーションが存在し、各概念間の相互作

用等をさらに精査する必要がある。理論的サン

プリングとして、特にバーンアウトに陥らない

例の収集が必要である。また、【くすぶり】で

示したバーンアウト再生産や【ニュートラル】

から【のりこえ】に至る転機局面についても今

後の実証研究の中でさらに検討を進めていく。
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A Qualitative Study on Staff Burnout 

At an Institution for Persons with Mental Disabilities

Tetsuya Yamauchi

Hachioji Seikatsu Jisyujo

Burnout research on human service workers has been growing as the subject of 

study, but there are very few studies within the field of welfare for persons with 

mental disabilities.

In this study an effort was made to clarify the process of staff burnout at an 

Institution for persons with mental disabilities by interviewing seven subjects who had 

experienced burnout. Modified Grounded Theory Approach was used for the analysis.

As a result, four categories related to the structure, process and extension of 

meaning of staff burnout were generated. The workplace of the staff transitioned from 

a “critical point of the workplace”, a preliminary step to burnout, to the phase of a 

cyclic process with seven stepwise situations, which is termed the “circuit of turning 

points and recurrences. ”

Two branching paths with 【neutral】 as the origin were found with respect to 

this circuit. One is a circuit which becomes a cyclical process of turning points and 

self-growth, whereas the other is embedded in a negative cycle which again heads 

toward 【burnout】. 

Also, in the phase of “alteration of my place”, the staff symbolically attached 

meanings of the loss/establishment/expansion of “my place” in the workplace to the 

burnout experience. 

From these results, it was suggested that there is a necessity to perceive 

burnout not as a story of setbacks and failures, but as a model of self-growth.
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Ⅰ．はじめに

　高次脳機能障害者支援では、2001年から高次

脳機能障害モデル事業が行われ、診断基準や支

援方法の検討が行われた。また、2006年より障

害者自立支援法の都道府県地域生活支援事業で

ある高次脳機能障害支援普及事業が施行され、

障害者福祉サービスや社会保障制度の対象とし

て認知されつつある。高次脳機能障害者は、受

傷発症後に医療機関での治療やリハビリテーショ

ンを経て地域生活へと移行していく。また社会

生活を再開する為には連続性のある支援が必要

となり、生活リズムの修正、社会生活能力向上

や日常生活動作の獲得等を目的として福祉サー

ビスを利用する場合もある（蒲澤・阿部 

2003：127-130）。他方、高次脳機能障害者に対

して福祉サービスの利用を勧めるにあたっては、

様々な障壁が生じる。その理由として、高次脳

機能障害者自身が福祉サービスの利用をためら

う、参加を躊躇することとがあげられる（高次

脳機能障害支援コーディネート研究会 2006：

160-172）（宮崎・三宅 2010：1020-1025）。また、

支援者が高次脳機能障害者への対応で困難と感

じる点について、経験の積み重ねがない、易疲

労性、自分で行動できない、易怒性、障害の自

覚がない、自身の機能低下や機能にあった環境

を受け入れられない、居場所の確保レベルでは

家族も満足できない、個別の援助やマンツーマ

ンの対応が必要である、が指摘されている（先

崎 2009：36）。

　ところで、福祉サービス事業者における高次

脳機能障害者への支援方法や事例については、

多くの書籍や文献が上梓されている。しかし、

実際に高次脳機能障害者支援を実践した支援者

の語りに基づいた報告や分析は少ないため、支

援者への調査を通じて高次脳機能障害者支援の

課題とその対応を検討することは意義があると

考える。

　本研究は、障害者福祉サービス事業者への実

態調査と通所施設支援者へのインタビュー調査

を通して、通所施設における高次脳機能障害者

支援の課題点とその対応方法を見出すことを目

的とした。

Ⅱ．研究の視点および方法

　第１研究として、障害者福祉サービス事業者

（入所施設、通所施設、相談支援事業所）を対

象とした高次脳機能障害者支援の実態調査を行

い、高次脳機能障害支援における当事者と支援

者それぞれの課題等について回答を得た。調査

方法は郵送調査法、調査期間は2007年19年10月

［論文］

通所施設における高次脳機能障害者支援に関する研究

瀧　澤　　　学＊　　  　　　　

Key words：通所施設，高次脳機能障害，実態調査，インタビュー調査

＊Gaku Takizawa：神奈川リハビリテーション病院医療福祉総合相談室
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から2010年６月、調査対象地域は神奈川県内の

４つの障害保健福祉圏域（湘南西部地区、横須

賀・三浦地区、相模原市、湘南東部地区）、対

象事業所は396事業所（580事業）、回収数は240

事業所（375事業）、回収率は60.6％（64.7％）

であった（１事業所で複数の事業を行っている

場合があり、質問紙は各事業所に事業数分を配

布した）。

　設問については、① 施設の主な対象者と種

別 ② 高次脳機能障害理解への取り組み ③ 高

次脳機能障害者の利用の有無（現在いる、過去

にいた、いない）とその人数および受傷原因 

④ 手帳の種別 ⑤ 連携した機関 ⑥ 支援上の

当事者の課題 ⑦ 支援上の支援者の課題 ⑧ う

まく支援できた事例 ⑨ 今後の高次脳機能障害

者受け入れの可能性 ⑩ 高次脳機能障害者支援

を行う上での課題、とした。高次脳機能障害者

の地域福祉サービス活用においての課題として、

当事者が提供されたサービスに適応できない、

ケアの密度が高いためにサービス利用を受け入

れにくい（高次脳機能障害支援コーディネート

研究会 2006：183）、利用者間のトラブル（蒲澤・

阿部 2003：112-115）、が指摘されている。そ

れらより「設問⑥支援上の当事者の課題」につ

いて、「当事者が利用の必要性を感じなかった」

「サービスメニューや環境に適応できなかった」

「他者との関係を築くことが難しかった」「当

事者の障害理解に課題があった」「理由は分か

らないが利用が途絶えた」とした。さらに、「設

問⑦支援上の支援者の課題」について、「障害

についての理解や知識が十分ではなかった」「支

援する人員が不足していた」「当事者が希望す

るサービス提供が難しかった」とした。

　第２研究として、精神障害者地域作業所２施

設、精神障害者就労継続支援Ｂ型１施設、３障

害を対象とした通所授産施設１施設、利用者を

高次脳機能障害者に特化した地域活動支援セン

ターと脳外傷友の会ナナ運営の通所施設各１施

設、合計６施設の支援者16名に、施設毎のグルー

プインタビュー調査を行った。調査期間は2007

年10月から2009年12月である。インタビュー結

果については、逐語録とした後にストラウスコー

ビン版グラウンデッドセオリーを用いて分析を

行い、通所施設における高次脳機能障害者支援

の実践や困難さについての概念を生成し、対応

方法を考査した。

　倫理的配慮について、第２研究のインタビュー

調査について、６施設中４施設では高次脳機能

障害の利用者が１～２名であり特定の個人を想

定したインタビューとなることが予測された。

よって、事前に当事者に調査の趣旨と使用中止

の自由に関する説明を行い同意書への署名をい

ただいた。

Ⅲ．調査結果

１．高次脳機能障害実態調査

　第１研究である高次脳機能障害支援実態調査

より、現在もしくは過去５年以内に高次脳機能

障害者の利用があった事業数は129事業

（34.4％）、利用している高次脳機能障害者は

486名であった。利用者数が多い事業者としては、

身体障害者通所施設146名（30.0％）、身体障害

者相談支援事業74名（15.2％）、三障害相談支

援事業70名（14.4％）となった。高次脳機能障

害者が利用している事業者は124事業、そのう

ち身体障害者通所施設36か所（29.0％）、精神

障害者通所施設22か所（17.7％）、３障害通所

施設16か所（12.9％）があり、主な利用者を身

体障害者とした福祉サービスを利用している場

合が多かった。また、精神障害者通所施設22ヵ

所では、１施設で１～３人と少人数の高次脳機

能障害者を支援している実態があることも分かっ

た。

　高次脳機能障害支援を行う上での課題につい

ての設問については、当事者の課題として「障

害理解が乏しい」が42件と最も多く、以下「他

者との関係を築くことが難しかった（32件）」

「サービスメニューや環境に適応できなかった

（24件）」「当事者が利用の必要性を感じなかっ

た（16件）」の回答があった。また、支援者の

課題としては、「障害についての理解や知識が



- 97 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

十分ではなかった（51件）」が最も多く、以下「当

事者が希望するサービス提供が難しかった（26

件）」「支援する人員が不足していた（20件）」

であった（重複回答あり）。

　「今後高次脳機能障害者支援において必要と

されるもの」について自由記述で問うたが、「障

害の知識・対応方法に関する研修」が各地域と

もに最も多く「医療福祉の連携」「地域の相談、

通所体制の充実、拡充、柔軟性」「施設内の支

援プログラム充実」「家族支援」が上位を占めた。

　これらより、高次脳機能障害者が利用してい

る福祉サービス事業者は、主な利用者を身体障

害者としている機関が多い。しかし、身体に麻

痺等の障害がなく認知面の障害のみの場合は精

神障害者保健福祉手帳の取得が可能であり、利

用する福祉サービス事業者は精神障害者、高次

脳機能障害者を対象としたものとなることが多

い。高次脳機能障害者生活実態調査（NPO 日

本脳外傷友の会 2009：7）では、福祉的就労を

している高次脳機能障害者332人の利用先の主

な対象者は、高次脳機能障害者105人（31.6％）、

身体障害者98人（29.5％）、精神障害者及び知

的障害者がそれぞれ56人（16.9％）となってい

る。他方、本調査から精神障害者通所施設では

利用している高次脳機能障害が少人数のために

支援技術の蓄積が乏しい可能性が考えられた。

そこで第２研究の調査対象を、主たる利用者が

精神障害者および高次脳機能障害者の通所施設

として、両施設の支援のプロセスの違いについ

て検討を行った。さらに、分析に際して主な対

象者が異なることより、語りの意味の質が異な

ることが懸念された。よって、分析過程におい

て語りの意味の質や背景にも考査した。

２．通所施設支援者インタビュー調査

　第２研究であるインタビュー調査より、通所

施設での高次脳機能障害者支援について、「よ

りよい変化に向けた支援」の概念が生成され（図

１）、６つのコアカテゴリーが抽出された。そ

れらは、支援を行う中で支援者が思慮する「支

援者の思惟」、生活場面や施設での作業場面等

で見られる「当事者が抱える生活しづらさ」、

支援を行う中で当事者が回復や変化をしていく

「当事者の変化」、施設利用の中で生じる「他

の利用者との関係」、当事者を家庭で支える「家

族が抱える課題」、さらに実際に支援を行う中

でのアプローチに関する「当事者への支援」で

あった。なお、以下の文中での「　」は語りを

示している。

図１　「より良い変化に向けた支援」の概念図

合は精神障害者保健福祉手帳の取得が可能であり，利用する福祉サービス事業者は精神障

害者，高次脳機能障害者を対象としたものとなることが多い．高次脳機能障害者生活実態

調査（NPO 日本脳外傷友の会 2009:7）では，福祉的就労をしている高次脳機能障害者 332

人の利用先の主な対象者は，高次脳機能障害者105人（31.6％），身体障害者98人（29.5％），

精神障害者及び知的障害者がそれぞれ 56 人（16.9％）となっている．他方，本調査から精

神障害者通所施設では利用している高次脳機能障害が少人数のために支援技術の蓄積が乏

しい可能性が考えられた．そこで第 2研究の調査対象を，主たる利用者が精神障害者およ

び高次脳機能障害者の通所施設として，両施設の支援のプロセスの違いについて検討を行

った. さらに，分析に際して主な対象者が異なることより，語りの意味の質が異なること

が懸念された．よって，分析過程において語りの意味の質や背景にも考査した． 

２．通所施設支援者インタビュー調査 
 第 2 研究であるインタビュー調査より，通所施設での高次脳機能障害者支援について，

「よりよい変化に向けた支援」の概念が生成され（図 1），６つのコアカテゴリーが抽出さ

れた．それらは，支援を行う中で支援者が思慮する「支援者の思惟」，生活場面や施設での

作業場面等で見られる「当事者が抱える生活しづらさ」，支援を行う中で当事者が回復や変

化をしていく「当事者の変化」，施設利用の中で生じる「他の利用者との関係」，当事者を

家庭で支える「家族が抱える課題」，さらに実際に支援を行う中でのアプローチに関する「当

事者への支援」であった．なお，以下の文中での「 」は語りを示している． 

（１）支援者の思惟 

①支援への踏みだし 

 支援者は，当事者の居場所，自宅外で過ごす場所を提供することの必要性を感じている．

また，「私たちも勉強になるし，今まで高次脳の人って表に出てくる人少なかったけど，そ

のとき（新たに支援する時）のためになればいいかな」のように，今まで顕在化すること

がなかった高次脳機能障害者への支援が今後増えることが予測される中で，実際の支援を
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  支援者の思惟

①支援への踏みだし

　支援者は、当事者の居場所、自宅外で過ごす

場所を提供することの必要性を感じている。ま

た、「私たちも勉強になるし、今まで高次脳の人っ

て表に出てくる人少なかったけど、そのとき（新

たに支援する時）のためになればいいかな」の

ように、今まで顕在化することがなかった高次

脳機能障害者への支援が今後増えることが予測

される中で、実際の支援を通して様々な経験が

得られる事でのスキルアップや支援の幅が広が

ることを望みながら支援を行っている。

②支援への自責や虚無感

　支援を行う中で、思うような実践ができず、

当事者の生活が乱れる、同じ失敗が繰り返され

るような事態が生じた際には、「私たち出来て

いないのかな」「まだ足りないっていうことかな」

「いい対応できていないのかな」のように、達

成感が感じられない、支援者自身の支援力不足

を責める、虚無感を抱いてしまう。また、施設

利用の目的として就労が掲げられているので、

就労を目指して支援を行う必要があるが、積み

重ねが難しいが故にゴールが見えてこない事に

焦燥感が生じる。

③支援への戸惑い

　高次脳機能障害者は、メディアや専門書から

の情報によると介助度が高く、対応が難しいと

の印象があり「支援が難しい、大変」という思

いから、支援に対して不安を抱いてしまう。さ

らに、支援場面では認知障害があることでフォ

ローアップが不可欠となるが、「活動とか作業

やるときには、高次脳特有の不注意っていう点

では目が離せない」といったマンツーマン支援

が必要なことに対して、それに裂かれる労力の

大きさを感じてしまう。また、日常の中で声か

け等をした際に、当事者の理解がずれている、

自分なりの思いで行動する、行動の予測がつか

ない、把握が難しいことがあり、支援の継続に

不安を感じてしまう。

　また、高次脳機能障害者は個人差があり、実

際に受け入れられる方と対応が難しい方がいる。

対応が難しい方は、個別の対応を必要とする場

合があり、それ故にマンパワーも必要とされ、「い

ろんなシステムが変わっていくっていう事が、

できるものもあるけど変えられないものもあり、

彼の存在のためにいろんな（施設内の決まり）

事を変えるっていう事がいいのかどうかってい

うのは戸惑いとしておきてきて」のように作業

所の運営に支障が生じる場合や運営方針の転換

が必要とされることもある。よって、新規の受

け入れに対しては慎重な検討が必要であると考

えている。

  当事者が抱える生活しづらさ

①認知面の障害

　支援者は、高次脳機能障害者を支援する中で、

当事者が抱える様々な生活しづらさに気づき、

それらに対する支援の必要性や、対応の難しさ

を感じている。まず、作業場面等では、認知面

の障害があるので、作業が上手くできない、覚

えられない、時間がかかる、指示を理解してい

ないために予想外の行動をとる、ミスが生じる

等により、仕事を任せられない、作業の遂行が

難しい、確認を要する等の場面がみられる。

　さらに、今まで出来ていた作業について、作

業環境が変化することで出来なくなったり、出

来ないことが出来るようになったりする場合が

ある。普段は落ち着いてこなすことができる作

業でも、焦る、慌てる、緊張する等によってで

きなくなってしまう場面も見受けられる。イベ

ント等のイレギュラーな出来事があると、当事

者は通常の調子やペースが狂うこととなり、生

活や作業場面が崩れてしまうこともある。学生

時の受傷発症の場合、それまでの生活体験が非

常に乏しいために、それ故の作業や行動面での

ミスや、一見常識的な事が分からなかったりす

ることがある。例えば、調理をするときなど、

味や火の加減、案配が分からない事が起こり、

何度も教えても積み重ねが難しい、さじ加減・

曖昧さが分からない方などもいる。周囲の反応

や状況に過剰に反応をしてしまう、他者への助

言も自分に向けられたものだと誤解する等が見
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られる事もある。

　高次脳機能障害者への対応を行う中で、当事

者のイライラの原因がつかみきれない、調子の

波のコントロールが出来づらい、調子の波が分

かりづらい事など、対応が非常に難しいと感じ

ることがある。また、支援者から当事者への指

示や助言に対する解釈や意図がズレる、助言が

伝わらない、当事者なりの理解の元で行動が見

られるが、そのようなときには当事者なりの思

いがあり、情報伝達や行動の切り替えが難しく、

支援者は戸惑を感じてしまう。

②社会的行動障害

　作業所等で過ごしているとき、雰囲気を察す

ることができなかったり、周囲の行動に合わせ

ることが難しかったりする場合がある。周囲は

違和感が生じ、当事者も疎外感を感じる場合が

あるが、それらの修正や行動変容は難しい。支

援者自身も外見からは分かりづらい障害に翻弄

される、会話の中で独特の解釈をする方との対

応、活動的な方に対しては行動把握が難しい、

等に戸惑いを感じている。

　対人面の課題について、当事者は「自分は他

利用者とは違う」という思いがあり、行事に参

加しない、距離を置く、徐々に交流が減る等の

行動が見られる。周囲も、当事者との距離を置

くようになり、集団から離れてしまうこととな

る。あるいは、当事者が会話の中で他者を見下

したような態度になることもある。また、気に

入った作業を始めると、他利用者の気持ち等へ

の配慮ができずに、歯止めがきかないくらいに

のめり込んでしまう。そのような状態の時には、

支援者が常に気をつけていなければならず、目

が離せなくなる。

　当事者にはプライドがあり、周囲から良く思

われたいと思っている場合もあり、自分に都合

が悪いことは隠す、弱みは見せない、偉ぶった

話し方をする、等がある。当事者は、できてい

ない部分が多くあるが、当事者はそれに気づか

ない、感じていない様であり、障害に気づく、

受け止める事の難しさを感じる事となる。

　これら当事者が抱える生活しづらさは、事前

の研修等では分からないものであり、支援者が

思っていたものとは異なるものも含まれており、

当事者が抱える生活しづらさを目の当たりにす

ることで、当事者の大変さを実感することとなっ

た。

  当事者の変化

①環境への適応

　様々な支援を継続する中で、当事者は集団適

応力向上や作業場面などで出来ることが増えて

いき、支援者はそれらを当事者の変化としてと

らえている。また、精神面等の状態が安定して

くると能力を発揮することが出来る。生活の中

では、こだわりが減る、落ち着く、慣れる、会

話が出来るようになる等、積み重ねによる変化

が見られることもある。さらに、時間の経過と

ともに、徐々に回復することで変化をしていく。

　当事者は、自分の障害やできづらいことに対

して、反復する、身に着くように努力する、気

分転換の仕方を覚える等によって、対処方法を

身につけていく。また、自ら必要性を感じるこ

とでメモの活用、ファックスの活用といった代

償手段を活用するようになる。しかし、メモリー

ノート等の代償手段を活用しようとしても、メ

モの存在を忘れている、活用することを億劫が

ることがあるなど、支援が遅々として進まない

ことも少なからずある。

②自己のとらえ直し

　支援者が当事者の変化を実感するポイントと

しては、それまで指示に従うだけだったが、自

分の思いを口にする、思ったことを行動に移す

等の場面が見られる、周囲の様子に目が配れる

ようになったり、周囲の状況を踏まえることが

出来るようになったり、分からないことやミス

したことを質問できる様になる等があげられる。

当事者が、目標を就労から生活への安定に転換

することで、生活の安定が図れる場合もある。

特に高次脳機能障害に特化した施設では、当事

者が自分の障害を理解してもらえることでの安

心感や、できることを行う中で自分の存在をポ

ジティブに捉え直す様子が語られていた。
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  他利用者との関係

①他利用者との摩擦

　他利用者は、高次脳機能障害者の方と作業や

休憩場面を共有することで、違和感を覚える、

距離をとる等の行動をとる場合がある。その理

由として、当事者の周囲が見えない行動、自分

なりの解釈の行動等があげられ、その障害を分

かりづらいと感じている様である。また、生活

の中で自分が話した内容、相手から聞いた情報

を忘れてしまうので、結果として同じ話の繰り

返しになってしまう、助言や約束を反故にする

等がみられ、周囲の人は不信感を抱いてしまう。

②他利用者からの支え

　通所施設では、作業所職員だけではなく高次

脳機能障害を理解している専門職が利用導入時

に障害の説明を行う事でスムーズな理解が促進

される場合がある。あるいは、時間が経過して

いく中で、他の利用者が当事者の障害特性を理

解してくれる、受け入れてくれる、手助けをし

てくれる等の場面が見られるようになる。

③他利用者への障害の説明のし易さ

　利用者が高次脳機能障害者に特化した通所施

設では、同じ認知面の障害を持っているが故に、

当事者同士が障害をわかり合える、馴染んでい

く、相互理解が上手に出来ることがある。

  当事者への支援

①今までとは異なる支援

　精神障害者を対象とした通所施設の支援者は、

精神障害者への支援は多く対応している。今回

のインタビューでは、精神障害者の傾向として、

自己を過小評価する、投薬の影響の疲れやすさ

がある、地域生活が出来る方は症状が安定して

いる方が多い、生育歴や生活環境等の要因があ

るものの障害像は高次脳機能障害ほど複雑では

ない、等をあげていた。しかし、今まで体験し

た精神障害者への対応とは異なる支援を求めら

れることでの支援のしづらさを感じていた。そ

れらより、今までは不要であったマンツーマン

での支援や、行動面での指示、当事者の行動を

先読みしつつ環境を整える事、（こだわりがあ

るので）こだわりそうなものを片付けておくな

どは、今までの支援とは異なる配慮が要求され、

支援者のストレスも増していた。

②生活課題への支援

　高次脳機能障害者への具体的な対応であるが、

当事者に伝える情報をわかりやすく工夫する・

整理する・必要なもののみを伝えていく等の工

夫を行っていた。また、作業を行う際に見本を

示す・予定表を提示する・メモ等の活用等、生

活環境の明確化、構造化等を用いて支援をして

いた。しかし、それらの対応はすぐに確立でき

るものではなく、試行錯誤を繰り返していくな

かで、出来上がったものであった。あるいは、

当事者の言動や行動が、以前と変化してきたと

きなどは、再度目標等の確認を行い、当事者の

思いや考えの修正を行っていた。

　さらに、認知面の障害への対応だけではなく、

困り感やニーズ・内面に着目した対応も検討し

ている。その中で、当事者の思いと実際の能力

との兼ね合い、支援する側が障害をポジティブ

に捉える、出来ることに目を向ける、失敗する

場面を極力避けて自信を持つことが出来る取り

組みを提供する、それらの作業を自分自身で選

択・決定してもらう、などの配慮していた。さ

らに、生活状況や受傷前の仕事、性格等の事前

情報を知っておくことも重要と考えている。

③情報交換と連携

　そのような中で、支援者はスタッフ間でのミー

ティング、他機関とのカンファレンス、拠点機

関との情報交換等によって当事者への支援方法

を再検討する、確認する等の取り組みを行う事

によって、支援を継続していた。

  家族が抱える課題

①当事者を支えることの難しさ

　家族は、当事者が受傷前と変化したこと、制

度上の対応は精神障害となること等について、

受け入れられない、納得できないと感じている。

また、支援者や行政窓口を含む関係者から障害

を理解してもらえていないと感じる、相談して

も支援が得られないことで負担感を強い状態に
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なることもある。

②当事者を支える存在

　通所先が見つかることを足がかりに、多くの

機関の関わりが期待できるようになる、当事者

の居場所が確保できることによって、家族が安

心できる、働くことができるようになることが

あった。また、家庭内では「Ａさんは、今、感

情のコントロールがほとんど気にしなくてもい

いところにきているけど、やっぱり、施設内で

のトラブルがあったのを、必ず家に持ち帰って

いって、親の説得と協力が毎回積み重ねられて

くるのね。それで、Ａさんの場合は、感情のコ

ントロール、かなり出来るようにはなってきた

けど」のように、家族が当事者のトレーナーと

しての役割、当事者を支える立場になっている

側面もある。

Ⅳ．考察

１．高次脳機能障害実態調査

　高次脳機能障害実態調査より主な利用者が身

体障害者である福祉サービスでは高次脳機能障

害者支援のノウハウの蓄積の可能性があるが、

精神障害者通所施設では支援経験の乏しさによ

り、対応に苦慮する場合があることが想定され

た。ここでは、支援者の障害理解、地域での支

援システム、連携構築、具体的な支援プログラ

ム策定、家族支援等に課題があることが分かっ

た。

　さらに、精神障害者通所施設での高次脳機能

障害者支援の課題と対応策を具体的に探るため、

主な利用者を精神障害者及び三障害とした通所

施設４ヵ所の支援者にインタビュー調査を行っ

た。更に、主な利用者を高次脳機能障害者に特

化した通所施設２ヵ所の支援者にもインタビュー

調査を行い、その差異の検討を行った。

２．通所施設支援者インタビュー調査

　地域福祉施設における高次脳機能障害者支援

で、支援者は見えづらく分かりづらいといわれ

る当事者の生活障害への対応に苦慮していた。

その生活障害は個別性が高く、物事を行う意欲

がわかない方がいれば、一度作業と取り組むと

切り替えられない・中断する事が難しい方がい

るように、相反する症状が見られる場合もあっ

た。また、支援者は他利用者との関係に配慮を

する、施設運営に支障が生じないような支援体

制を構築する事にも思い悩んでいた。しかし、

そのような状況の中でも、当事者が適応的な生

活を送ることが出来るように、生活環境の明確

化、構造化、代償手段の活用等の支援技法を援

用しつつ、試行錯誤の支援を展開していた。そ

れらの結果より、具体的な高次脳機能障害者支

援の考察を通して対応を検討する。

  状況に応じた支援目標の設定

　高次脳機能障害者への支援経験が少ない場合、

当事者の目標設定が難しいようである。インタ

ビューの中でも、「我々就労に向かって支援し

なければいけないんでしょうけれども、そこま

でたどり着かない」との語りが聞かれ、就労等

のゴールに縛られてしまうことで、支援者自身

も支援が上手くいかない事へのもどかしさを感

じていた。他方、多くの高次脳機能障害者支援

を体験している場合は、就労支援、日中活動の

安定等その方にあった目標を立てており、先の

見通しを立てつつ支援を行っていた。

  障害特性を理解したアプローチ

　高次脳機能障害者へのアプローチは、認知面

の障害への対応を考える事が大きな課題となっ

ている。そこで、支援者は生活環境の明確化、

構造化等を援用しつつ、当事者にわかりやすい

生活環境・情報等の提供を行っていた。

　しかし、それだけではなく、中途障害である

高次脳機能障害者が抱く不全感や障害の受け止

めに配慮を行う事が必要となる。当事者は生活

での実体験を通して障害に気づいていくが、そ

の気づきを否定する、戸惑う、避ける等のプロ

セスを経て、障害を受け止める、共に生きてい

くという心境に至っている（瀧澤 2010）。また、

高次脳機能障害者は様々な生活体験を通して、
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対応方法を身につけることで家庭から地域へよ

り幅広い活動へと参加の場を変化させていく。

それらと、脳機能の回復や変化も相まって、そ

れまでは問題とならなかったものが新たな生活

課題として顕在化する事がある。このような当

事者を取り巻く状況や当事者自身の状態の変化

を理解し、対応方法を適宜検討する、見直すこ

とが必要と言える。

  ポジティブな行動支援の併用

　高次脳機能障害支援の中で、障害への気づき

は非常に重要といわれている。しかし、「気づき」

を促すことは諸刃の剣であり、当事者は出来な

いことが生じる事等、心理社会的反応によって

落ち込み、抑うつ状態になる場合もある（正山 

2010）。前項でも述べたが、当事者が障害を受

け入れるまでには、一定の課程と時間の経過が

必要となり、その中では成功体験を重ねる、失

敗を指摘せずに出来たこと・上手くいったこと

を評価する事も必要である。そのようなポジティ

ブな行動支援（粳間・橋本 2008）を併用しつ

つ支援を行うことも肝要である。

  利用者間の情報整理

　通所機関を共に利用する他利用者も、高次脳

機能障害者が自分で話した内容や相手から聞い

た情報を忘れてしまう、同じ話の繰り返しになっ

てしまう、結果として助言や約束を反故にする

事となる、場面が読めない行動が見られる等の

面で不安や不信感を抱いてしまうことがある。

そのような時には、支援者が仲立ちとなり、他

利用者に対して高次脳機能障害に関する説明を

行う事で、理解や協力を得られる場合がある。

　ところで、高次脳機能障害に特化した通所機

関では、似た障害を有する利用者であるが故に、

障害を理解することが出来るようである。また、

高次脳機能障害者がグループで活動することに

よって他者の行動を見ることで自分の障害に気

づくということも見受けられる。さらに、自分

の出来ないことに気づくことで落ち込むことが

あるが、身近に同様の悩みを抱えているものが

いることを知ることで「一人で悩まなくてもい

い」という思いになり、自信回復へのきっかけ

となることもある（中島 2009：55-72）。

  拠点機関から地域支援機関へのサポート

　高次脳機能障害者への支援について、地域支

援機関はセミナー等に参加いただく等多くの関

心を寄せていただいている。しかし、本調査で

も聞かれたが「実際に支援をしてみると、研修

で聞いていて分からなかったことが実感できた」

というように、実際の支援では事前研修等とは

異なる課題が生じる可能性がある。また、支援

の中で対応の難しさを感じた際に、バックアッ

プ機関がない場合、地域支援者が単独で問題を

抱える事になってしまう。本調査では、スタッ

フ間でのミーティング、他機関とのカンファレ

ンス拠点機関との情報交換等によって当事者へ

の支援方法の再検討、確認等を行う事によって、

支援を継続していた。ところが、思うような支

援ができない場合には、達成感が感じられない、

支援者自身の支援力不足を責める、虚無感を抱

いてしまう等、パワーレスな状態に陥ってしま

うことが危惧された。よって、拠点機関は地域

支援者へのサポートのために、コンサルテーショ

ン、スーパーバイズを行い、適切な支援目標の

設定や具体的な対応方法検討等に関わっていく

ことが重要と言える。

Ⅴ．結論

　地域通所福祉サービス事業所における高次脳

機能障害者支援の課題を明確化するために、第

１研究として地域福祉サービス機関（入所施設、

通所施設、相談支援事業者）への高次脳機能障

害者実態調査を行った。実態調査より地域福祉

サービス機関では、支援者の障害理解、地域で

の支援システム、連携構築、具体的な支援プロ

グラム策定、家族支援等に課題があることが分

かった。

　続いて、具体的な課題点と対応方法を探るた

めに、精神障害者通所施設、利用対象者を高次
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脳機能障害に特化した通所施設へのインタビュー

調査を行った。そこから「よりよい変化に向け

た支援」の概念が生成され、それは「支援者の

思惟」「当事者が抱える生活しづらさ」「当事者

の変化」「他利用者との関係」「当事者への支援

の有り様」「家族が抱える課題」の６つのコア

カテゴリーで構成されていた。その中では、高

次脳機能障害者の認知面の障害だけではなく、

社会的行動障害、中途障害であるが故の障害の

理解と受け止めへの対応に苦慮していた。そし

て、「よりよい変化」が達成されない場合には、

支援者が「支援への悔い」「自分の能力のなさ

を自責」する様子が見られた。それらへの具体

的な対応策としては①状況に応じた支援目標の

設定　②障害特性を理解したアプローチ　③ポ

ジティブな行動支援の併用　④利用者間の情報

整理　⑤拠点機関から地域支援機関へのサポー

ト、が考えられた。

　高次脳機能障害者は、障害が見えづらく分か

りづらい上に、障害の個人差が大きい。また、

支援者は対応が難しい障害との認識があり、受

け入れを躊躇する場合がある。あるいは、当事

者も障害者通所施設の利用をためらう場合もあ

り、利用目的や通所によって得られるメリット

等を明確にする必要がある。さらに、高次脳機

能障害者が通所施設を利用した後にも、支援者

は当事者の「よりよい変化に向けた支援」を試

行錯誤の中で行う事となる。支援者は、高次脳

機能障害の特性である、認知障害や社会的行動

障害、中途障害に配慮しつつ、適切な支援を行

うことが必要である。

　本研究は2007～2010年度神奈川県高次脳機能

障害地域支援推進検討事業として行った。
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Supporting people with higher brain dysfunction at social services for 

persons with disabilities

Gaku Takizawa

Kanagawa Rehabilitation Hospital Social Work Room

The objective of this study is to identify issues concerning support schemes for 

person with higher brain dysfunction at community social services, especially at 

daycare services. The study consists of two research: quantitative and qualitative 

analysis. The first research is a survey on community social services. The result 

indicates the following five problems: (1) staff members’ understanding about higher 

brain dysfunction, (2) support system in the community, (3) coordination among the 

community social services, (4) formulation of support programs, and (5) family support. 

The second research is based on in-depth interviews for finding the problems and 

making a strategy to solve them. The subjects are staff members at a day_care for 

people with mental disorders and a day_care for people with higher brain dysfunction. 

The concept of support towards a better change was generated, which consisted of six 

categories: (1) staff members’ experience and thinking, (2) difficulties in the living of 

persons with disabilities, (3) change in physical and mental aspects, (4) relationship 

with other service users, (5) supporting service users, and (6) families’ experiences. 

This research found that the staff felt the difficulties caused by cognitive disability, 

social behavioral disorder, self-understanding and self-acceptance of disabilities. 

Additionally, it found the staff felt “regret” and “self accusation”, when they could not 

provide support for better change. The researcher proposes five strategies: (1) 

appropriate goal setting, (2) approach with an understanding for higher brain 

dysfunction, (3) positive behavioral support, (4) correct understanding of each other 

among service users, (5) transition from rehabilitation center to community social 

services.

Higher brain dysfunction is invisible to the eye, difficult to understand, and the 

range of disability is diverse among persons with higher brain dysfunction. As a 

result, social services do not necessarily accept them their programs. However, this 

research identified the merits of programs for persons with higher brain dysfunction. 

In conclusion, it revealed the need of an appropriate method to support them with 

acquired disabilities including cognitive and behavioral difficulties.
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Ⅰ．はじめに

　日本は15年ほど前から第三次覚せい剤乱用期

にあると言われている。最近では、2007年には

医療薬品のリタリンへの依存が社会問題化し、

2008年には大学生の大麻乱用問題が次々と報道

された。2009年には違法薬物使用による芸能人

の逮捕者が相次ぎ、「薬物（精神作用物質）」を

めぐる諸問題への社会的な関心が高まっている。

　依存性薬物の乱用は「犯罪」や「非行」など

の反社会的行為とみなされ、薬物の乱用を繰り

返す依存症者も「取り締まり」や「科罰」・「矯

正」・「更生保護」等の対象とされてきた。一方、

「精神保健および精神障害者福祉に関する法律」

第５条においては「精神作用物質による急性中

毒またはその依存症」を有する者も「精神障害

者」に含まれることが明記されており、薬物依

存症者は公的に「医療」と「福祉」のケアを必

要とする人とみなされているにもかかわらず、

そうした観点からの社会的ケアが得られにくい

現実がある。

　アルコール薬物問題全国市民協会によって把

握されている情報では、2010年12月現在で薬物

依存症者を対象として医療的ケアを提供してい

ることを公表している医療機関は150箇所程度

に過ぎない。また、その中でも、覚せい剤依存

は対象としないなどと患者の使用薬物の種類を

限定している施設が多く、薬物依存症者が専門

治療を受けられる場は非常に限られている１）。

　1998年５月に薬物乱用対策推進本部から発表

された「薬物乱用防止五ヵ年戦略」の柱のひと

つとして「薬物依存症者の社会復帰支援」が掲

げられ、この方針は「新薬物乱用防止五ヵ年戦

略」（2003年）、「第三次薬物乱用防止五ヵ年戦略」

（2008年）にも引き継がれているが、全国に五十

数ヶ所ある自助組織による民間施設であるのダ

ルク（DARC：Drug Addiction Rehabilitation 

Center）の活用以外には薬物依存症者の社会

復帰策はあまり進んでおらず、社会福祉の視点

からの薬物依存症者支援は、医療的ケアよりも

さらに遅れていると言わざるを得ない。

　薬物依存症者への社会福祉的支援を促進する

ためには、まずその「遅れ」の実態を明らかに

する必要がある。本研究ではその第一歩として、

①薬物依存症者への支援策として作られたもの

以外の資源も含め、薬物依存症者の回復支援に

活用し得る制度的社会資源を具体的に把握する

こと、②資源の活用が困難な事例について、制

度の枠組みや運用手続に内包される「障壁」を

把握すること、の２点を目的として、薬物依存

［論文］

薬物依存症者の回復支援に関わる

制度的社会資源の活用実態と課題

山　口　み　ほ＊　　  　　　　

Key words：薬物依存症者，制度的社会資源，障壁

＊Miho Yamaguchi：日本福祉大学社会福祉学部
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症者本人・家族、および彼らの支援に携わるソー

シャルワーカーを対象として調査を実施した。

Ⅱ．研究方法

　以下、の２種類のデータから、薬物依存

症者もしくはその家族が社会生活上のニーズの

ために利用した、あるいは利用を試みた制度的

社会資源を抽出し、活用状況をまとめた。

  筆者がスタッフとして関わっている、依存

症専門治療機関であるＡクリニックの「薬

物依存症者本人グループ」参加者発言記録

過去５年分（2005年１月～2009年12月。実

施回数175回、延べ参加人数931名、実参加

人数49名）

　なお、グループ記録の使用については、Ａク

リニック院長に書面と口頭で趣旨説明を行い、

協力への同意を得ている。また、記録から発言

者名を除き、発言内容の記述部分のみを用いる

ことで個人の特定ができないように配慮した。

そのため、同一人が同じ資源についての発言を

複数回している場合があり、各資源についての

利用人数や利用回数は不明である。

  薬物依存症者本人３名、家族８名、支援に

携わるソーシャルワーカー７名を対象とし

て行なった半構造化面接によるインタ

ビュー・データ

　インタビューの実施時期は2009年６月～2010

年２月である。

　対象者は、薬物依存症者本人については関係

者からの紹介、家族についてはＡクリニックお

よび「愛知家族会（薬物依存症者を抱える家族

の会）」からの紹介、ソーシャルワーカーにつ

いては筆者の知人および関係者から紹介を受け、

調査協力の同意を得られた人である。

　なお、本人・家族・ソーシャルワーカーの三

者共通の以下の５点をまとめたインタビュー・

ガイドを用意した。

　〈インタビュー・ガイド〉

①活用した、あるいは活用を検討した制度

的社会資源

②制度活用にあたっての困難

③制度の活用に際して行った工夫

④制度を活用した（又はしなかった）こと

による変化

⑤制度的社会資源に関する要望

　インタビューに際しては、研究の目的・方法

を文書および口頭で説明した上で、研究への協

力は任意であり同意しない場合でも不利益を受

けることはないこと、同意の撤回も可能である

こと、研究成果の公表に際しては対象者の匿名

性を保つことを明記した協力依頼文書を渡し、

書面で同意を得る等、倫理的配慮を行なった。

Ⅲ．研究結果

　上記の方法により得たデータから、実際に薬

物依存症者および家族が利用した、あるいは利

用を検討した制度的社会資源を分野別に整理し、

表１にまとめた。

表１　薬物依存症者・家族の利用社会資源一覧

分野 資源 活用状況

教育関係
学校

非行問題としての対応が主。学齢期後、あるいは退学後の発覚が多く、

相談・指導の機会を逸している。

教育センター 親の相談先としての利用。上記と同様の理由により、利用例は少ない。

矯正・

更生保護

関連

警察

逮捕を恐れ、相談に行きづらい。家族の電話相談に対し、本人の出頭

を要求された例も。相談は単発的。注意のみで帰されたり、家族によ

る「監視」を指導された例も。専門機関の紹介機能有り。
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家庭裁判所
少年審判に際し、調査官によるケースワーク。警察止まりで送致され

ない例も多数。

保護観察制度
遵守事項の設定により、専門機関とのつながりが継続される例有り。

疾病に対する保護司の理解に差がある。

少年院
過去の事例では、専門機関へのつなぎが無く、退所後に再使用する例

が多数。

刑務所
過去の事例では、専門機関へのつなぎが無く、出所後に再使用する例

が多数。

更生保護施設
地域コンフリクトへの恐れから、過去に薬物乱用によるトラブルのあっ

た者は、入所を断られることもある。

職親
就労困難な事例、法的処分を受けていない事例では利用できないため、

活用例は少ない。

弁護士

身柄拘束と自己破産手続を契機につながる。裁判に有利になることを

勘案し、受診を勧められるケースも有り。費用に関して法律扶助が適

用されるケースも多い。

保健関係 保健所

（行政保健師）

継続的に相談指導を行うことは少なく、専門機関の情報提供、紹介、

連絡調整が主。

精神保健福祉

センター

同上。家族プログラムが本人向けよりも先行している。

薬物問題相談に外部専門機関の人材を導入することで、本人・家族が

継続的な支援に結びつくことも。

医療関係

精神科

陽性症状、離脱症状、衰弱等の時期の入院利用。治療プログラムが無

いことを理由に入院・通院を断られることも。医師から「どうせ治ら

ん」と罵倒され、通院継続を断られた例も。

その他（一般科）
肝炎等、合併症の治療、薬物使用時の事故によるケガや骨折等の治療

など。薬物使用を伏せての受診も多い。

社会保険
医 

療 

保 

険

高額療養費
「委任払い」であっても、自己負担限度額自体が高額。分割払いで対

応した例も。

傷病手当金
生活保護受給者や国保加入者、被扶養者が多く、傷病手当金受給条件

が無いケースが大多数。

年
　 

金

老齢年金
制度未加入期間や年金保険料減免申請期間が長い場合、受給できなく

なるおそれ。免除申請自体を知らなかった例もある。

障害年金
「うつ」や「中毒性精神病」による年金取得例が多い。「依存症」で

の申請や、覚醒剤に起因する内容での申請では不支給。

雇 

用 

保 

険

ハローワーク
一般就労の困難なケースや、採用条件の面で不利なケースが多い。障

害者枠も依存症者には活用されていない。

障害者職業

センター

就労困難例が多いこともあるが、「障害」の認識が本人にも周囲にも

ないためか、利用例は少ない。

失業給付 雇用保険加入例自体が少ないため、受給者は少数。

介護保険

保険加入年齢、あるいは給付対象年齢に達していないケースがほとん

どであるため、本人の利用は少ない。家族（親）のサービス利用によっ

て本人の生活も助かる例有り。
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社会福祉

生 

活 

保 

護

保護費

所持金を失っている上に、就労困難な病状のために経済的援助が必要

となる例が多い。生活保護を受給して一人暮らしを始めることが「自

立」の形のひとつとも考えられている。自助グループ参加の移送費を

出さない自治体有り。

救護施設
薬物使用により、退所となる例もある。救護施設から専門機関につな

がるケースも。

生活福祉資金
制度の認知度が低い。また、返済能力の問題・保証人の不在等により、

活用できる人は限定的

児童相談所

児童期の薬物使用は「非行」モデルでの対応が主。依存症者本人の療

養や収監のための子どもの保護例有り。ネグレクト事例の「親」とし

て相談支援につながる例も。

障 

害 

者 

福 

祉

自 

立 

支 

援 

法

医療
通院ケースのほとんどが活用。当初制度を知らず、負担が高額となっ

た例も。

介護

訓練

地域

ダルクが指定事業者となっている場合を除き、あまり利用されていな

い。「薬物依存症」ではなく、合併している他の精神障害を事由とす

る就労支援の活用例有り。

障害者手帳

「薬物依存症」では取得できない地域が多い。医療費の自己負担助成

制度や公共交通機関料金助成など、自治体条例による制度活用を目当

てに手帳を取得するケースが多い。「薬物依存症」を対象から除外し

ているサービスもある。

＊出所：山口みほ「薬物依存症者の回復支援に関わる制度的社会資源の現状と課題」『平成21年度厚生

労働科学研究費補助金医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業「薬物乱用・依存

の実態把握と再乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研究（研究代表者：和田清）」研

究報告書』2010，p.138-139．

　あげられた社会資源は多岐に渡るが、社会的

イメージによる「障壁」のみならず、制度の枠

組みや運用において薬物使用に関連する疾患や

障害を事由とする適用が制限される実質的な「障

壁」が存在しており、実際に活用できるものは

限られていた。

　上記の社会資源の中から制度的社会資源の代

表的なものとして「障害基礎年金」、「精神障害

者福祉手帳」、「生活保護制度による移送費」を

とりあげ、制度上の「障壁」について詳細を検

討する。

  障害基礎年金

　薬物使用の結果として就労困難となったり、

薬物を入手する費用のために借金を負い、経済

的な困難を抱える依存症者は多い。そうした人

たちにとって、病状が進行した際に障害年金を

受給できるか否かは非常に大きな問題である。

　薬物依存症者の支援に携わる医師やソーシャ

ルワーカーの間には、静的な障害モデルを基本

とする現在の障害年金制度では、「（医学的には

治癒しないが）社会生活の『回復』が可能な『依

存症』という病名での申請は通らない」という

認識が広くある。そのため、「薬物依存症」で

の障害年金申請はほとんど行なわれていない。

しかし、薬物依存症が進行し、中毒性精神病の

病態を呈するようになった場合は「薬物性精神

病」等の病名で障害年金を申請するケースがあ

る。

　2007年に覚せい剤使用に起因する「薬物性精

神病」を診断名として障害基礎年金を申請し、

不支給決定を受けたことを不服として審査請求

を行った事例について経緯をみてみたい。覚せ

い剤による精神障害での年金申請自体が稀であ



- 109 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

り、さらに審査請求まで行なった例は非常に珍

しく、制度の具体的な「障壁」が露になった貴

重な事例である。

　経緯を確認したところ、国民年金法69条を主

な理由として審査請求が棄却されていた。同法

69条は「故意に障害又はその直接の原因となっ

た事故を生じさせた者の当該障害については、

これを支給事由とする障害基礎年金は、支給し

ない。」として年金の支給制限を示す条文である。

　1985年に国が示した国民年金法上の障害認定

基準では、覚せい剤に起因する精神障害につい

て、「明らかな身体的依存の見られないものは

認定の対象とならない」として障害基礎年金の

審査対象としてすら認めない方針を提示してい

る２）。また、1985年２月の国会の質疑応答にお

いて「覚せい剤中毒による精神の障害は国民年

金法69条に抵触する」との判断が社会保険庁よ

り示されている。薬物の自己使用を「故意」と

判断するのであれば、すべての精神作用物質使

用による精神障害が認められないことになるが、

認定基準では精神の障害の原因となった傷病名

のひとつに「器質性精神障害（含・精神作用物

質使用による障害）」をあげて認めている。また、

覚せい剤使用の犯罪性については、別法による

処罰が科せられるものであり、年金給付の制限

によって過去の行為に対して二重に社会的制裁

を加えるべきではない。従って、覚せい剤によ

る精神障害を「認定の対象としない」とする根

拠は明白なものとは言えない。

　「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

を根拠とする精神障害者福祉手帳制度では、障

害年金不支給となった事例でも障害者の認定を

受けている例があり、同じ国内で異なる「精神

障害」の公的な規定がなされるという矛盾も生

じている。

  精神障害者福祉手帳

　精神障害者福祉手帳制度の歴史は1995年から

とまだ浅く、同手帳の取得によって受給可能と

なる福祉サービスが身体障害者手帳や知的障害

の手帳を前提とするものに比べて少ないという

課題がある。その上に、薬物依存症者について

は手帳の取得自体に「障壁」が存在する。

　障害認定の基準となる等級表は全国同一であ

るはずだが、同程度の障害状態にあっても実際

の認定にあたって「依存症」での申請を認める

自治体とそうでない自治体がある。また、同じ

自治体内でも認定にばらつきがみられる。

　例えば、ＡクリニックのあるＢ県下では、「薬

物依存症」では手帳が給付されない。ただし、

精神作用物質使用による「中毒性精神病」で申

請した場合や、依存症であっても他の精神疾患

が併記されていると認められることが多い。隣

接するＣ県では、アルコール依存症であれば認

められるが、その他の薬物の依存症では認めら

れない傾向にある。

　これらは、あくまで「そのような傾向がある」

ということであって、絶対的なものではない。

本来、手帳制度の根拠である「精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律」の定義では、「依

存症を有する者」も障害者と認められているは

ずである。しかし、各審査会の判断の幅が大き

く、申請者側からみれば基準が「ブラックボッ

クス」となってしまっている。

　また、自治体条例等で独自に設けている障害

者福祉制度に関しても、例えば医療費助成制度

について「アルコール・薬物依存症は入院費助

成を受けられない ｣との制限を明記している自

治体があるなど、依存症者は他の障害に比して

明らかに不利な状態に置かれている。

  生活保護制度による移送費支給

　依存症者やその家族にとって、自助グループ

に通うことは薬物からの自立を促進する重要な

手段となっている。しかし、アルコール以外の

精神作用物質の依存症者とその家族の自助グルー

プ活動に対しては、生活保護制度の移送費支給

が認められないことがある。

　生活保護の実施要項では、自助グループを対

象とした移送費の認定根拠について、「次のい

ずれかに該当する場合であって、それがその世

帯の自立のために必要かつ有効であると認めら
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れるとき」として、以下の３点をあげている３）。

ａ．アルコール症若しくはその既往のある者

又はその同一世帯員が、断酒を目的とす

る団体（以下「断酒会」という。）の活

動を継続的に活用する場合

ｂ．アルコール症又はその既往のある者（同

伴する同一世帯員を含む。）が、断酒会

の実施する２泊３日以内の宿泊研修会（原

則として当該都道府県内に限る。）に参

加する場合

ｃ．精神保健福祉センター、保健所等におい

て精神保健福祉業務として行われる社会

復帰相談指導事業等の対象者又はその同

一世帯員が、その事業を継続的に活用す

る場合

　アルコールも精神作用物質の一種であり、基

本的な疾患のしくみや回復のプロセスは他の薬

物と同様である。しかし、実施要項に明確に規

程が設けられているのはアルコールの場合のみ

である。また、ｃ．項と関わって、「精神障害者

等の社会復帰対策事業への参加」については、「薬

物依存・中毒者に対する事業も含め民間活動と

して行われるものであっても、国若しくは地方

公共団体から当該事業に対し補助が行われてい

る場合、又は、保健所若しくは精神保健福祉セ

ンター等が後援する場合で、いずれも社会復帰

に効果が期待できると認められるときは対象」

となるとの見解が公式に示されているが、「効

果が期待できる」とする際の判断基準は特に示

されてはいない４）。したがって、アルコール以

外の薬物依存症者やその家族が自助グループに

通う際の交通費が移送費として支給されるか否

かは、生活保護担当ワーカーの依存症について

の見識や自治体の補助金事業のあり方の違いに

よって左右されてしまうのが現状である。

Ⅳ．考察

１）「障害者」としての認識の不足

　薬物依存症者・家族が「利用したことがある」、

あるいは「利用したいと考えた」制度的社会資

源は、種類としては多岐に渡っている。しかし、

「障害者」としての社会保険や福祉のサービス

利用実績は少なく、「非行」・「犯罪」等の反社

会的行動への対処としての制度・施設利用が目

立つ点で、薬物依存症者は統合失調症モデルの

一般的な精神障害者像とは異なっている。

　薬物依存症者の社会保険や福祉サービスの利

用が進んでいない原因としては、患者・家族等

の当事者にサービスのメニューや内容・利用方

法についての情報が届いていないという根本的

な問題に加えて、そのために薬物依存症者の利

用申し込み自体が少なく、サービス提供者に支

援のノウハウが蓄積されず、利用に結びついて

も必ずしもうまく機能しないことがあげられる。

例えば、施設入所中に有機溶剤を再使用してし

まった際、即退所となった依存症者のケースが

ある。その経緯から「退所」の決定自体は止む

を得ない面があった。しかし、依存症の本質的

な症状である「渇望」から依存物質を再使用し

てしまうことは回復プロセスにおいてしばしば

起こり得ることであり、その経験こそ薬物使用

につながる環境を見直し、薬物を断つ意志を強

化する良い機会とすることができる。そうした

知識や対応の技術が施設スタッフに十分備わっ

ていない場合、依存症者にとって再使用から退

所に至る出来事は「排除」の経験として認識さ

れるにとどまる。

　また、有効な対応が得られなかった経験から、

当事者がサービス利用を控えてしまうという悪

循環が生じていることも考えられる。

　薬物依存症に限らず、福祉サービス提供者が

利用者の持つあらゆる疾病に関する知識を身に

つけるということは現実的ではない。しかし、

アルコール依存症を含めて考えれば、どの福祉

現場でも薬物依存症者と出会う確率は決して低

いものではないであろう。精神保健福祉士のみ

ならず社会福祉士や介護福祉士等の専門職が、

その養成課程や現任者研修において依存症に関

する基礎知識を学び、依存症の相談支援を行な

う専門機関と連携できるようになることが望ま

れる。
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２）制度の枠組み・運用上の「障壁」の背景

　制度の利用を検討しながらあきらめた事例や、

実際に利用を試みて成功しなかった事例の中に

は、上述の障害年金や手帳制度のように、サー

ビス提供者側の認識の変容だけでは解決しない

制度上の「障壁」が存在する例がある。

　これらの現状が生じている根本的な問題とし

て、違法行為に対する社会的な厳罰化の指向や、

合法・違法に関わらず薬物の自己使用を問題視

する「健康自己責任論」の考え方、また、肢体

不自由、聴覚・視覚障害などの身体障害をモデ

ルとして「障害」を固定的・静態的に捉える伝

統的な障害観が背景にあるものと推測される。

　しかし、社会的な障害観は時代とともに変化

するものである。「身体障害者」の規定も、必

ずしも症状が固定しない病者であり、その障害

程度にも変化が生ずる可能性があるという点で

精神障害者と共通する障害特性を持つ「内部障

害者」を含む形で広げられてきた。障害観の変

化を促し、薬物依存症者を含む精神障害者の利

用可能な社会資源を拡充していくためには、身

体障害者福祉が発展してきた過程と同様に、当

事者と関係者の協働によるソーシャルアクショ

ンが大きな役割を果たすものと考える。

３）「障壁」への対処

調査結果から考えられる制度的社会資源利用の

「障壁」への対処を整理すると、以下のような

方法がある。

  制度利用事由の変更

　「薬物依存症」を事由とするものについては、

自立支援医療や生活保護制度などの限られた社

会資源しか活用されていない実態があるが、肝

炎や中毒性精神病等の合併症や後遺障害を事由

として障害者手帳や障害年金等を申請すること

により、活用できる社会資源の幅を広げる。こ

れには、医師やソーシャルワーカーをはじめと

する専門職の理解と支援が必要である。また、

薬物関連の疾患や障害だけに目を向けるのでは

なく、経済状況や家族構成等の特性にも着目し、

「低所得」や、「母子家庭」といった生活状況

を事由として活用できる資源を探すことも重要

である。

  サービス利用主体の変更

　要介護状態となった親に代わって家事をする

ためにデイケアへの通所が減ってしまっていた

人が、親への支援としてホームヘルプ・サービ

スが導入されたことによって以前のように通所

できるようになった事例や、ネグレクトを予防

する目的で子どもの保護を求めたことで、親で

ある依存症者も自身の不安を相談できる場がで

きた事例がある。このように、親の介護保険サー

ビスや子どもの児童相談所利用など、他の家族

員に対して社会サービスが適用されることによっ

て、薬物依存症者本人の生活支援にもつながる。

  未活用資源の活用の試み

　制度の存在を知らなかったが故に未活用であっ

た資源や、先に述べた覚せい剤による「薬物性

精神病」を事由とした障害年金申請例のように、

認定基準に適合しないものと諦めていた制度の

利用について、結果の成否に関わらず申請を試

みる。このような直接的な行動は、薬物依存症

に対する認識を変容させていく大きな契機とな

ろう。しかし、当事者の負担の大きい方法であ

り、制度に関する情報・知識を持った援助者の

支援がなければ困難である。

　障害年金の認定基準や精神保健福祉手帳制度

が作られたのは、「精神保健および精神障害者

の福祉に関する法律」による精神障害者の定義

に精神作用物質の依存症者が含まれることが明

文化される以前である。つまり、古い判断基準

がそのまま残ってしまっているのである。薬物

関連の障害を事由に年金や手帳を申請するケー

スがなければ、また、申請しても認定されなかっ

たことに不服を申し立てなければ、認定基準そ

のものについて検討する機会は生まれない。し

かし、申請手続には時間的・経済的負担も少な

からずかかるため、当事者個人に対して認定さ

れない可能性が大きいことを知りつつ制度活用

の申請を勧めることはし難い。当事者個人の意

志だけに任せるのではなく、保健・医療・福祉

の専門職や当事者の自助組織、家族会等の関係
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者団体の連携・協力が求められるところである。

　なお、先述の障害年金申請事例で試みられて

いた社会保険給付の不支給決定に対する不服申

し立ての審査請求は、口頭でも行なえ費用は無

料である。また、本人から委任されれば誰でも

審査請求代理人になることができる。先の事例

では、通院先の診療所の精神保健福祉士が申請

者の意向を受けて代理人となり、審査請求を行

なっている。その際、通常の手続きに加えて、

申請者が文書で自らの生活状況を述べて不服の

意思を表明することを援助するとともに、申請

者の日常生活の支援にあたっている専門職とし

ての意見を提出している。本例の結果は審査請

求の「棄却」までで終わったが、さらに再審査

請求を行なう場合も費用は無料で、公開審理と

なるため、誰でも傍聴が可能である。こうした

手段を活用して、審議の中で制度改正のポイン

トを明確化させていくことも必要であろう。

　また、・のような問題把握のリフレイミ

ングや視点の切り替えを行った場合でも、実際

に資源活用にこぎつければ、資源の利用者と提

供者の交流を通してその後に少しずつ「薬物依

存症」への理解を広げて行くことができるもの

と考える。「薬物依存症」を事由とする制度利

用を可能にしていくには、まずはいずれの方法

であっても積極的に資源を活用していく姿勢が

重要であり、このことは薬物依存症者本人・家

族だけでなく、日常的に関わっている援助者側

の志向・態度も問われる課題である。

Ⅴ．まとめ

　薬物依存症を事由とする社会資源利用が進ま

ない要因としては、単に薬物依存症者に対する

社会的なイメージによるだけでなく、法律の条

文や行政通知等の公的な枠組みそのものによる

制限があること、また、運用にあたって法文・

通知等の解釈に幅があることなど、実際的な障

壁が存在している。また、利用可能な社会資源

についても、行政窓口の担当者や関係機関の援

助職の志向・態度とも関わって、当事者・家族

に情報が十分に行き渡っていなかったり、活用

が進まない現状が見られた。

　今後、情報提供策を十分に講じるとともに、「薬

物依存症」以外の事由による資源活用も含めて、

当事者・関係者が積極的に制度的社会資源を活

用する姿勢が求められる。

Ⅵ．おわりに

　本研究の調査は昨年度実施したものであるが、

今年度はこの結果をもとに、全国のダルク、薬

物依存症者家族会等に呼びかけて社会資源の活

用に関する情報の共有と意見交換をはかるワー

クショップを３箇所で行なった５）。小さな一歩

はあるが、少しずつでも当事者・家族、関係者

とともに制度的社会資源の「障壁」を崩すソー

シャルアクションを展開していけるよう、今後

もこうした研究と活動を積み重ねていきたいと

考えている。
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Realities and Issues on Social Resources for Recovering Drug Addicts

Miho Yamaguchi

Faculty of Social Welfare, Nihon Fukushi University

In this research, we make some observation on the social resources for 

recovering drug addicts. We used narrative records of a client group and the interview 

records of drug addicts, their families, as well as, social workers who deal with the 

clients. There are many social resources which could be used. However, they managed 

to use only a small number of resources because of the institutional barriers, which 

forced them to find reasons other than drug addiction.
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〈はじめに〉

　1981年６月５日、米国防疫センター（CDC）

が５人のカリニ肺炎の患者を報告した。この５

人は後日「後天性免疫不全症候群」と名付けら

れたウィルス疾患の犠牲者であると認められた。

「AIDS」の歴史の始まりである。日本でのエ

イズパニックの最初は1986年、長野県松本市で

起こった。当時の新聞には「エイズ感染女性保

護」「中信地方に滞在」（長野県は地域を北信、

南信、東信、中信と分けて呼ぶ。松本は中信地

域である。）「エイズ三次感染防げ」「さわやか

信州松本エイズの里」などの言葉が踊っている。

この女性が松本市滞在中に50人ほどの男性と接

触したと報道され、パニックとなった。当時、

他県に学会に出かけた信州大学の医師が、「松

本ナンバーの自動車なので見えないところに止

めてほしいと言われた」と話していたのを筆者

自身も記憶している。筆者は、まさにエイズパ

ニックのその年、パニックの８ヶ月前に、松本

市にある信州大学医学部付属病院（以下、信大

病院）に最初のソーシャルワーカーとして採用

されたばかりだった。筆者のソーシャルワーカー

としての歩みはまさにエイズと共に始まったと

言えるのかも知れない。このエイズパニックか

ら24年、HIV感染症は、当時の「死に至る病」

から「慢性疾患」へと位置づけを変化させ、患

者や周囲の抱える課題も当時とはかなり様変わ

りしている。本稿では、エイズ上陸からエイズ

パニック、診療拒否や差別などの荒波の中でソー

シャルワーカーとして HIV診療に関わった経験、

その中でも診療体制の構築に関わった経験を報

告し、社会の中での疾病を考えることを通して、

医療におけるソーシャルワークの役割と視座を

確認してみたい。

　なお、本稿中、紹介した症例については、プ

ライバシー保護のため、報告の主旨に影響のな

い範囲で事実関係等を変更した。具体的に氏名

を掲載している方々には報告主旨と内容につい

て事前に了解を頂いた。

１）「カウンセリング」への期待

　松本エイズパニックの翌年の1987年、WHO

の「エイズ予防世界戦略」がベニスサミットお

よび国連総会で承認され、この戦略を基礎に世

界はこの新しい感染症と取り組み始めた。戦略

では、「カウンセリング」が重視された。「彼ら

（感染者）に心理的援助を行うと同時に、社会

に対する自覚ある行動を促すというカウンセラー

にとって必ずしも容易でない作業を完遂させる」

ことが期待されているとされ、援助の中で、ク

［実践報告］

HIV 感染症診療体制構築におけるソーシャルワークの視座

植　竹　日　奈＊　　  　　　　

Key words：HIV 診療，ソーシャルワークの価値，インターディシプリナリーチーム

＊Hina Uetake：国立病院機構まつもと医療センター中信松本病院
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ライエントの心理的援助を目的とするだけでな

く、クライエントが社会に対する「加害者」に

なる（感染を知りながら、感染を隠して、性交

渉を持ち、二次感染を引き起こす）ことを防ご

うとする社会防衛的な方向性が期待されていた。

この難しい「カウンセリング」を誰がおこなう

のか。この当時、ほとんどの国立大学医学部付

属病院にはソーシャルワーカーは配置されてい

なかったが、そのまだ珍しい存在であるソーシャ

ルワーカーに信大病院はエイズカウンセリング

の役割を期待した。ソーシャルワーカーによる

心理的関わりを理解している医師がいたことが

ソーシャルワーカーにチャンスを与えてもらう

ことにつながり、今思うと、当時にしては希有

な幸運だったのだろう。1989年、信大病院で組

織された「HIV 感染症対策専門委員会」に筆

者は加わることになった。

２）HIV 感染症対策専門委員会（以下、HIV 委

員会）への参加

　信大病院での HIV 委員会は1989年に組織さ

れたが、定期的開催は1992年からになる。構成

員は委員長（当時、信州大学第二内科助手、現・

国立病院機構まつもと医療センター副院長の北

野喜良医師）以下、小児科、神経内科、外科、

産婦人科などの医師10～11名、薬剤部副部長、

副看護部長以下看護師２～３名、そしてソーシャ

ルワーカーであった。1992年からは月に１回開

催され、HIV 診療の体制、患者の対応、診療

マニュアル、カウンセリング、福祉サービスと

HIV 感染周辺の広範囲の課題を議論し、実現

していった。1991年にはロックグループ「クイー

ン」のボーカリスト、フレディ・マーキュリー

がエイズで亡くなるなど、世界中でエイズの広

がりが報道され続けていた。日本では、フレディ

のような同性愛者の感染はまだ少なく（表には

出ておらず）血友病患者の薬害としての感染が

多い状況であった。信大病院でもその例にもれ

ず、ソーシャルワーカーとしてのエイズ患者へ

の関わりは、薬害の被害者であった彼らとの関

わりから始まっていった。

３）薬害エイズ患者への関わり

　血友病に対する血液製剤に HIV が混在して

いたために感染した患者は、信大病院でも何人

も診療していた。何人かの患者に対しては、感

染を伝える告知面談から立ち会い、ソーシャル

ワーク援助をおこなっていった。告知後のショッ

ク、怒り、悲しみ。家族や職場や友人や恋人と

の関係の中で、感染の事実をどう扱っていいか

への困惑を話し合い、新しく職を得ようとして

いる人とはカミングアウトについて話し合い、

症状が進行していく人が語る死について、死に

行く自分のできることは何かを求め続ける言葉

に耳を傾けた。その中でも忘れられないエピソー

ドを紹介する。

　①スタッフを試すＡさん

当時、信大病院では感染者に関する情報を

診療に関わるすべての人が共有して関わる

方法が選ばれた（後述）ので、ソーシャル

ワーカーに会いにくるＡさんが感染者であ

るということを知っているスタッフは少な

からずいた。ある日、窓口でＡさんは薬を

飲むから水を欲しいと言った。Ａさんの担

当の理学療法士（当時、ソーシャルワーク

の面談はリハビリテーション科の一室でお

こなわれていた）が普通の湯のみに水を入

れて差し出すとＡさんは「紙コップでなく

ていいの？」と聞いた。理学療法士は試さ

れていると感じたかどうか、むしろ怪訝な

表情で「なんで？紙コップがいいの？」と

聞いたそうである。感染を知っているスタッ

フから、差別を感じさせない扱いを受け、

Ａさんは筆者にそれを報告してくれた。「試

すようなことして、悪いことしたな」とい

う反省を添えて。

　②病理解剖を希望したＢさん

血友病で療養しながら、仕事にも就いて社

会生活を送っていたＢさんであったが、自

分が病気であることで一人前ではない、と

いう不全感を根強く抱いていた。Ｂさんは、

自分が亡くなったあと、病理解剖を受け、

医学の進歩に貢献することで自分が生まれ
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てきた意味があると思えると話した。しか

し、Ｂさんは「でも、もし僕の母親が解剖

に反対したら、解剖しないよね？」と聞い

た。長い療養で病院暮らしも長かったＢさ

んは医療での出来事の裏までいろいろ見

知っていたのだろう。もし、本人が希望し

ていても遺族が反対すれば解剖が成立しに

くいことも十分承知していた。どうしたら、

彼の深い思いを尊重することができるのか。

Ｂさんと筆者は相談し、Ｂさんの母親への

手紙を筆者が預かり、もし母親が解剖に反

対したらその手紙を渡すことを約束した。

Ｂさんはその数年後に亡くなったが、予想

したとおり、母親は解剖に反対した。筆者

はＢさんとの約束通りに手紙を母親に渡す

ことになった。手紙を読んだ母親は深い涙

と共に解剖に同意を示し、Ｂさんの希望で

あった解剖は実現したのである。

　このように印象深い場面はいくつもあるが、

そうは言ってもそれらはソーシャルワーカーと

してはごく当たり前のソーシャルワークアプロー

チだったと思う。新種の正体不明のウイルスが

相手だろうが、それは特にソーシャルワークの

あり方を変えるものではない、ということを筆

者はエイズ患者への援助を通して深く実感した。

　エイズが他の病気と少し違ったとすれば、薬

害エイズに関わる中で、医師たちの生々しい悩

みに触れる機会を多く持ったことだろう。自ら

の手で書いた処方箋によって（当時はコンピュー

ターが打ち出すのでなく、まさに医師自らの手

で書いた）守るべき患者に病を与えてしまった

ことを深く悔やみ、自分を責め続ける小児科の

医師。その医師自身が自分で患者に感染を告知

しなければならない苦しみ。告知の前の日に打

ち合わせをしながら、「ケアが必要なのは患者

さんより先生かも」と思ったことさえあった。

そして、未知のウイルスと闘う恐怖と勇気。ど

んなに怖いだろう、と推測する筆者（感染の前

線に実際には立つことのない立場である）をよ

そに彼らは診療に向かっていった。怖い、とい

う言葉を何度も聞いた。それ以上に、それでも、

という言葉も聞いた。筆者が医療チームの中で

働くときの力強い基盤となる医師への尊敬と信

頼は、HIVによって育てられたのかも知れない。

４）1993年社会福祉学会での報告

　このように少しずつ、感染者、発症者への関

わりが始まる中で、HIV 委員会での活動、エ

イズ拠点病院の診療担当者として院内外での講

演、講習などの機会も増えていった。1993年、

筆者は第41回日本社会福祉学会において「HIV

感染症診療におけるソーシャルワーカーの役割

～ソーシャルワークの視点から提供できるもの」

を報告したが、このときに以下の６点の役割を

挙げている。

①感染者や発症者に対する心理的ケア

②感染者の家族や友人などに対する心理的ケア

③感染についての告知前後の面接

④感染者や発症者の社会的問題への関わり

⑤カウンセリングマインドについての講習

⑥感染対策専門委員会への参加と活動

　①～④はソーシャルケースワークの関わりで

あり、⑤は教育的機能であるが、では、⑥の病

院組織における委員会ではどのような役割をとっ

ていたのか、以下で少し詳しく述べてみたい。

５）HIV 委員会でのソーシャルワーカー

①抗体検査（スクリーニング検査）

　当時、HIVは未知のウイルスとして恐れられ、

感染を恐れた医療機関による診療拒否について

の報道は日々マスコミをにぎわしていた。実際

に拒否しないまでも、前線の医療従事者には不

安と恐怖が広がり、どのように自衛するのかは、

正直なところ、その当時の医療機関の最大の関

心であったと言っても過言ではないだろう。信

大病院でも例外ではなかった。特に感染のリス

クが高い産科で、医師たちが自らや周囲を守ろ

うとして、すべての妊婦に抗体検査を行おうと

したのは無理からぬことであった。この提案が

HIV 委員会にされた時、検査は妊婦本人には

知らせずに行われようとしていた。筆者は驚き、

なぜ、当事者に知らせないまま検査を行うのか、
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もし陽性者が出たらその結果をどう扱うのかな

ど多くの疑問を抱いた。それを少しずつ会議の

中で、または、それぞれの個別の医師との接触

の中で確認していった。ジョンソン／ヤンカは

「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」におい

て、「クライエントに関わる中で、ワーカー（特

に公的機関の）は機関の機能（方針や手続きな

ど）がしばしばクライエントの充足の障害の源

であることに気づかされてきた」１）としてソー

シャルワークが組織を対象としてその変化を促

していく機能を持つことをあげているが、HIV

委員会や個々の医師に投げかけ働きかけていっ

た過程はまさにジョンソン／ヤンカの指摘する

ソーシャルワークの機能であった。その作業は

筆者だけでなく HIV 委員会の中心メンバーで

あった北野医師、緒方洪之医師（当時、信大病

院輸血副部長）との協力のもとで少しずつ進ん

でいった。産科の医師たちは自分たちが感染す

ることを不安に思いながら、しかし、診療を拒

否することは考えていなかった。安全に診療を

するために情報を得たい、しかし、自分たちの

安全のために検査を行い患者に負担をかけるの

は許されないのではないか、正直に検査させて

くださいと言えば「自衛に走った」などと批判

されるのではないかと感じていたのだった。患

者に対して不誠実なのではなく、むしろ、強す

ぎる倫理観、正義感が混乱の中で「知らせずに

検査する」という案にむすびついてしまってい

ることに気づいて、筆者は改めて驚きながら、

どうしたら患者も医師も両方を守ることができ

るのか、そして、診療体制を守ることによって

感染者や発症者だけでなく市民全体を守ること

ができるのか、を HIV委員会に投げかけていっ

た。このとき、長野県唯一の大学病院の診療体

制という大きな課題について議論しながら、ベー

スとなったのは、やはりひとりひとりの患者へ

の視点そのもの、ソーシャルワークの視点その

ものであった。阿部志郎は著書「福祉の哲学」

の前書きにおいて「福祉の仕事はマジョリティ

が優先する社会でマイノリティの弱さにかかわ

ることである」とし、「いかなる場合にもワーカー

は〈ひとり〉から目をそらすことをしないとい

うこと」と述べている２）。もし自分が患者ならば。

もし自分が妊婦ならば、エイズを恐れて診療拒

否をする病院より、患者に本当のことを言わな

い不自由さの中で感染対策を行う病院より、真

実を共有して十分な対策をとった上で十分な診

療を提供する病院を選ぶだろう。患者は、社会

は、自衛を責められることを警戒して対策をと

らず、結果として診療拒否する医療機関でなく、

医療従事者を守りながら、十分な診療を行う病

院を望んでいるはずだ。筆者が信大病院の診療

体制について考えることは、すなわち〈ひとり〉

を思うソーシャルワークの視点から始まる一連

の作業であったと言える。

　HIV 委員会での議論は実を結び、抗体検査

はすべての妊婦に検査を行うことを告げた上で

行われることになった。

②検査についてのインフォームドコンセント書

式作成

　かと言って、すべての妊婦（検査対象者）に

検査前カウンセリングを行うことはとてもでき

ない。そこで検討されたのは、文書での説明と

同意をもらうことであった。当時、検査に対す

るインフォームドコンセント書式は国内にほと

んど存在せず、北野医師の留学先であった

UCLA Medical Center の書式を参考に、北

野医師、緒方医師、筆者の３案を作成し、各医

局（当時信州大学医学部には19の臨床教室があっ

た）に示し、意見を募った。専門用語が使われ

ていなかったこと、全体量が少なかったことな

どがポイントとなり、筆者の案がベースとなっ

て、書式が出来上がった。この書式は今も信州

大学で使われているだけでなく、長野県内多く

の病院で少しずつ形を変えて使用されている。

③感染対策とソーシャルワーカー

　次に検討されたのが、医療従事者の針刺し事

故の防止であった。ソーシャルワーカーと針刺

し事故。ほとんど関わりのない分野と思われる

かも知れないが、「患者にとって最善の診療環

境を作るために」という目的が共有される中で、

ソーシャルワーカーにとっても針刺し事故の防
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止は切実な課題となった。もちろん、診療に関

する専門的知識はないので、技術的な議論に加

わるわけにはいかなかったが、診療コストとい

う問題に取り組むために事務官に委員会に参加

してもらうという提案をした。最善の診療環境

を作るのにはそれなりのコストがかかる。スタッ

フを守るには針が貫通しない針捨てボックスが

必要だが、そのようなボックスにはそれなりの

費用がかかる。どのような姿勢で、どのような

理念で、より高価な針捨てボックスが必要なの

かを、事務官にも十分理解しておいてほしい、

と考えたからである。それまでの信大では、診

療に関する検討に事務官を加えることはなかっ

た。しかし、ソーシャルワークは共働するチー

ムを考えるときに、職種を問わず、委員会メン

バー間に確固たるヒエラルヒーもないインター

ディシプリナリーチームを組織するという方法

論を持っている。この概念が、今までにない多

職種による多面的な感染対策の実現に一役買っ

たと言えよう。

④針刺し事故への対応とソーシャルワーク

　次に HIV 委員会では、万一感染者からの針

刺し事故が起こってしまった場合の対応につい

て整備していった。当時は事故後２時間以内に

AZT または DDI という抗ウイルス薬の服薬が

有効とされており、２時間という短時間の間に、

夜間でも休日でも内服可能にするには綿密なフ

ローチャートと準備が必要であった。この作業

で筆者は針刺し事故を起こした医療従事者のプ

ライバシー保護の観点からフローチャートの変

更を求めている。その結果「まず上司に報告」

という言わば社会通念上の常識を超えて、直接

に服薬に直接つながる部署に連絡してよいこと

になった。ジャーメインは「医者の権力支配の

構造の中で低い位置におかれているソーシャル

ワーカーは逆に、変化をもたらし、新しい試み

を導入するための鍵を握っていると言える」３）

と指摘するが、ソーシャルワーカーという、病

院にたったひとりの職種という異色さを背景に、

このような発言が受け入れられていったのかも

知れない。

　さて、ここで、信州大学病院全体のディスシ

プリンとして採用されていたのは「誰にも楽は

なかりけり」という言葉であった。この未知の

ウイルスとつきあっていくについて、感染につ

いての情報をどの範囲で共有して患者に関わる

べきか、は、HIV 委員会の初期に議論された

ことである。感染者に対する様々な差別を目の

当たりした医療従事者の中には、感染に関する

情報を主治医だけが知ってコメディカルには伝

えないなどの情報管理をしないと患者のプライ

バシーや人権が守れないのではないかと感じる

人も多くいたのが実情であり、どの範囲でどの

ように患者情報を扱うかは重大な課題であった。

1993年、委員会メンバーによる院内講演が行わ

れた。委員長であった北野喜良医師の講義録か

ら少し長くなるが引用する。「情報は医療従事

者全員が分かち合って行動するということです。

ですから医療従事者ひとりひとりがその情報の

扱い方について知らねばなりませんし、HIV

感染症についての知識も持たねばなりません。

さらに、こうした行動をとる際に自分自身の中

に差別、偏見がありますと、それが医療におい

て患者さんの差別につながる可能性があります。

しばしば自分の中の偏見差別と闘わなくてはな

りませんし、自分自身を変える努力が必要かも

しれません。ですからこの方法は楽ではありま

せん」そして、この方法をとるにあたっては、

HIV委員会の理念においての指導的立場であっ

た緒方洪之医師の以下の文章があった。「いち

ばん大切なのは医療従事者が偏見と差別に陥る

ことを防ぐことだと思います。一般社会では

HIV 保菌者、エイズ患者に対する偏見差別が

極端にまで走る可能性があります。患者の苦し

みは想像もつきません。そのうえ医療従事者が

それに加担するならば、患者にはもう行く場が

ありません。（中略）まず、医療の現場だけで

もよいから、HIV 患者に対する偏見差別の少

ない医療現場を作り出す必要があるでしょう」。

これらの力強い理念に基づいて、HIV 委員会

は HIV 診療の体制を検討していき、ソーシャ

ルワーカーである筆者も発言と活動を続けたの
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である。パールマンは「社会施設は、社会福祉

に関して、ある社会の意志を、あるいはその社

会の中のあるグループの意志を表現するために

形成された一機関」とした４）が、HIV委員会の

意志は、信大病院の意志となり、エイズ患者を

拒否することのない、十分な体制を持って診療

する組織（施設）を実現させていったのである。

６）差別とスティグマ

　これらの活動を続ける中で、筆者の念頭に常

にあったのが、「病気と差別、スティグマ」と

いうことである。病気は、それが社会的存在で

ある人間に起こる出来事である以上、社会的意

味付けから逃れることはできない。歴史におい

て、たとえば、ハンセン氏病が、舞踏病が、統

合失調症が、社会から烙印（スティグマ）を押

されて、差別の対象とされたように、またこの

新しい感染症が差別の対象となろうとしている

のを目の当たりとして、医療の中での人権の番

人としてのソーシャルワーカーに何ができるの

か。医療ソーシャルワーカー倫理綱領において、

価値と原則の最初に「すべての人間を出自、人

種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文

化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにか

かわらず、かけがえのない存在として尊重する」

と謳われているように、まさにソーシャルワー

クの価値そのものが問われる場面であったと言

えよう。患者だったら、患者の立場なら。HIV

委員会においても診療場面においてもこのとき

ほど、この視点で発言し、また発言を求められ

たことはなかったように思う。

７）HIV 診療から発見された新しい視点

　HIV 感染症への関わりは、HIV 感染症以前

の診療場面では当たり前とされてきた数々の場

面に疑問を投げかけるきっかけにもなった。例

えば、重篤な病気告知について、それまでは、

本人より先に家族に話すのが定石であるといっ

てもよかった。本人には、白血病は骨髄異形成

症と告げられ、胃がんは胃かいようと説明され

ることがよくあった。しかし、HIV 感染はそ

うは行かない。感染の事実は、単なる医学的な

事実を超えて、夫婦関係や家族関係に影響する

深刻な出来事を伝えてしまう。例えば、感染者

本人が同性愛者であるということ。または、婚

外交渉を持った可能性が高いこと。それらは本

人を抜きにして伝えられてしまってよいことで

はなく、HIV 感染の事実は、まず本人にのみ

伝えられることが当然の流れと言えた。この「当

然」は、今までの「当然」に揺さぶりをかけた。

がんなら、家族に先に告げるのがいいのだろう

か？いいとすれば、または、間違っているとす

れば、それはなぜだろうか？それまであまり議

論されることのなかった医療の中の習慣が俎上

にあがっていった。何が正解か、答えの出しに

くい問いも多かったが、それまで考えられるこ

とのなかった状況が見直されていったのである。

　また、HIV 診療は家族や人との関係につい

ても深く考える機会となった。たとえば、「シ

グニフィカントアザー（Significant Other）」

重要な他者という概念は、社会の最小単位を家

族とする考え方に一石を投じたと言える。同性

愛者が戸籍上は家族になれない愛する人を大切

な存在として、その人にいちばんに情報を伝え

てほしいと望むことがある、それがこの概念を

発見させた。同性愛者でなくても、戸籍上は他

人でもとても大切で意味のある存在を持ってい

る人は少なくないはずだ。病気や今後について

の情報がなぜ、その大切な人に伝えられないの

か、伝えるべきではないか。家族だけがすべて

ではないだろう、HIV はそんなことも教えて

くれたのである。

８）ソーシャルケースワークの意味

　前述のＢさんの病理解剖の遺志を実現するた

めに、筆者はＢさんと何度も話し、Ｂさんの手

紙を預かった。手紙をはさんで母親と面談をお

こなった。ここまではソーシャルワークの場面

としてよくみかける光景であろう。しかし、Ｂ

さんとの約束を得て、筆者にはもうひとつ気に

なることがあった。HIV 感染者の病理解剖を

この大学で行えるのだろうか？解剖を行う医師
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やスタッフへの二次感染は防げるのだろうか？

本人が望んで家族が望んでも、組織として解剖

が不可能なら彼の遺志は叶うことはない。組織

が体制を作り、感染者の解剖を実際に行う準備

をすることは手紙を預かるより遥かに遠い道の

りに感じられた。幸い、HIV 委員会からの働

きかけによって体制は作られ、解剖は実現した。

「誰にも楽はなかりけり」はここでも、多くの

人を動かしていった。個々にケースに関わると

いう意味でのケースワークであるが、Ｂさんに

関わることはすなわち、大学という組織におけ

る診療体制全体に関わることであり、社会にお

けるエイズの意味に働きかけることでもあった。

ケースはひとりでそこにあるのではない、ソー

シャルに社会的関係の中でそこにあるのだ、ソー

シャルケースワークなのだということを実感さ

せられた。

〈最後に：社会の中での病気の意味に関わ

るということ〉

　前述したように、社会的存在としての人に起

こる出来事として病気、病はどんな場合でも社

会的意味を帯びることになる。医療ソーシャル

ワーカー倫理綱領の行動基準において、「医療ソー

シャルワーカーは社会全般の福祉を促進するた

めに、クライエント及び保健・医療・福祉関係

者と連携し、社会に働きかける。更に、社会正

義の促進とクライエントの福利の増進のために、

制度・政策の変革に働きかける。そして、クラ

イエントが必要としているサービス及び機会を

保障するように行動する」とする。社会に、制

度・政策に、組織に働きかけることによって〈ひ

とり〉を支えること。それはソーシャルワーク

の重要な使命なのだ。その後筆者は、HIV 拠

点病院であった信大病院を離れ、主に神経難病

患者に関わるようになった。神経難病とて、社

会的意味を持つということは同じである。遺伝

性のある病気も多く、多くの差別の対象ともなっ

てきた。それがエイズであっても ALS（筋萎

縮性側索硬化症）であっても、それは単に医学

的事象としてそこにあるわけではなく、さまざ

まな意味を社会から与えられてそこにある。そ

れらを読み解いて、社会の中での患者の立場を

理解し、治療や生活への援助に役立てて行く、

HIV 診療に関わった経験を振り返るとき、医

療におけるソーシャルワークの価値、視座の基

本がそこにあると思うのである。

謝辞

　この報告のきっかけをくださった日本福祉大

学田中千枝子先生に感謝申し上げます。エイズ

診療に共に取り組み、さまざまな機会を与えて

くださった北野喜良先生、そして「誰にも楽は

なかりけり」の言葉で今も私のソーシャルワー

ク実践を支え続けてくださっている緒方洪之先

生に心からの敬意と感謝を申し上げます。

引用文献

１）ルイーズＣ．ジョンソン／ステファンＪ．

ヤンカ著　山辺朗子／岩間伸之訳（2004）

「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」

PP503-504．

２）阿部志郎（2008）「福祉の哲学」改訂版　

Pはじめに―ⅸ．

３）カレル・ジャーメイン他著　小島蓉子編

訳・著（1992）「エコロジカルソーシャルワー

ク」P96．

４）ヘレン・Ｈ・パールマン著　松本武子訳

（1967）「ソーシャルケースワーク　問題

解決の過程」P53．



- 123 -

医療社会福祉研究　Vol. 19　2011. 3

編　集　後　記

☆３月13日、東北・関東地方を大地震・大津波、つづけて原発トラブルと、日本には次々

未曾有の困難が襲ってきています。会員の皆様方の被害の状況が心配です。どうぞご無

事でありますようにお祈りしています。

☆当学会の通信ニュースはお手元に届きましたでしょうか。お見舞いのニュースに続いて、

今年度の『医療社会福祉研究』第19巻をお届けします。

☆今回より編集委員会の構成が変わりました。田中千枝子委員長（日本福祉大学）、小西

加保留委員（関西学院大学）、浅野正嗣委員（金城学院大学）となりました。前委員長

の岡本民夫先生、武田加代子元委員、山手茂先生のご指導のもと、さらなる査読体制の

整備、論文投稿の促進、掲載方針の吟味等を進めてまいる所存です。

☆本号の構成は、初代会長の山手茂先生に「学会結成20周年の回顧と展望」として巻頭論

文を寄稿願いました。また22年度学会において、教育講演をいただいた大塚美和子先生

の「ソーシャルワークの実践知を理論へ―スクールソーシャルワークの実践と研究から

―」を掲載いたしました。さらに今期は原著論文７本、実践研究１本の掲載ができまし

た。ご投稿いただいた方々、また査読に協力いただいた方々に熱く御礼を申し上げます。

☆次年度の投稿については、調査報告、和文抄録、英文抄録などに関して、投稿規程の変

更を行いました。次号より適用いたしますので、ご執筆の際にご注意ください。

☆本学会誌がよりよい学術誌として、社会的にも学術的にもさらに認められ貢献するため

には、会員の皆さまにおかれましては、ぜひ論文を数多く投稿していただきますように

お願いします。また原著論文だけではなく、実践報告や調査報告などによって、現場で

の研究意欲をそそるテーマを活発に追求していただけると幸いです。

☆次回平成23年度第20巻を、年度末出版を目指して準備いたします。どうぞたくさんの会

員の投稿とともに編集のアイデアや提案等をお寄せください。

 （編集委員会　田中千枝子、小西加保留、浅野正嗣）
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